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第1章

本研究の 目的とい くつかの前提

1.本 研究の 目的

1.1.疑 問文研究の意義

言語の有す る機能は出来事 を記述 し、相手(聞 き手)に 伝達す るという最 も基本的な

ものに限定 され るもので はな く、聞 き手への情報の要求、話 し手の感情の表出や聞 き手

に対す る行為 の要求な ど多岐にわたる。その中で も、情報のや りとりとい う観点か ら最

も重要だ と考 え られ るのは、言 うまで もな く、情報を聞 き手 に与えることと情報 を聞 き

手か ら得ることである。前者を情報提供、後者を情報要求 と呼ぶことにす ると、 これは

典型的にはそれぞれ平叙文(述 べ立ての文)と 疑問文(問 いかけの文)に よって実現 さ

れ る ㌔

もちろん、文 の表現類型における有標性(markedness)と いう点では、平叙文が無標

であると考え られ る。 これまでの文法研究 も無標の表現類型 として平叙文を中心 として

おこなわれて きた。 しか し、対話 における情報 の扱いといった研究が盛んになるにっれ

て、平叙文以外 の表現類型に対する考察 に も目が向けられるようになって きた。本稿 も、

そのような流れを踏 まえたうえで、 日本語 の疑問文 に対 して一っの観点か らの考察 を加

えるものである。

話 し手 は疑問文 を使 って相手か らなん らかの情報を引 き出そうとするものであるが、

その場合に、無条件 に情報を引き出しているわけではない。話 し手 は一種 の 「解答案」

を提示 して、それに対す る反応 というかたちで情報を得 るという手続 きを踏む。 このよ

うに考 えるとき、疑問文 を考える上で重要 な観点がその中に反映され るは当然であろう。

このよ うな観点 には、

1)話 し手は相手の知識 にっいて どのような仮定を しているか

2)解 答案 としての情報 がどのように して得 られたのか
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3)話 し手 自身 はその情報を どのように評価 しているのか

といったことが挙げ られ る。そ して、 日本語の疑問文はこれ らを文末 の形式 に反映 させ

ることがある。

これ らの観点 について、い くっか例 を挙げて考えてみよう。例 えば、 「疑 い」を表わ

す 「カナ」あるいは 「ダロウカ」が質問 として機能することがある事実はよく知 られて

いる。

(1)さ とみ 「来ないのかな?」

万里子 「誰?」

さとみ 「うん 三上 くん とか」(東 京)

(1)'来 ないの?

(1)'の ように疑問文 を使 うときには、相手がそれにっいて知識 を持 っているとい うこと

を話 し手が前提す ることにな るが、本来、相手に問いか けるという機能を持たない 「疑

い」の文が質問 として機能す る場合には、相手が知識を持 っていない可能性にっいて話

し手が配慮 していることを表示す る。このような例は、第一 の観点が 日本語の疑問文 に

反映 している例 として位置づけることがで きる。

また、第二 の観点 にっいては、文末 に 「ノダ ッテ」が付加 された次のような例を参照

されたい。

(2)三 上 「!(振 り返 り)お お、何だ、驚かすなよ」

リカ 「この近 くに越 してきたんだって?」

三上 「ああ」(東 京)

(2)'こ の近 くに越 して きたの?

この例 で、解答案は伝聞情報 として扱 われている。(2)'の 例が、相手にば った り出会 っ

た とい う事実か ら推論 した命題を問いかけることになるのと比べると、(2)の 特徴が問

いかけてい る情報の得 られ方 を表示 していることにあることが理解できる。

第三 の観点 は、話 し手 がその情報をどのように評価 しているか、とい うことに関す る
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ものであった。情報 の評価 にっいては、非常 に多様 なあり方があり得 るが、例えば、次

例 もその一例である。

(3)真 由美 「そ りゃさあ、杉山 さん も悪 いけど・・…・捕まって謝 ったんで しょ?」

喜美子 「え、反抗 したん じゃないの?さ っき言 ってなか った っけ?お 上

にたてっいたとか……」(桜 の)

「ッケ」が付加 された疑問文は、その情報が話 し手 の記憶中に存在 していることを表示

している。 これ も、話 し手 による情報 の評価の あり方の うちの一っであると考え られる。

ここまで述 べて きた ことか ら明 らかになった ように、疑問文研究が とるべ き観点 には

上の三っの観点が非常に重要である。その中で本稿が注目したいのは、上 で述べた最後

の観点 、つまり話 し手 自身がその情報(解 答案)を どのように評価 してい るのかを 日本

語はどのように反映 しているのか ということである。これをより一般的なことばで言い

換えれば、疑問文 における話 し手 の主観性あるいは 「判断」の実現の解明 とい う問題に

っながると思われる。

話 し手の 「判断」 とは、 日本語研究 において は、古 くは 「陳述」、最近では 「モダリ

ティ」の問題 として盛 んに議論 されて きたテー マである。疑問文 において話 し手の 「判

断」が どのように実現 されているかということは、平叙文における 「判断」の現れ とは

おのず と違 う点 もあるだろう。疑問文 に話 し手 の 「判断」がどのようなありかたで投影

されているかとい うことが本稿で究明 したい主題である。次節以下では、その前提 とし

て、平叙文にお ける 「判断」をめ ぐる考察 と、本稿が考える疑問文における 「判断」の

研究 がどのような相関にあるかといった ことにっいて考えていくことにしたい。

1.2.平 叙文 における判断

本稿 は先 に述べた ように、疑問文の中に 「判断」がどのように投影 されているかを探

る試みであるが、その議論に入 る前に、平叙文での 「判断」の現れについて、本稿がど

のように仮定 しているかを述べてお く必要があるだ ろう。これはここで言 う 「判断」 と

日本語のモダ リティとの関係 に関するものである。
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これまでの研究でモダ リティと して議論 されてきた ものは、当然、 「判断」 と密接 に

関わ るものである。 しか し、 このことは、 「判断」 とモダリティが同義的であるという

ことまでは意味 しない と考 える。本稿での重要な一つの仮定は、ある一つの言語内で も

「判断」の文法形式 としての固定化あ るいは実現(以 下では文法化と呼ぶ ことにす る)

の度合いには程度性(gradation)が あるというものである。っまり、この仮定 によれ

ば、モダ リティは 「判断」を実現する一っの手段であ り、この意味で 「文法化 された判

断」 ということができる。 しか し、これ と同時に、モダ リテ ィは 「判断」を実現する手

段の一っに過 ぎない とい うことも言えるわけであり、いわば 「文法化 されていない判断」

とい った ものの存在 も否定で きない。

この仮定 は、他の文法 カテゴ リーに目を向ければそれほど奇異な仮定 とは言えないと

思われる。一っの例 としてテンスを取 り上げてみよう。 スル とシタの対立 によって成立

する文法カテゴ リー としてのテンスは、日本語 による時間性 の表現の最 も重要な表現手

段で あるが、 しか し、時間副詞などによる時間性(テ ンポラ リティtemporality)の 表

現 といった手段 も考え られ るのであるか ら、あ くまで手段の一っで しかない。 この意味

で、テンスはテ ンポ ラリティを表す手段 の一つであ り、 しか も、それが文末の時制形式

として文法化 された もの として位置づけ られることがで きる。このあた りの事情 は、ア

スペク トとアスペクチュア リティ(aspectuality)と の関係 にっいて も同 じことが言え

る。っまり、純粋な意味概念 としてのテンポラリティやアスペクチュア リティとそれが

文末 において文法化 されたテンス、アスペク トとは一定の区別が必要なのである。

本稿ではこれのような考え方が話 し手の主観性の表現、すなわち 「判断」にっいて も

有効であると考 えている。意味概念 としての 「判断」にはそれを実現す る手段 として、

文末形式 として文法化 されたモダ リティとともに、文末形式 としては文法化 されていな

い手段 もまた存在す るのである。

文法形式 として実現 された話 し手の主観性の表現 としては、言 うまで もな く、認識的

モダ リティの諸形式が挙 げられる。詳細 は省略 にしたが うが、例えば、次のような形式

がこれ にあたる。

(4)吉 行 「山 口さんは、歯槽膿漏で悪 くなったん じゃないのか」

山口 「いや、違います。最後は歯槽膿漏になったか もしれませんが」

(老 イ)

!
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(5)小 宮 「で も、今はだいぶ落ち着かれたようですね」

土井 「だ って後 ろ振 り返 って も仕方のないことで しょう。決まった以上 は、

ということですね」(お し)

例文(4)で は 「カモ シレナイ」が、話 し手 にとって真偽が不明のことが らを一っの可能

性 として提示 している。また、例文(5)の 「ヨウダ」は、そのように判断す る根拠が文

脈の中 に存在す るということを表示す る。 このように、文末形式を観察す ることによっ

て、 日本語の平叙文 が意味概念 としての 「判断」をどのようにして文法形式 として実現

しているかがわかる。

一方 で、文末形式 として文法化 されていない話 し手の 「判断」 とはどのような もので

あろうか。 これを考え るには、述語の確言形(基 本形)が 表わす 「判断」の性質を調べ

てみるのがよいように思 う。

日本語の文末述語 の形態 として、寺村秀夫(1984)の ように、大 きく確言 と概言を分け

る考え方がある。 これ によると、日本語 の 「判断」 に関 して、概言については非常 に豊

富な形式を分化 しており、 「判断」のあ り方にっいての文法化 もすすんでいるとい うこ

とが言 える。その一方で、確言 については述語 の基本形(確 言形)が それを表 わすだけ

である とい うことになる。

述語 の確言形 は、 まず、他の認識的モダ リティとの対立において、確信 といった話 し

手の 「判断」を表わす と考えてよい。例えば、次の例を参照 されたい。

(6)で 、小津 の場合、願望が仮託 された ヒロインは誰だったのか。栄女だ ったの

か。 ヒロインをそのまま演 じた原節子 自身だ ったか。

「原節子 です。間違いありません」

田村 は明言す る。 ・(絢 爛)

例文(6)に おいて、確言形は話 し手が この文で述べ られていることが らを真であると確

信 していることを表わ している。 しか し、確言形の表わ している 「判断」をこのよ うに

単純 に確信 とい うだけです ませてよいのだろうか。

これ にっいて、田野村忠温(1990)が 示唆的な議論 をおこなっている。次例は、田野村

論文か らの引用である(田 野村(1990):785ぺ)。
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(7)a.(ア ノ風体 カラスル ト)あ の男 はヤクザだ。

b.(君 ハ知 ラナイダロウガ)あ の男 はヤクザだ。

この二例は文末 の形態的特徴 からするとまった く同様であるが、田野村はこの例 に 「判

断」が介在す るか否 かという点で違いがあると主張 している。田野村 によれば、(7a)は

「判断 の営みに即応す る」 ものであり、一方、(7b)は 「知識 としてもっている情報が表

明されているにす ぎない」 ものであるとされる。前者は 「推量判断実践文」、後者 は

「知識表明文」 と呼ばれている。

このような違いを文 のタイプとして設定することがよいか とい うことは態度を保留す

るが、本稿での議論に従 うと、田野村 の議論 は確言形の表わす確信という 「判断」の あ

り方 に二っの種類がある、 とい うよ うに言 い換 えることがで きると思われる。っま り、

文法形式 としては実現 されない種類 の 「判断」の下位分類の可能性を指摘 していると解

釈 され るのである。

ところで、文法形式 としては実現 されない、 このような二っのタイプの確信 の存在の

指摘が文法現象に反映 されないな らば、 これを指摘することにそれほどの意味はないこ

とになる。 この点 に関 して、 この違いを確認す るための手段 として、田野村 は 「キ ット」

等の副詞的成分 との共起が可能であるか、という点 を挙げている。

(8)a.(ア ノ風体 カラスル ト)あ の男は きっとヤクザだ。

b。?(君 ハ知 ラナイダロウガ)あ の男 はきっとヤクザだ。

田野村が推量判断実践文 と呼んだ(8a)に は 「キ ッ ト」が自然 に共起す ることがで きるが、

知識表明の解釈では(8b)と は共起 しに くい((8b)の 文法性判断 は安達 による)。 過去時

制を とる文は、知識表明文 になることが多いので、 厂キ ット」が共起 しに くい というこ

とも指摘がある。

(9)?(ア ノ風体 カラスル ト)あ の男 はきっとヤクザだ った。

上の議論で、本稿での関心 に関連 して重要な点が二点 あると思われ る。一っは、文末
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の確信的判断(確 言)を 表わすのに、 日本語の文末形式の分化は不十分であるとい うこ

と。 もう一っは、そのよ うな形態的には実現 されない 「判断」の分化が副詞の共起 によ

って表面化す るとい うことである。 これはすなわち、平叙文 の文末において話 し手 の主

観性あるいは 「判断」の実現 のされ方 には、文末形式 として文法化がすすんでいないタ

イプが確か に存在 し、それは文法現象 によって確認す ることがで きるということを意味

す るのである。

しか し、このような立場を とることが、むやみに 「判断」 といった用語を濫用す るこ

とにっながってはならない ことはあらためて言 うまでもない。一般的に言 って、ある意

味概念 は、あ くまで、なん らかのかたちで文法形式や文法現象 に反映 されるかたちで取

り出されなければな らない。 これは強調 して も強調 しす ぎることはない。

1。3.疑 問文における判断

さて、疑問文 に話 し手の判断が どのように投影 されるか という、そのあ りかた として

本稿では少な くとも三つの観点があると考 えている。

第一 に、聞 き手にある命題 の真偽を尋ねる場合、その命題 にっいて話 し手がどのよう

な態度を持 っているかが、疑問文 における判断 とい う本稿の主題に密接 に関わる問題 と

して考え られる。基本的に真偽疑問文 は話 し手がその命題の真偽について判断 を保留 し

ていることを前提 とす るものであるが、いわゆる 「傾 き(bias)」 を持っ疑問文 はその

命題 に対 して話 し手がある方向への傾斜を有 していることを含意するものであ る。本稿

での関心はまず 「傾 き」 の解明に向け られなければならない。

第二 に、疑問文における認識的モダ リテ ィの現れ とい うことが挙げられる。一般的に

通常の真偽疑問文には認識的モダ リティは現れにくいということが知 られているが、そ

れに対す る例外をなす疑 問文 の類型がある。 このよ うな観点から、従来、確認要求 と呼

ばれて きた疑問文の下位類型 に検討を加 える必要がある。また、話 し手が有する判断を

聞 き手 にもちか けて確認する確認要求 と、問いかける命題 に対 して 「傾 き」を有す る疑

問文 とは、機能 のうえで非常 に強い関連性を持つと考え られる。いわば、疑問文 におけ

る判断 の文法化 といった ことも本稿が関心 を持つ分野である。

第三 に、疑問文 と認識 的モダ リティの交渉 ということが挙げられる。ある種の疑問文
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は聞き手か ら情報を得 るとい う疑問文本来の機能か ら離れて、む しろ平叙文的な、情報

を聞 き手 に与え るといった機能を果た していると考え られるものがある。 このよ ラなタ

イプの文を検討することによ って、疑問文が、そこに投影 されていた判断をなかだちと

して、平叙文、 とりわけ認識的モダ リティへと移行 してい く過程を明 らか にす ることが

期待 される。.

2.疑 問文 の条件

ここで、当面の問題 にっいての議論 にはいる前の前提 として、疑問文一般に関わ る問

題について考えておきたい。疑問文 において意味概念 としての 「判断」が どのようなか

たちで実現 されているか とい う問題 は、密接に、疑問文 と平叙文の境 界領域に関わ って

くる。実際 、前節で第三 の問題 として挙げた、疑問文 と認識的モダリテ ィとの交渉、違

うことばで言 うな ら疑問文か ら平叙文への移行 という問題は、疑問文 とは何か、平叙文

とは何かといったことを抜 きに して語 ることはできない。

さて、疑問文が担 っている典型的な機能は 「質問」である。 したが って、疑 問文を成

り立たせて いる条件を考えるには、 「質問」 とい う行為を成 り立たせている条件 を考え

ればよいということになる。

単純 な例で考 えてみよ う。 もっとも一般的な意味で、例文(10)は 平叙文 の担 う典型的

な機能、情報提供を行 ってお り、例文(11)は 疑問文の担 う典型的な機能、情報要求 を行

ってい る。

(10)太 郎 は今論文を書いているよ。

(11)a.太 郎は論文 を書 いていますか?

b.太 郎 は何を書いていますか?

例文(10)は 、話 し手 にとって既知 の事態をその事態 を知 らないと想定 され る聞 き手に伝

達 している。一方、例文(11)で は、話 し手 にとってなんらかの意味で不確定要素を含む

事態 にっいて、それを知 っていると想定 され る聞き手に問いかけて情報を得、不確定性

を解消す ることを試 みている。
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また、上の(11)の 例か ら、 「なん らかの意味で不確定」ということにっいて、二 っの

タイプが区別 されることが知 られる。(11a)で は、不明なことがらは 「(太 郎が)論 文

を書 いている」 とい う命題 の真偽であるが、(11b)で は、疑問語 「何」で表わ されて い

る 「書いてい る」の対象(目 的語)で ある。本稿では、前者を真偽疑問文(Yes-NoQue

stion)、 後者 を補充疑問文(WHQuestion)と 呼ぶ ことにす る。

このようにごく簡単な例文 を通 して見て きた とき、疑問文 を成立 させる条件 として は

次の二っを設定す ることが適切であるように思われる。

(a)話 し手 には命題内容の真偽判断、あるいはその命題を構成す る情報 の一部

が欠けている。

(b)話 し手はそれを聞 き手 に問いかける ことによって充足す ることを意図す る。

(a)の 条件 を命題内容 の不確定性、(b)の 条件 を(聞 き手への)問 いかけ性 と呼ぶ

ことにする。ただ し、以下では便宜のために、前者 を 「不確定性条件」、後者を 「問い

かけ性条件」 と呼ぶことがある。

次に、この ような条件で定義づけられる疑問文、1より厳密には質問文の全体 にっいて

見てお くことにしよう。疑問文全体の中でわれわれが議論す る形式の位置を見 てお くこ

とも必要であると思 われ るか らである。

これ にっいて もさまざまな立場があ り得 るのは当然であるが、ここでは国立 国語研究

所(1960)で 提案 されている 「表現意図」 による文類型の分類が有益であると考えている。

これはいち早 く 「表現意図」 といった伝達論的な観点を導入 した点で、発話行為理論

(SpeechActTheory)に 先駆けていると言えるものである。
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(12)

要求表現

一
肯否要求畷

確認要求の表現

嬲 求の表現{

命令瞬

判定要求の表現

選択要求の表現

説明要求の表現

消極的行為要求の表現

積極的行為要求の表現

(国立国語研究所(1960):109ぺ)

この分類 において、 「質問」 という発話行為 は 「命令」や 「依頼」 とい った行為要求

的発話行為 を も含む 「要求表現」の一っ として位置づけが与 えられている。 「質問」は

応答のあ り方 によ って二分 される。 「はい」 「いいえ」 とい った形式 で応答す ることが

可能な 「肯否要求 の表現」とこれが不可能な 「選述要求の表現」である。 「肯否要求」

には 「確認要求」 と 「判定要求」の二種、 「選述要求」には 「選択要求」 と 「説 明要求」

の二種 が下位分類 として立て られてい る。本稿 の用語法でいえば、判定要求は真偽疑問

文、説 明要求 は補充疑問文にあたるものである。

本稿で も、基本的に上のよ うな疑問文の全体像を仮定す るものとす る。 この中で、話

し手 の 「判断」の実現が問題 にな るのは、 「肯否要求」 と呼ばれ るもの、その中で も特

に 「判定要求」の一部 と 「確認要求」であると考え られ る。以下での議論 はこれを踏 ま

えてい くことにす る。

3.モ ダ リテ ィの組織

本稿 は、 日本語の意味構造を命題 とモダリテ ィの二層か らなるとし、さらに種 々の文

法カテゴ リーが命題的なカテゴ リーか らモダ リティ的なカテゴリーへ と階層的 に実現 さ
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れ るとい う仮説 に立 って いる3。 命題 とモダ リテ ィの関係 は次の よ うなモ デルで示 され

る。

(13)匚唾 工二 爽 コ

このよ うな仮説 を、仮に、 日本語の 「階層構造仮説」あるいは簡単 に 「階層モデル」と

呼ぶことにす る。

疑問文あるいは表現類型 としての 「質問」を述語文末に典型的なかたちで実現 される

文法 カテゴ リーの中に位置づけるとき、上の階層モデルでいうところのモダ リティに入

ると考 えることはごく自然な ことであろう。 しか し、これまでのモダ リティの研究 は、

いわゆ る認識的モダ リティ(epistemcmodality)を 中心 として発展 してきたので、 こ

のよ うな表現類型、あるいは発話行為的なモダ リテ ィをどのように考 えるかといったこ

とにっいては充分検討 されているとは言 いがたい。 ここでは、益岡隆志(1991)と 仁田義

雄(1991)の 紹介 と検討 を通 して、モダ リテ ィの組織 にっいて概観 しておくことにす る。

以下の議論で中心的 に取 り上げ られるのは、認識的モダ リティ、表現類型 に関わるモダ

リティ、伝達 に関わるモダ リティの間の関係が どのように捉 らえ られるか、 ということ

である。 この三 っのカテゴ リーの相関を考えて おくのは、あるカテゴ リーか らあるカテ

ゴ リーへの移行 とい う現象を考える上で問題 となる部分を仮説的にで も整理 してお く必

要があ るか らである。

3.1.モ ダ リティに対する二種類の規定

前節 で、 日本語の基本構造 に関する階層構造仮説(階 層モデル)を 導入 した。 これは、

日本語 の文 が質的に異なる二っの部分か らなるという仮説である。述語が中心 になって

描 き出す出来事的な意味を表す命題に対 して、話 し手の発話時における認識的判断、発

話行為や聞 き手への伝達態度 を表す部分はモダリテ ィと呼ばれる。そ して、モダ リティ

の規定を どの レベルで行 うかによって、従来の研究 は、少な くとも二つの立場 に分 れて
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いる。

一っは形態素の並び方(相 互承接)に 注目す る立場である。 日本語 の文末の述語構造

の研究 によ って、そ こに実現 される形態素は命題内容 に関わ るものが内側 に、判断 に関

わるものが外側 に、 さらに伝達に関わ るものが最 も外側 に位置することが明らか にざれ

ている4。 一例を挙げると、詳 しい議論 は関係す る章で行 うことにす るが、 「ダロウ」

の働 くカテゴ リーの違いに もこれが反映 している。推量の 「ダロウ」は基本的に判断 レ

ベルで働 くと考えて よいが、伝達のレベルに属する丁寧 さを判断 レベルのダロウは含み

こめないが、伝達 レベルの 「ダロウ」ではこれが可能になることがあ る。

(14)*明 日は雨が降 りますで しょう。

(15)あ そこに駅が見えますで しょう?

「カモ シレナイ」など、認識的モダリティの形式には一般的に丁寧 さを形式内部に取 る

ことはできない。

(16)*明 日は雨が降 りますか もしれません。

この現象は、 「ダロウ」が働 くレベル に移行が生 じていることと伝達のレベルが判断 の

レベルの外側 に位置 していることを示唆 している。

この ように、形態素の並び方を命題 とモダリティの区別に直結 させる立場を 「構文論

的規定(syntacticdefinition)」 と呼ぶことにする。 「カモシレナイ」、 「ダロウ」

などを 「モダ リティの助動詞」な どと呼ぶ ときの立場は、文の中で占める構造的位置を

基準に している点で、基本的に構文論的規定 と考 えてよい。寺村秀夫(1984)が この立場

を代表 する。

一方で、日本語 において もモダ リテ ィが話 し手の発話時での判断を表す とい う定義を

厳密に採用する立場がある。 この立場 では、

(17)雨 が降 るか もしれなかった。

のようにモダ リティの形式が過去時制 をとるときは、発話時での判断を表わさない こと
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になるので、モダリティとは認 めない とい うことになる。このような立場 は、構文論的

規定に対 して、 「意味論的規定(semanticdefinition)」 と呼ぶことがで きる。中右

実(1979)、 同(1994)が この立場を強力 に推進 している。

さて、両者 はどち らが優れているのだろうか。規定自体から言えば、当然、意味論的

規定 の方が優れてい る。 しか し、意味論的規定 を採 る場合には、

(18)*彼 は来ないか もしれなかっただろう。

といった文 の 「ダロウ」が、なぜ認識的な判断 を表す ことができないのか とい うことが

問題 になると思 われる6。 「カモ シレナカッタ」がモダ リティとは認め られないのであ

れば、命題の レベルに属 しているとい うことになる。そうす ると、その命題 に認識 的モ

ダ リテ ィを表わす推量 の 「ダロウ」が付加 されてもよいとい う予測が成 り立っか らであ

る。 しか し、 この予測は成 り立たない。 ・

意味論的規定が上のような問題を抱 えているために、モダ リテ ィを表す形式 にモダリ

ティ専用の もの(「 ダロウ」等)と 使用条件によってモダリティを表す もの(「 カモ シ

レナイ」等)を 区別す る、両者の折衷 とも言える立場が採 られることもあるのである。

3.2.益 岡隆志(1991)

益岡隆志(1991)は 、モダ リテ ィの全体 にっいて、客観化を許さない一次的モダ リティ

と客観化を許す二次的モダ リティが存在すると考えている。 これは益岡が、前節でモダ

リティの構文論 的規定 と呼んだ立場 を取 ることを意味する。 ここで関係があるのは、一

次的モ ダリテ ィとされ るものであるので、以下 の議論 はこれに限定 して行 うこととする。

益岡 によれば、モダ リテ ィは 「表現者の判断 ・表現態度を表わす形式」(37ぺ)で あ

る。 これに したが って、モダ リティは表現系のモダ リティ、判断系のモダ リティの二っ

に大別 される。

表現系 のモダ リテ ィには、表現類型のモダ リティ、伝達態度のモダ リテ ィ、ていねい

さのモダ リテ ィが属 しているとす る。表現類型 のモダリティは、伝達的観点か ら文 を類

型的に分類す るものであ り、演述型、情意表出型、訴え型、疑問型、感嘆型の五っの類

型 に分 けられる。伝達態度 のモダ リテ ィは話 し手の聞 き手 に対する態度を表わす もので
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あり、終助詞 「ヨ」 「ネ」で表わされる。ていねいさのモダ リティも聞き手 に対する一

種の評価 を表わす ものである。

判断系のモダ リティは、さ らに、 「対象 となる事柄に対す る判断 を表わす もの」 と

「命題間の統合的関係(`syntagmatic'な 関係)に 関す る判断」を表わす ものに分け ら

れ る。前者には真偽判断のモダ リティと佃値判断 のモダ リティが属 し、後者 には説明の

モダリテ ィが属 していると考 えられている。

真偽判断のモダリテ ィにっいては後で見 ることに して、価値判断のモダ リテ ィと説明

のモダ リテ ィを先 に見てお く。価値判断のモダ リティは、対象 となる事柄 について、そ

れが望 ま しいとい う話 し手 の判断を表わす ものである。 「ベキダ」 「コ トダ」 などが こ

れを表 わす と考 えられている。説明のモダ リテ ィは、 「当該の文 の記述が他の事態 に対

す る説 明として用い られること」を表わす ものであ り、 「ノダ」 「ワケダ」な どの形式

によって実現 される。

真偽判断のモダリテ ィは、命題の真偽に関す る判断を表わす ものであり、益岡による

と二段階にわたる二項対立 によって規定 される。二段階 というのは、まず、真偽判断が

成立す るか否か、次 に、成立 した場合に真偽を確定的と扱 うか否かである。前者 は、表

現類型 における演述型 と疑問型の違いに相当し、後者 は寺村秀夫(1984)に したがえば、

確言 と概言の違いに相当す るものである。

益岡による、真偽判断のモダリティと表現類型のモダ リティの整理 を簡単に図示する

と次のようになる。

(19)〔 判断 系 〕

真偽 判断 のモ ダ リテ ィ

く難く翫

〔表現系〕

表現類型 のモダ リテ ィ

}演 述型

疑問型

3.3.仁 田 義 雄(1991)
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仁 田義雄(1991)は 、益岡の一次 モダ リティ、二次 モダ リティの区別に相当す るものを、

それぞれ真正モダリティ、疑似モダ リティと呼んでいる。これは、益岡 と同様、モダリ

ティを構造的な観点か ら規定 しようとす る立場(構 文論的規定)を 取 ることを示 してい

る。

仁田によれば、モダ リティには二種のタイプが存在す る。 「言表事態めあてのモダ リ

ティ」 と 「発話 ・伝達のモダ リテ ィ」である。発話 ・伝達のモダ リテ ィは 「文の存在様

式」であるとされているので、終助詞 によって付 け加え られる伝達態度のように副次的

な ものはここには含 まれない。仁田のモダ リテ ィ論の特徴は、実現のあり方に濃淡 はあ

るものの、すべての文に必須的にこの二種 のモダ リティを認めることがで きる と考 える

ところにある。

仁田(1991)に 示 された図に、言表事態めあてのモダ リティを加えてその全体像 を図示

すると次のようになる。

(20)言 表 事態 めあて の

モダ リテ ィ

待ち望み系 く

判断系 <

発 話 ・伝達 のモ ダ リテ ィ

①働 きかけ

②表出

③述べ立て

④問いかけ

①'命 令

①"誘 いかけ

②'意 志 ・希望

②"願 望

③'現 象描写文

③"判 断文

④'判 断の問いかけ

④.,情 意 ・意向の問いかけ

仁田 にしたが って、判断系 とされ る範囲を多少細か く見ていくことにしよう。 このあ

た りに関 して、仁田の考えは充分 に明確で はな く、散見 される指摘を総合 した もの にな

らざるをえないことに注意 されたい。

仁田 によれば、寺村秀夫(1984)の 確言 と概言 を含めた認識的モダリテ ィに関係す るカ

テゴリーは 〈推 し量 り〉 と呼ばれる。 〈推 し量 り〉 には、確言としての 〈断言〉、概言

として の く推量〉が分け られ る。
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そ して、これとは別に判断 の成立 、不成立に関わ るカテゴ リー として 〈成 り立ち〉が

設定 されている。判断が成立 しているものは く断 じ〉であり、不成立なのは 〈疑い〉で

ある。重要な点 としては、仁 田は例えば 「疑いの文」にも 〈推 し量 り〉_が分出 されると

考えているとい うことが挙げ られる。(21)は 仁 田の挙げている例である。

(21)年 ごろは、二 十三 、四 だ ろ うか。

以上の議論をまとめると、次のようになる。

(22) 〔言表事態めあてのモダ リテ ィ〕

〈成 り立ち〉 〈推 し量 り〉

{
断じ 灘

疑い

断言

i推量

〔発話 ・伝達 の モダ リテ ィ〕

}述 べ立て

(主 と して)

}
問いかけ

4.機 能論的研究におけるス トラテジーの位置づけ

ここまで述べて きた ことが らで、この研究で仮定 していることは充分明 らかになった

と思われるが、なお一点述べておきたいことがある。これは、本研究のどの部分で実際

に関わ っているかということは現時点では言えないが、 この研究 の底流 にある方針 とい

った もので もある。

本研究は、 これまで も述べてきたように、疑問文 という文類型を取 り上げて、これに

おけるf判 断」の実現 の仕方 に検討を加えるとい うものである。 このような研究 は、必

然的に、言語研究の流れの中では 「機能論(Functionalism)」 あるいは 「言語運用論

(Pragmatics)」 と呼ばれ る研究の性格 を多分 に持っことになる。 ここで考えておきた
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い ことは、言語の機能 に考察を加えるときには しば しば問題になると思われることが ら

である。

ある言語形式 を取 り上 げてその機能を問題に していると仮定 しよう。ここで、ある現

象か らある機能 を抽出 して きたとき、それをどのよ うに扱 うべきなのだろうか。

一っ の方法 としては、それを当該言語形式の機能 として記述す るとい う立場があ り得

る。 このような立場を、仮 に、 「強い機能論仮説」 と呼ぶことに しよ う。 これまで行わ

れてい る機能研究は、方法論的な見解を明 らか にすることがあま りなかったために、明

示的にこのよ うな立場を取 ることを示 しているわけではないが、一般的に言えば、この

仮説 に拠 っていると見なす ことができると思われる。その形式が担っている機能を抽出

し、一般化す るために言語現象を観察 しているのであるから、問題が出て こなければこ

の立場 を取 ることは当然であ るとも言 えよう。

しか し、言語形式 と機能 の関係をもっと柔軟 に捉 らえる立場 も考え得 るように思われ

る。 この立場 は、言わば、中核 となる現象 と周辺的な現象を峻別 し、中核 となる現象か

ら取 り出された機能 の応用 として周辺的な現象 を解釈す るという立場である。 このよう

な立場 を、前 に述べた仮説 と対照するために、 「弱い機能論的仮説」 と呼ぶことにしよ

う。本稿が拠 って立っのは、あるいは、本稿の考察を通 して確立 したい と考えてい るの

は、言語の機能論的研究の方法論に対す るこの仮説である。

抽象 的な議論では分 か りに くいので、一っだ け例を挙 げて この仮説 の意図す ることが

らをよ り明示的に したい。 ここで取 り上げるのは終助詞 「ヨ」 と 「ネ」 に関す る一っの

現象 とその扱い方である。

ここでは、 「ヨ」 と 「ネ」の機能にっいて突 っ込んだ議論をす る用意 はないので、ご

く簡単 に触れ るにとどめざるを得ないが、 「ヨ」 と 「ネ」が話 し手 自身が持 っている情

報 と聞 き手が持 ってると仮定 され る情報 との突 き合せ(マ ッチングmatching)に 関す

る重要 な機能を有 していると考えることには、疑問の余地はないと思われる。

次の ような例文を見ていただ きたい。

(23)太 郎が論文を書いている圭 。

(24)太 郎が論文を書いている彑。

文末 に 「ヨ」が付加 されている例文(23)は 、 「太郎が論文を書いている」 とい う事態を
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情報 と して聞 き手に伝達す るというものである。っまり、 「ヨ」の機能は情報提供表示

に関係 すると思われる8。 また、例文(24)で は、 「ネ」によって話 し手 はその情報 を持

っていると見込 まれ る聞 き手 と同一の知識状態であることを表示 していると考 えてよい

よ うに思われる7。 このよ うな現象を中核的な現象 と考えれば、以上 のように、 「ヨ」

と 「ネ」の機能を一般化することがで きる。

ここで、例えば、次のような現象 を考えてみよう。聞 き手Hは 友人の間ではオー ドリ

ー.ヘ プバーンのフ ァンとして知 られている人物だ と仮定す る。テレビでヘプバー ンの

訃報を聞いた話 し手 がその聞 き手 に会 った ときにこれを伝えるとすると、 どち らの文を

使 うだ ろうか。

(25)a.オ ー ドリー ・ヘプバーンが亡 くなったそうです圭。

b.オ ー ドリー ・ヘプバー ンが亡 くなったそうです塾。

もちろん、聞き手がその情報 を知 らない ことがはっきり分かっている場合には(25a)が

自然だ と思われ る。 しか し、 ここで仮定 している状況では、聞き手がその情報を知 って

いるか否かが話 し手には不明であると考えられ る。 このようなとき、話 し手 は 「ネ」を

付加 した(25b)を 用いるのが 自然ではないだろうか。

この観察が正 しいとす ると、 「強い機能論的仮説」を取るならば、 「ネ」にっいて、

情報提供の機能 を認 めるとい うことになるだろ う。実際、話 し手が意図 した ことは訃報

を知 らないか もしれない聞 き手に、その情報を与えるということとも言 えるのである。

しか し、そのように 「ネ」の機能 を拡大 して しまうと、 「ヨ」との違いが不明瞭 になっ

て しま うことに もなる。

これに対 して、 「弱い機能論的仮説」を取るな らば、そのような問題は生 じない。

「ネ」の機能は、前 に述べたように、聞 き手の情報 との同一性の表示 としておいて、現

象を柔軟に解釈す るのである。例えば、話 し手 は聞 き手 がある情報を持 っているか否か

が不明ではあるが、その情報に聞 き手が接近可能であると見込 まれるときには、聞 き手

があたか も情報 を保有 しているかのよ うに表現す る、というように。このように、話 し

手がある形式の中核 となる機能を主体的に応用することによって、多様な状況でその形

式を使用 していると考えるのである。

これ は、言語使用者すなわち言語主体 の能動的な言語使用を積極的に認めるとい う点
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で、言語行動論で しば しば使われ る用語を借 りて くるな らば、言語形式のス トラテジー

的使用(Strategicuse)と で も名づけることができるのではないだろうか。 このよ う

な研究指針 は、言語形式の意味 ・機能を状況の中で動いてい くものとして、より動的

(ダイナ ミック)に 捉 らえるとい うことと同時 に、機能論的研究においては言語の使用

者が主体的に果たす役割 を切 り離すことがで きないということを意味 している。 また、

これによって、言語形式にかぶさって くる機能の研究の負担 を減 らす とい うことにもっ

なが って くるもの と思われる。

本稿 はこのような方法論基盤を持っ ものとして、機能論的研究の中 に位置を占めたい

と思 う。

5.本 論文の構成

本論文は次のような構成をとる。

本章 と次章 は論文全体 の序論 となるものである。 この研究の目的を明 らかに し、取 り

上げる形式にっいて、どのような点が問題になるのかということを述べることによって、

本論文の考察 に対す る前提を提供する。

第3章 以降が本論であるが、第3章 と第4章 では主に 「ノデハナイカ」 を取 り上げる。

第3章 では、 もっぱ ら情報を聞き手か ら引き出す機能を持っ疑問文が、その逆 に聞 き手

に情報を与 える機能 を持 っことがあるとい う事実を確認 し、第4章 では情報提供機能を

持っ 「ノデハナイカ」を認識的モダリテ ィの一っ として位置づけ、その機能を探 る。

第5章 は否定疑問文を取 り上げ る。否定疑問文の 「傾 き」が、話 し手の主観性を どの

ように文法化 しているか、また 「傾 き」がどのような条件で成立す るのかといった こと

を検討す る。

第6章 以降では、 「デハナイカ」と 「ダロウ」に関する問題を取 り上げる。第6章 は、

類似 した用法を有す るこの二っの形式の相違点 を、疑問文の成立条件を手がか りに して

考える。第7章 では 「デハナイカ」の確認要求 的機能の派生 にっいて考察を加 え、第8

章では 「ダ ロウ」の推量か ら確認要求への連続性を捉 らえる方策を探 る。

最後 に結語 として、 この研究の位置づけをもう一度振 り返 り、今後 の展望にっいて簡

単に述べることとする。
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《第1章 の 注 》

1)立 場 に よ って は、 「疑 問文 」 の代 わ りに 「質 問文 」 とい う名称 を採用 す る研 究 もあ

り得 る(南 不 二 男(1985)な ど)。 本稿 で は、慣用 に した が って疑 問文 とい う名 称 を

採 用 して い るが 、 これ は文 の類 型 と して は疑問文 で よい とい う考 え に基 づ いて いる。

疑 問文 とい う名 称 に よ って 、質問以外 の機 能 を果た して い る文 もその範 囲 に含 み込

みたい とい う考 えで あ る。発 話行為(SpeechAct)(よ り厳密 に は発語 内行為(ll

locutionaryact))に つ いて は 「質 問」、 この よ うな行為 を担 って い る文 は質 問

文 と呼 ぶ ことにす る。

2)鄭 相 哲(1993)に 、 カナ、幽ダ ロ ウカ の付加 に よる 「疑 いの文 」の情 報提 供機 能 にっい

て の指摘 が あ る。

3)日 本語 の構 造 を階層 的 に捉 らえ る とい う仮 説 について は、南 不二男(1974)、 仁 田義

雄(1985)、 益 岡隆志(1991)な どを参 照 の こ と。 なお、 この仮説が 日本 語以 外 の言語

について及 ぼす 帰結 につ いて、中右 実(1994)も 参 照 され た い。

4)日 本語 の述語構 造 にっいて は、渡 辺実(1971)な どを参照 の こ と。

5)確 認 要求 の 「ダ ロウ」で あれ ば 「カモ シ レナ イ(カ モ シ レナカ ッタ)」 と共 起す る

ことが で き る。 これ にっ いて は、第7章 で議 論す る。

6)本 文で は、 「ヨ」 の機 能 を便宜 的 に情 報提 供 に直接結 びっ けてい るが、筆者 は 「ヨ」

の機能 を この よ うに考 えて い るわ けで はない。情報 提供 は、平叙 文一 般 に認 め られ

る機能 で あ るか ら、 これを 「ヨ」 の機 能 とす る ことはで きない。 この点 にっ いて は、

白川博 之(1992)も 参照 の こと。 また 、 まった く違 う観点 か らの 「ヨ」 と 「ネ」 の

特徴 づ けが 、談 話管 理理 論 に よる金 水敏(1993)に 見 られ る。

7)「 ネ」 の機能 につい て は、神 尾昭雄(1990)、 金水(1993)等 を参 照 された い。

-20一



第2章

形式についての概観

1.は じめに

前章で述べたように、本稿の目的は日本語の疑問文の中に話 し手の主観性、すなわち

意味的概念 としての 「判断」がどのよ うに実現 されているのかということを検討す るこ

とにあ る。 この章で は、この目的に到達す るために検討 しなければな らない範囲を確定

してお きたい。

本稿 で取 り上 げるのは、否定疑問文 、確認要求の 「ダロウ」、 「デハナイカ」、 「ノ

デハナ イカ」 の四形式である。以下では、その形式がどのようなかたちで 「判断」 と関

わっているかを含めて、 これ らの形式の整理を行 うこととす る。特に形態的に類似 して

いるた めその区別が微妙にな る場合がある 「デハナイカ」と 「ノデハナイカ」にっいて

は、特 に一節 を もうけてその違いを明 らかにす るよう試みる。

2.否 定疑問文

否定疑問文 は否定辞 「ナイ」を持っ疑問文 と定義 されることがあるが、本稿で はその

ような形態的特徴 を有す る文でも、その文末形式の固定化が進んでいる場合には否定疑

問文か らはずす ことにす るi。 形態の相違がはっきりと捉 らえられる動詞述語文で示す

と次のようなものである。

(1)a.雨 が降 っていませんか。 〔否定疑問文〕

b.雨 が降 っているじゃないか。 〔デハナイカ〕

c.雨 が降 っているん じゃないか。 〔ノデハナイカ〕
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これによって、以下の節で説明を加える 「デハナイカ」 と 「ノデハナイカ」が否定疑問

文 から除かれることになる。本稿でとる否定疑問文 の規定が狭い範囲に限定 された もの

である点に注意 されたい。

さて、本稿の関心が否定疑問文 に向け られるのは、このような文 に典型的に話 し手 の

「判断」が反映 されることがあるか らである。 ここでの 「判断」は話 し手が肯定、否定

のどちらの答えを予測 しているか というかたちをとる。本稿ではこのような疑問化 され

ている事態 の肯否にっいての見込 みのことを 「傾 き(bias)」 と呼ぶ ことに したい2。

否定疑問文 には肯定の 「傾 き」が生 じると言 われるが、これを実例 に即 して確認 して

おこう。

(2)原 田 「小 さいころえんえんと続 くリンゴ畑の中で1日 中 リンゴの甘い香 りを

かいで遊んだ……時々酔 っぱ らって寝た夜なんかに……そのかお りを

思い出す ことがある……朝が来れば忘れるけどね」

夏子 「帰 りたいって思 いませんか?」

原田 「思わんね」(夏 子1)

対話 の相手(原 田)が 少年時代の思い出を語 るのを聞いて、話 し手(夏 子)は 「(故 郷

に)帰 りたいと望んでいる」 という見込みを持 ち、 これを相手 に問いかけている。

次 の例文 も 「傾 き」を持つ否定疑問文の例である。

(3)「 君 は心配 しな くていいよ。二、三 日のうちに、お父さん とじっくりそのこ

とを話すか ら」

「ね、あなた、無理 してない?」

「いや無理 はしてないつもりだよ。 ごめん、 もう行かなきゃ」(思 い)

(4)リ カ 「カンチ、私に黙 ってること室 い?」

永尾 「 」(東 京)

この二例 は、ほ とん ど意味を変えることな く、 「ノデハナイカ」や確認要求の 「ダロウ」

に置 き換 えることが可能 である。
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(3)'ね 、あなた、無理 してるん じゃない?

(4)'カ ンチ、私 に黙 ってることあるで しょ?

これ も、否定疑問文 が肯定への 「判断」すなわち 「傾き」を有 していることの証左 であ

ると考 えられる。なお、(4)に 見 られるように、述語 の否定形だけでな く、存在動詞 「ア

ル」 に対す る非存在の 「ナイ」について も本稿の考察では否定疑問文 の範囲に入れ られ

ることに注意 されたい。

以上 が本稿で 「傾 き」 と呼ぶ現象である。詳 しい検討 は本論 にゆずることにするが、

ここで簡単 に見たよ うに、 「傾 き」は話 し手が問いかける際に持っ 「判断」の一っの現

れであると考え られる。

ところで、すべての否定疑問文が 「傾 き」を持っわけではない。 「質問」 という発話

行為 か ら離れて 「働 きか け」へと移行 した例 は最初か らはずすことにするが、 「質問」

の中に も重要 な例外が少な くとも二っあ る。以下では明確なかたちで 「傾 き」を持 っ否

定疑 問文を取 り出すためにも、これを明 らかに しておかねばならない。

否定疑問文の形態的特徴を有す るものの、 「傾 き」を持っタイプとは明瞭に区別 され

る一っの類型は、本稿 で、 「命題否定疑問文」 と呼ぶものである。例 えば、次の例文を

参照 されたい。

(5)夏 子 「兄がいな くて も龍錦の種籾 はあるのよ。それで も出てい くつ もり?」

草壁 「夏子 さんは人に頼 らなければ龍錦 を育てられませんか」(夏 子2)

(6)冴 子 「夏子 さんで しょ?」

夏子 「ええ、あなたは?」

冴子 「思 い出さない?一 緒の小学校だ ったで しょ?橋 本冴子」(夏 子2)

例文(5)で は、出ていこうとする話 し手(草 壁)を 非難する相手(夏 子)に 対 して 「(私

の助 けがなければ)龍 錦 が育て られない」 とい う否定命題を確認するために否定疑問文

が使用 されている。また、例文(6)は 、名前を思い出せないでいる様子の相手に対 して、

やはり 「(私 のことを)思 い出せない」 とい う否定命題を疑問化 していると考 えるべき

であろ う。 このようなタイプは、先に 「傾 き」を持っ否定疑問文 としたタイプとは明確

に区別 されねばならない。
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命題否定疑問文の存在 は、否定対極表現(NegativePolarityitems)と の共起によ

って も明らかであると考 えられる。次例 の 「マダ」 「アマ リ」は否定辞 との共起を要求

す るとい う点で、代表的な否定対極表現 と考え ることができるが、 これ らの形式が現れ

た文は肯定への 「傾 き」を持 っ否定疑問文 と考えることはできない。

(7)宮 川 「おまえ も飽 きずによ く来 るなア」

夏子 「今 日で1週 間目よ……亶 だ治 らない?」(夏 子)2

(8)深 沢 「井伏先生は、東京は麹 好 きじゃないですか」

井伏 「そ うで もないで すよ。東京は日本で特別な町で しょう。植民地みたい

で気がねがなくて好 きなんですけれども、排気 ガスがあ るか ら。

(略)」(井 伏)

命題否定疑問文 はしば しば 「ノダ」を用いた疑問文 と置 き換えることが可能である。

(7)'ま だ治 らない2?

(8)'あ まり好 きじゃないをですか?

ノダ疑問文 の内部 に否定命題が現れるとき、これは命題否定疑問文 と大 きな違 いはなく

なるとい うことであ る。

「傾 き」を持っ否定疑問文 との区別が必要な もう一つのタイプは、次例のような もの

である。

(9)だ が水口はさやかを無視するかのよ うに、るり子のそばに寄 って きた。

「どう?わ か らないこと、ない?」

「あ……あ りません」

水 口はるり子に体をっけるようにしてポ ジをのぞきこんだ。(思 い)

この例 の特徴は、相手がわか らない様子を していた り、わか らないという見込みが成 り

立 っている場合 とは考えにくい。 この点で、命題否定疑問文 とは区別 される。その一方

で、わかるとい う肯定の見込 みがあるとも考えがたいので、 「傾 き」を持 っ否定疑問文
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とも言えないように思われる。 このよ うなタイプを、 「傾 き」を持たない否定疑問文 と

呼ぶ ことにする。

「傾 き」を持たない否定疑問文は存在文が否定疑問文化されていることが多いが、存

在文の場合にか ぎられ るわけではない。次 のような例 も、 このタイプの否定疑問文 には

いると考え られる。

(10)三 谷 「赤 ちゃんを抱 いた女 の人、見 ませんで したか!?」

男 「さあ」(美 味29)

(11)森 沢 「栗 田さん!」

栗田 「あ ら、森沢 さん」

森沢 「お願いがあるの。餃子 に詳 しい人を誰か知 らないか しら?」

栗 田 「餃子 のことに詳 しい人?」(美 味17)

以上 、本稿でいう疑問文における話 し手 の 「判断」の実現 とい う観点か ら、否定疑問

文が持 っ 「傾 き」に考察 を加え る必要 があることを指摘 した。また、形態的には否定疑

問文 と考え られるものの、 「傾 き」の点か ら考察す ることのできないタイプに二種類あ

ることを指摘 し、 「傾 き」を持っ否定疑問文の範囲の明確化をはか った。 ここでの議論

を簡単 にまとめてお くことにす る。

(12)

否定疑問文{驚ll鑾 纖1蠢ll撫 一?

3.確 認要 求 の 「ダ ロ ウ」

国立 国語研 究所(1960)で は、前 で見 た よ うに、 「話 し手 が 自己 の判断 について 、相手

の確認 を求 め る こ との明 瞭 な表現 」(109ぺ)を 「確 認要求 の表現」 と名 づ けて 、 「ネ」

「ナ」 な どの終 助詞 、 「ダ ロウ」 「デハ ナ イカ」を ここに入れて い る。仁 田義雄(1987)
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はこれ らの形式か ら 「デハナイカ」を除いた ものを 「疑似疑問」 と呼んでいる。 この節

では 「ダロウ」 にっいて予備的な考察 を行 い、次節で 「デハナイカ」を取 り上げ る。な

お、実例申には 「ダ ロウ」 「デショウ」 「ダロ(ッ)」 「デショ(ッ)」 等の形式で現

れることがあるが、 これ らの代表形式 として 「ダロウ」を用 いることにす る。

「ダロウ」 は、形式 にテ ンスを分出 しないという点で、もっとも典型的な認識的モダ

リティの形式 と考え られてい る。 しか し、 「推量」といった用語で言及 される機能 を持

った 「ダロウ」が、実際の対話 においては、 しば しば 「確認」的に用いられることが分

析の対象 として注目されるよ うになったのは、比較的最近の ことであ ると思われる。

まず、推量的な 「ダロウ」 の例を見 てお くことに したい。推量 は、話 し手にとって真

偽が分からない命題 にっいてそれを想像的に設定す る機能 と考え られ る。

(13)敦 子 「ただの遅刻 だと思います けど……」

里美r学 校 に電話がないか ら……たぶん遅刻で しょ……わか った、 ホームル

ー ム行 って……後で電話 してみる」

敦子 「はい……矢礼 します……」(桜 の)

例(13)は ある学生が学校 に来ていない ことの原因を、学校に連絡がない という事実 を根

拠 にして、想像 している。聞 き手 もこの命題 の真偽 について手がかりを持 っていないこ

とが文脈か ら明 らかなので、 この例の 「ダロウ」に聞 き手への持ちかけといった機能は

見 られない。

一方 、次 の例 などが本稿でいう 「確認要求」の範疇に入る 「ダロウ」の例である。

(14)○ 「わ りと無趣味?」

● 「わ りと、 どころ じゃないですね。」

○ 「全然?」

● 「極端 な無趣味で、へへ」

○ 「でも、日曜 日などは、なんかするで しょう?」

● 「……」(凡 人)

(15)梢 の声 「入 りますよ」 ・

梢、入 って くる。

-26一



梢 「何か、悪 いことしたで しょ」

雄一 「 」

梢 「いかんよ、看護婦泣か しちゃ」(ナ ー)

どちらの例の 「ダロウ」 も、話 し手が真偽不明の命題を設定 していることの表示 として

働 いているとは考えがたい。聞 き手の存在を前提 とする確認要求 として位置づけるべ き

であろ う。

「確認要求」の機能を持っ 「ダロウ」には、音調的な特徴 として文末に上昇 イン トネ

ー ションが現れることが多い。 これは、話 し手 の判断を聞き手に持 ちかけるというとこ

ろか ら出て くるもの と考 えられ る。 しか し、このような音調上の特徴 は絶対的なものと

は言えない。例 えば、次例では下降イン トネー ションも不自然ではない。

(16)雄 介 「(千 秋 に)あ の う、聞いていいですか?」

千秋 「はい?」

雄介 「どうい うご関係なんですか?」

美代子 「!ち ょっと、雄介、酔 っぱらって るで しょ」

雄介 「(酔 っていて)1そ りゃ、お酒飲めば酔いますよねえ」(逢 い)

これは話 し手 が聞 き手 に持 ちかけるとい うよりも、聞 き手に押 しっけるといった場合に

見 られる現象 である。 このよ うに、ある命題を聞 き手 目当てに変える際の 「ダロウ」の

働 きに も考察の余地がある。

さて、上で推量の 「ダ ロウ」 と確認要求の 「ダロウ」の存在を確認 したわけであるが、

本稿 の目的に照す と、 「ダロウ」にっいて どのようなことが問題になるかを考 えておき

たい。っまり、 「判断」の実現 という観点か ら 「ダロウ」を見る場合の切 り口はどのよ

うなものであろ うか。

第一 には、 「ダロウ」 の推量 としての性質の変容の問題がある。前に挙 げた例文(14)

は、一般的な命題(「 どんな人で も日曜 日には何かをするものだ」)か らの推論(「 無

趣味なあなた も何かをす るだろう」)を 聞 き手 に持 ちかけて確認 していると考 えられる

し、例文(15)は 「後輩 の看護婦が泣いている」 とい う事実か らの推論(「 あなたが彼女

に何か悪い ことをしただろう」)を 相手に確認 していると考えられる。 これ らの例の
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「ダロウ」は、 ともに、先 に述べたよ うな意味での推量 としての性質 を多分に残 してい

ると考えることがで きる。

しか し、確認要求 の 「ダロウ」には、 このよ うな推量 としての意味が希薄な例が見 ら

れ るのである。話 し手 と聞 き手の間で共有 されると想定 され る知識を持 ちかける場合な

どがこれにあた る。

(17)梢 「北野 さん。行 って くれ る?」

恵理 「……」

梢 「北野 さん?」

恵理 「一 」

梢 「聞 こえたで しょ」

恵理 「(泣 きなが ら梢 を睨む)」(ナ ー)

(18)「 トマ トの枝や葉を見てごらんなさい、 うぶ毛のようなものがた くさん生え

ているで しょう。水をた っぷ りや らないものだか ら、このうぶ 毛が生えて,

きて空気中の水分を吸収 するのです」(美 味7)

これ らの例で、 「ダロウ」の推量 としての意味を見出す ことはむずか しい。確認要求の

「ダロウ」では、推量 と しての性質を保持 しているものから、これを希薄化 しているも

のまで連続的に捉 らえるべ きであると考え られ る。 これが、第一点である。

第二 の観点は、第一の観点 を裏返 した ものとも言えるのであるが、 「ダロウ」が付加

される述語への 「判断」あるいはモダ リティの実現 とい う問題である。前 に挙げた例文

(17)と(18)の ように、現象描写文 に 「ダ ロウ」が付加 される文 もそうであるが、よ り明

示的な例 は認識的モダリティの形式への 「ダロウ」の付加 によって示 される。

(19)「 勝手に出ていきやが ったのに、誰が探す もんかい。ふざけち ゃいけねえや」

「で も、連れ戻 しにくるのを、待 ってるかもしれねえ璽弖 」

「ふん」(志 ん)

(20)「 お姉 ちゃん、ホン トは水 口さんの ことが好 きなん じゃないの?」

るり子の手が止まった。 。

「何言い出す のよ、いきな り」
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「ホ ン トに高原さんのこと好 きなら、延期なんか しない璽 で しょ。誰 かに

とられちゃうふ もしれない じゃない」(想 い)

このよ うに、確認要求 という疑問文の一 タイプに 「判断」が明示的に実現す るとい う現

象が、 「ダロウ」を考 える上での第二のポイン トである。

第三の観点 として は、 ここまでの議論ですで に明 らかになっていることと思われ るが、

推量 という平叙文 における 「判断」の実現か ら確認要求 とい う疑問文への移行 という問

題であ る。 一

確認要求 の 「ダロウ」をめ ぐって、本稿の主題である疑問文 における 「判断」の実現

のあ り方の諸相 を分析す る場合に問題 になると思われるのは、以上に述べた、三っの観

点である。

4.「 デハナイカ」

「デハナイカ」は、次節で取 り上げる 「ノデハナイカ」 と同様、否定辞 「ナイ」 と疑

問助詞 「カ」との組み合わせが固定化 した ものである。特 に 「デハナイカ」は前接する

命題を名詞化す る形式の存在な しに、直接付加 され るとい う特徴を有す る点で、形式化

が最 も進んだ ものと考えることもでぎる。実際 の例 としては、 「ジャナイカ」 「ジャナ

イ」といったかたちをとることが多い。

い くっか実例を挙 げて、この形式 と 「判断」の実現 という観点 との相関を考 えること

にする。

(21)向 田 「(前 略)で も本当に辛いカレーを食べると、こめかみが ジンジンしな

い?」

倉本 「氷を食 べた ときに、キー ンとなるじゃない、あれに似た感 じね」

向田 「あんまり辛 いと、一瞬何か脳細胞が停止するわね」(向 田)

(22)「 そこで、パーテ ィがあるの」

「若 い連中のか」

「そ うよ」
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「この前 は、そん な集 りなん か には行 かな い、 と言 って いた じゃな いか」

「今 夜 は イ ヴだ か ら、 っ き合 うこと に した の よ」(夕 暮)

(23)十 津 夫 「先生 」

み ど り 「食 べ なか った って言 った じゃな いですか。(十 津夫 の弱 い眼 を見 て、

八 つ 当た り して しま った 自分 に も腹 が立 って)よ く休 ん で くだ さい」

(病 院)

例文(21)は お互 いに共有 されて い ると想定 され る命題 に 「デハ ナイカ」が付 加 されて い

る。例 文(22)(23)は 共有 されて い るとい う想定 はあ る ものの、 その命題 が話 し手 の記 憶

に存 在 して い る もので あ るとい う点で 、(21)と は異 なる。

上 の例文 に見 られ る 「ノデハナ イカ」 は、確 認要求 の 「ダ ロウ」 と近 い機能 を有 して

い る ことは間違 い ない。 これ は、上 の三例 が、 ほ とん ど意味 を変 える ことな く 「ダ ロ ウ」

で置 き換 え る ことが で きる ことか ら分 か る。

(21)'氷 を食 べ た と きに、 キー ンとなるで しょ?

(22)'そ んな集 りには行か ない 、 と言 って いた並 弖?

(23)'食 べて なか った って言 ったで しょ?

実 際、 前節 で見 た 「ダ ロウ」 とと もに、 国立国語研究所(1960)は 「デハ ナイカ」 を 「確

認要求 の表 現」 と して位 置 づ けて い る。仁 田義雄(1987)は 「ジャナイ カ形 」 と して 、

「疑似 疑 問」 と して の 「ダ ロ ウ」 とは区 別 してい る3。

「デ ハナ イ カ」 で も、前節 と同 様 の点 が 、 「判 断」 の実現 との関連 で問題 にな るよ う

であ る。順 に見 て い くこ とに しよ う。

第 一 点 は、 「デ ハナ イ カ」 が付 加 された文全 体 の機能 が、文 の情報 的機能 の中で どの

ような位置を与え られるのかとい うことである。 こμは、疑問文 から平叙文への移行に

関わ って くる問題であるが、他の形式 とは違 って、概言 とい うよりは確言につながって

いるよ うに思われ る。

第二点 と して、 「デハナイカ」が付加する部分に対す る 「判断」の分化 という問題が

ある。 「ダロウ」がそ うであったように、 「デハナイカ」にも前節部分が現象描写文で'

ある場合(例 文(24))、 認識的モダ リティの形式が出て きている場合(例 文(25)(26))
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が見 られ る。

(24)千 津 子 「ほ ら。 もっと よ く洗剤 を落 と して。泡 が残 って る じゃないの」

実加 「小 姑 ね え。本当 に」

千津 子 「すみ ませ んね 。手伝 えな くて」(ふ た)

(25)「 ホ ン トに、高 原 さん の こ と好 きな ら、延期 なんか しない はず で しょ。誰 か

に とられ ち ゃ うか もしれ ない じゃない」

(26)北 尾 「足 田… … ご馳走 にな って おきなが ら、 こん な ことを言 って はなん だ け

ど、最 近 、 よ くない評 判 が広 が ってい るよ。お前、 ずいぶ ん派 手 に金

を遣 ってい る ら しい じゃない か?」

足 田 「おい おい、説教 はよせ よ!」(美 味17)

この よ うな、 「デハ ナイ カ」 内部 への文法 化 された 「判 断」 の実 現 について も調 べ てい

く必 要 があ る。

第 三点 は、 いわゆ る 「確認 要求 」 の 「ダ ロウ」 との談 話機能 の違 いにっ いてで あ る。

前 に見 た よ うに、 「デハ ナ イカ」 と 「ダ ロウ」 には機 能 的に非 常 に類 似 した点 があ る こ

とは否定 で きな い。 これが、両者 を一 括 して 「確認 要求 」 とい う疑 問文 の下位 類型 とさ

せて い る理 由 で あ るだ ろ う。 しか し、 それ と同 時 にか な り重 要 な点で両者 に異 な りが存

在 して い る こと もまた確 かであ る。 これ にっいて も、考 察 していかね ばな らない。

この三点 が、本 稿 で、 「デハ ナ イカ」 について検討 して い く際 の指針 で あ る。

5.「 ノデ ハ ナ イカ」

「ノデハ ナ イ カ」 は、前 節 の 「デハナ イ カ」 と同様 、否定辞 「ナイ」 と疑 問助詞 「カ」

の組 み合 わせ が固定 化 を起 こ した もので あ るが 、命題部分 を名詞化 す る 「ノ」が入 る点

で形態 的 に は 「デハ ナイ カ」 と区別 され る。実現 形 として は、 「ンデ ハナ イカ」 、 「ン

ジャナ イ カ」 、 「ノ ジャナ イカ」 、 「ン ジャナ イ」 、 「ノ ジャナ イ」 な どが使 われ るこ

とが あ る。

「ノデ ハ ナイ カ」 は、国立 国語 研究 所(1960)で は、 「判定 要求 の表現 」 の中 に位 置 づ
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け られて い る。 これ は、本稿 の用 語 で言 え ば、 もっ とも典 型的 な真 偽疑 問文 の下位 類 型

として 「ノデハ ナイ カ」 が扱 われ てい る こ とを意 味 してい る。次例 のよ うな ものが 、本

稿 で 「ノデハ ナ イカ」 と呼 ぶ もの であ る。

(27)「 きみ、熱 が あるん じゃな いか」

「熱 っぽ いだ けです」

枕 も とに は体 温計 が あ った。 そ れ は六度八分 を指 して いた 。(居 酒)

田野村 忠温(1988)は 、 こ こで い う 「ノデハ ナ イカ」 を 「推定」 を表 わす と してお り、疑

問文 と して の性 質 に は触 れ て いない。 しか し、疑問文 と して の性 質 も有 して い る ことは

上 の例 か ら も明 らか であ る。

「ノデハ ナイ カ」 にお け る 「判断 」 にっ いて検討 す る前 に、形 態 的な問題 につ いて少

し触 れ てお くこ とに した い。 「ノデハ ナ イ カ」 は、形態 的 には、 「ノ ダ」 を文 末 に もっ

疑 問文(以 下 で は、 「ノダ」疑 問文 と呼 ぶ ことにす る)に 対応 す る否定疑 問文形 で あ る

と見 る こと もで きる6。 「ノダ」 疑問文 とは、次 の例の よ うな ものであ る 。

(28)男 「あん た、 こわ くな いのか?い いかげん に仮面 を とれ よ」

キー トン 「こわい です よ。胴 体着 陸 よ り乗客た ちのパ ニ ックがね」

(キ ー19)

(29)警 官 「ど う したん です か。 こ こに停 めち ゃだ めなんだ よ」

紺 「…(泣 き じゃくった後 の表 情)」

警 官 「…何 か あ ったの?」

紺 「… 」(き ら)

単 純 な例で 、 厂ノダ」疑 問文 と 「ノデハ ナ イカ」の対応 を確 認 してお くと、次 のよ うに

な る。

(30)彼 は来 るのですか?

(31)彼 は来 るので はないです か?
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この見解 で は、 「ノダ」疑 問文 の 「ノ ダ」 の部 分 が否定化 された ものが 厂ノデ ハナ イカ」

で ある と考 え るわ けで あ る。

この見 解 を支 持 す る現象 も存在 す る。 ス コー プの拡張 に関 わ る現象 で あ る。

野 田春 美(1994)に よれ ば、 「ノダ」 と同様 、 「ノダ」疑 問 に もスコー プを拡 張す る機

能 を持 っ場 合 とモ ダ リテ ィ的 な機能 で使用 され る場 合 があ る。次例 は、理 由節 にまで ス

コープ を拡 張す るた めに 「ノ ダ」疑 問文 が使用 されて い ると考 え られ る。

(32)a.??疲 れ て い るか ら、怒 りっぽいで す か?

b.疲 れ て い るか ら、怒 りっぽい のです か?

この よ うな 、 ス コー プ拡 張機 能 は 「ノデハ ナ イ カ」 に も認 め られ る。次例 の よ うな例 の

存 在が それ を示 唆 して い る。

(33)a.??疲 れて い るか ら、怒 りっぽ くな って いませんか?

b.疲 れ て い るか ら、怒 りっぽ くな って いるん じゃあ りませ んか?

この事 実 は、 「ノデハ ナ イカ」 が 「ノダ」疑 問文 の否定 疑問文化 で あ るとい うこ とを支

持 して い る と恵 わ れ る。少 な くと も、 「ノデハ ナイ カ」 にス コー プ拡 張 の機能 を持 っ も

のが あ るこ とは動 か しが たい。

しか し、 この見 解 に は問題 もあ る。 「ノデハ ナイ カ」 には さらに 「ノダ」が っ くこと

があ るが、 これ は 「ノダ」疑 問文で は見 られ ない現 象で あ る。 「ノダ」疑 問文 につ く

「ノ」 は終助 詞 だ と考 え るのが適 当で あろ う。

(34)a.彼 は来 るん ですの?

b.*彼 は来 るん です.の盥?

(35)a.彼 は来 るん じゃないの?

b.彼 は来 るん じゃない盤?

「ノダ」 が付 加 で きる とい うことは、 「ノ デハナ イカ」 が 「ノダ」疑 問文 とは関 係 を持

って な い こ とを示唆 して い ると考 え る ことが で きる。
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このように、 この見解 については、支持する現象 と問題 となる現象 がともに存在 する

のである。 しか し、 この見解の是非にっいては、本稿でこれ以上本格的に議論する用意

はない し、また、それほ ど深 く関与す る必要 もないと考 えている。 「ノダ」疑問文の機

能に否定疑問文 の持 っ 「傾 き」を加算す ることによって 「ノデハナイカ」の機能が得 ら

れるほどには、 「ノダ」疑問文の機能に対 して も 「傾 き」の性質にっいて も理解は深ま

っていない と思 われ るか らである。ただ し、 「ノデハナイカ」 という形式がスコープ拡

張機能で使われ る場合 とそれ とはまった く無関係な動機で用 いられることがあ り得 ると

い うことには注意 していかなければな らない。

さて、 「ノデハナイカ」が どのように本稿での目的に関わって くるのか、とい うこと

を確認 して おくことに しよう。 「ノデハナイカ」の実例 をもう少 しばか り追加 して検討

す る。

(36)向 田 「私 の蜘笨 には食べてい る場面が多いって言われま したけど、小野 田さ

ん も多いん じゃないですか」

小野田 「そ うで もないと思 うけど、いちばん楽ですか らね。設定が」

(向田)

(37)○ 「朝起 きると新聞の死亡欄、真 っ先にみるんじゃない?」

● 「そんなの見てては もう手遅れよ。記事に出てるようじゃ終わりだ。プン

屋 さんが動いて るようじゃ、 もうね」'(死 を)

これ らの例 には、否定疑問文の 「傾 き」 と同様、ある 「判断」への傾斜が見 られるよう

に思われ る。例文(36)で は、 「小野田 さんにも食事の場面が多いだろう」 といった 「判

断」、例文(37)で は、 「朝起 きると新聞 の死亡欄を真 っ先に見 るだろう」 といった 「判

断」への傾斜がある。 このような予測を持 って相手 に持 ちかけるのが、 「ノデハナイカ」

の機能であると考え られ る。本稿 の課題 にとって、第一に問題としなければな らないの

は、 「ノデハナイカ」が持つ このような傾斜が、 「判断」の実現のあ り方 の一種である

と認めることがで きるか、 とい うことである。 これには、同時に、否定疑問文の持っ

「傾 き」 と 「ノデハナイカ」の機能 との類似 と相違を明 らかにするとい うことを並行 し

て検討す る必要 があ る。

第二に、 「ノデハナイカ」の内部への 「判断 」の実現がどのようであるかということ
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を検討 しなければな らない。 これは、文法化 された 「判断」を聞 き手 に問いかけるとい

う機能 を持っ確認要求の 「ダ ロウ」との対比 によって検討す る予定である。

第三に、モダ リティの他のカテゴリーへの移行 とい うことが問題になる。前に見た田

野村(1988)が 「ノデハナイカ」の機能を 「推定」としていたことと関連す るが、 「ノデ

ハナイカ」 にはある予測を聞 き手 に持 ちかけるとい う機能が認めに くいものが存在す る

のである。詳 しい検討は関連する章にゆず るが、一例を挙げると、 「ノデハナイカ」 に

は思考動詞や補文 をとる名詞の内部に現れる例が指摘できる。例文(38)は 思考動詞 「思

ウ」、例文(39)は 内容節 を要求す る名詞 「不安」の取 る補文中に 「ノデハナイカ」を持

っ文が現れてい る。

(38)陽 子 「怪我 してるん じゃないかと思 ったわ」

健一 「どうして?」

陽子 「仕返 しに行 って」(林 檎 皿)

(39)か って川上丈太郎を刺 した戸澗真三郎の行為 に対 して、自分がやる時には

「殺害す るといった徹底 した方法でやらなければならない」と思い決めた こ

とのある二矢は、失敗 したのではないかとい う丕窯を抱 きなが ら舞台の床に

転が った。(テ ロ)

このよ うな例 で、 「ノデハナイカ」が情報要求の機能を持 っているとはいえない ことは

明らかである。 したが って、本来疑問文 としての機能を有 していた 「デデハナイカ」か

ら一種の概言の形式への移行が生 じていると考 えられる。 このよ うに、疑問文か ら認識

的モダ リティへの移行 とい う問題が 「ノデハナイカ」にはある。

6.「 デハナイ カ」と 「ノデハナイカ」の相違

本稿 で検討を加 える否定疑 問文、確認要求の 「ダロウ」、 「デハナイカ」、 「ノデハ

ナイカ」の四形式 を導入 し、それぞれ について、 「判断」の実現 とい う本稿の課題 とど

のように関連 して くるかとい うことを確認 して きた。それぞれの詳 しい検討 は関連す る

章で行われるが、本論に移 る前に一つ確認 してお く必要があるだろ う。それは、形態的
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に類似 して い るた め、 しば しば混 同 され るこ とがあ る 「デハ ナイ カ」 と 「ノデハナ イ カ」

が形式 として 区別 されな けれ ばな らな い とい う ことであ る。

本章 のは じめ に触 れた よ うに、 「デハナ イカ」 と 「ノデハ ナイ カ」 は動 詞述語 文 と形

容 詞述語 文 で は形 態 的 に区別 が可能 で あ る。例 文(40)は 動詞述語 文 の例 、例文(41)は 形

容 詞述語 文 の例 で あ る。

(40)a.雨 が降 って い る じゃない か。 〔デハ ナイカ〕

b.雨 が 降 って い るん じゃな いか。 〔ノデハナ イカ〕

(41)a.寒 い じゃないか。 〔デハ ナ イカ〕

b.寒 いん じゃない か。 〔ノデハ ナ イカ〕

ただ し、表 面上 「ノ デハ ナイ カ」 とい う形式 を とって いて も、 「デハ ナイ カ」 の内部 に

「ノ(ダ)」 が現 れた もの と考 えた方 が よい ものが ある ことには注意 が必要 で あ る。

(42)ほ ら、失 敗 した。だ か ら、 さ っき注 意 した空 じゃないか。

(43)栗 田 「あ ら、山岡 さん いたの」

山 岡 「君 を待 って いたム じゃないか 」

栗 田 「ま あ、私 を?ど う して?」(美 味34)

(42)や(43)の よ うな例 は、以 下 で検 討す る現象 によ って、 「ノデハ ナ イカ」で はな く

「デハ ナ イカ」 の例 と して扱 われ るべ きで あ る と考 え られ るので あ る。

それ で は、 「デハナ イ カ」 と 「ノデハ ナ イカ」の違 いが どの よ うな現象 に反 映 され る

か とい うことに っいて見 て い くこ とに しよ う。機 能 の面 で相 違 は、両 形式 の区別 が明 ら

か にな ってか ら検討 す べ きだ と思 われ るので 、後 の章 にゆず る ことに して 、この節 で は

形態面 での相違 につ いて考 え る ことにす る。 これ について は、田野村忠温(1988)が 詳 細

な検討 を行 って い るので 、 これを参考 に したい。

田野 村 の挙 げ て い る数 多 くの現 象 の うち、 とりたてて顕著 だ と思 われ るのは、 その音

調上 の特徴 に関 す る もので あ る8。 「デ ハ ナイ カ」 は下降 イ ン トネー ションを基本 とす

るが、 「ノ デハ ナ イカ」 は上 昇 イ ン トネー シ ョンを取 るのが普通 で あ る。 これ にっ いて

は、国立 国語研 究 所(1960)に も指摘 が あ る。
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(44)a.バ スが来 た じゃないか。(↓)

b.バ スが来 た ん じゃないか 。(↑)

第二 に、 「ノデハ ナ イ カ」 は形 式 自体 にテ ンスを分出す ることがあ るが 、 「デハナ イ

カ」 は これ がで きない とい うことが あ る。(45)は 「デハ ナイ カ」 の例 、(46)は 「ノデハ

ナイカ」 の例で あ る。

(45)a.死 ん だ じゃないか。

b.*死 んだ じゃなか ったか。

(46)耕 一 「島脇 って、 お父 ち ゃん の、兵 隊 ン時の」

愛 子 「そ う。 同 じ上等 兵で 復員 して来 た人」

耕一 「死 ん だん じゃなか った?」

愛子 「死 ん だ の。 死ん だの は、 うち よ り早 くて、 もう七年 にな るって」

(林 檎)

第 三 に、 「ノデハ ナ イカ」 には文 末 を 「カナ」 に したかた ちが考 え られ るが、 「デハ

ナ イカ」で は これ は不 可能 で あ る。

(47)*プ レ ッシャー、感 じた じゃな いか な。

(48)「 ち ょっと慎 重 にな りす ぎたね 」

「… … 」

「赤 井 の とき と立 場 がかわ って 、プ レッシャー感 じた　 ?」

「…… そ れ はないです 」(ロ ッ)

これ と同 じ意 味 を持 っ もの と して、次 の現象 を付 け加 え て もよい と思 われ る。 「ノ デハ

ナ イカ」 で は形式 に 「ダ ロ ウ」を加 えて 「ノデハナ イダ ロウカ」 とい う形 式を取 る こと

がで きるが、 「デハ ナイ カ」 で は これ を付 加 して 「デハ ナ イダ ロウカ」 とい う形 式 を取

ることがで きな い。 「ダ ロウカ」 は 「カナ」 と同様 、 「疑い の文 」 を形成 す る形 式 であ

る。
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(49)*私 の愛が重 いじゃないで しょうか。

(50)三 上 「他 にあるのか?あ いっが転勤止 めない理 由」

リカ 「(冗 談 っぼ く)う 一ん、やはり三上 くんが言 うように私の愛が重 い彑

じゃないで しょうか?」(東 京)

ここまで、田野村(1988)で 挙げられた両形式 の形態的な相違を示す現象 のい くっかを

見てきた。田野村 は両形式の形態的相違 を明らかにすることに注意を払 っているので、

なぜ このような違 いが存す るのかとい うことにっいては充分な説明を与えていない。

上の現象をま とめると、音調 に見 られ る違 いを除 くすべての現象は、 「ノデハナイカ」

では可能で ある操作が 「デハナイカ」では不可能であることを示 している。これは、

「デハナイカ」 が形態的に固定化 しているが、 「ノデハナイカ」 にはまだ多少の変更 を

加えるだけの自由があるとい うことを意味 しているのだろうか。

基本 的に、この解釈 は正 しい路線であるように思われる。 しか し、形式 としての固定

化 とい う形態論 的な説明だけでは不十分であることも、また事実である。例えば、 「デ

ハナイカ」に も丁寧 さは現れることがで きる。

(51)原 田 「兄ゆず りだな。世間知 らずのところは」

夏子 「原田 さんだ ってわか って くだ さった じゃないですか!!」(夏 子1)

これは形態的な説明だけでは上の現象を説明す ることがで きない ことを意味す る。やは

りこれ らの現象 には、 「デハナイカ」 と 「ノデハナイカ」の機能 の上での相違 も反映 し

ていると考えるべきであろう。

このような考 えに重要な示唆を与えると思われる現象を一っだけ見てお くことにした

い。両形式 に付加 される終助詞 については、前 に 「カナ」の付加を見た。 「ノデハナイ

カ」は 「カナ」の付加を許すが、 「デハナイカ」はこれを許 さない。 しか し、終助詞の

中でももっとも重要 な形式 として しば しば言及 される 「ネ」 と 「ヨ」にっいて両形式 は

対照的な対比を示す。

「ネ」は 「ノデハナイカ」だけに付加 される。

(52)*あ らゆる女がいっしょにいる男 に、かわいさを見ているじゃないかね。
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(53)吉 行 「とい うことは、あ らゆる女がいっしょにい る男 に、かわいさというの

をみているんじゃないかね」(美 酒)

一方、 「ヨ」は 「デハナイカ」だけに付加 され る。下の対比を参照の こと。

(54)リ カ、 ワープ ロのコー ドを蹴 って、電源を抜 く。

永尾 「あ一っ!」

永尾 、慌 てて電源を戻すが、消えている。

永尾 「消えちゃったじゃないかよ」

リカ 「いいな一。私の心の傷 は死ぬまで消えない」(東 京)

(55)*消 えちゃったん じゃないかよ。

この現象は、終助詞が これ らの形式 に付加で きないわけではないとい うことを意味 して

いる。

以上見て きた現象 が、 「デハナイカ」と 「ノデハナイカ」の機能のどのような違いに

由来す るのか、 という解釈 については次章以下 の議論で明 らかにしていきたいと思 う。

しか し、一っの可能性 を示唆す るとすれば、それは 「デハナイカ」がすでに疑 問文 らし

さを失 っているので はないか、ということである。この可能性の是非 を確かめるために

は、機能面での検討が欠かせないので、いまの段階では示唆 にとどめておかざるを得な

い0

7.お わ りに

この章では、以下 の議論で取 り上げる形式を導入 し、 どのようなかたちで本稿での目

的意識 に関わ って くるのか、とい うことを見てきた。上で行 った素描では、 これ らの形

式の相違点 がどのような ところにあるのか といった視点が中心になったが、当然 、これ

らの形式 には大 きな共通点 も見 られる。

それ は、 ここで取 り上げた四形式には補充疑問文が存在 しない とい うことである。前

章で疑問文 の条件 として不確定性条件 と問いかけ性条件を設定 したが、疑問語 を取 るこ
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とがで きる とい うのは、不確定性条件に関連す る重要な現象である。なお、否定疑 問文

は命題否定疑問文ではな く 「傾 き」を持っタイプに限るということに注意 されたい。

(56)a.*誰 が来ない?〔 否定疑問文〕

b.*誰 が来たで しょ?〔 確認要求 のダロウ〕

c.*誰 が来た じゃないか。 〔デハナイカ〕

d.*誰 が来 たん じゃないか?〔 ノデハナイカ〕

したがって、本稿 で検討 してい く形式 は、疑問語を含み込むというかたちでの不確定

性を取 ることはできないことになる。その意味で、本稿の主題 は、補充疑問文 を持たな

い疑問文の検討であるとも言えるので ある。
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《第2章 の 注 》

1)否 定疑問文を形態的に否定辞 「ナイ」 と疑問助詞 「カ」の組み合わせを持っ疑問文

として規定す る見方は、田野村忠温(1988)等 に見 られる。

2)太 田朗(1980)で は、 「片寄 り」 と呼ばれている。鄭相哲(1994)も これに従 っている。

この現象は肯定疑問文にも見 られ る点で否定疑問文だけに特徴的であるとい うわ け

ではないが、無標の肯定疑問文ではな く有標の否定疑問文を使用す るには動機が必

要であ り、 「傾 き」が これを満たす ことが多い。

3)仁 田義雄(1987)は 「デハナイカ」 と 「ノデハナイカ」の区別を導入 していない。 し

たがって、仁田の 「ジャナイカ形」には、 「デハナイカ」だけでな く 「ノデハナイ

カ」 も入 っており、不均質であるという批判を免れ得ない。

4)「 ノダ」疑問文の機能 にっいては、野田春美(1994)を 参照 されたい。なお、 「ノダ」

疑問文の持っスコープ拡張機能については、久野暄(1983)、Tak皿bo(1985)、 益岡隆

志(1989)も 参照 のこと。

5)こ の見方 は中西久実子氏(大 阪大学大学院)に よって示唆 された。

6)本 論文で は 「↑」で上昇 イン トネー ションを、 「↓」で下降イン トネーションを表

わす ことにす る。
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第3章

疑問文による情報要求と情報提供

1.は じめに

平叙文や疑問文、命令文 とい った文 の類型 に関するものは、最近 に至 って、発話 ・伝

達のモダ リティ(仁 田義雄(1991))、 表現類型 のモダ リティ(益 岡隆志(1991))と い う

形で位置づけを与え られ、モダ リテ ィ研究 の枠 の中で検討が加え られ るようにな った。

今後、モダ リティ研究の進展 に従 って、文類型についての理解 も深まっていくことが期

待 され る。

日本語の疑問表現 として用 いられる文末形式を類型だてて、その機能を考察す ること

は、日本語の話 し手が、 自分 の有する知識 と聞 き手の有する知識のギャップを図 りなが

ら、知 りたい情報 の獲得、あるいは自分の持 っている情報の確認 とい う作業を どのよう

に して行 っているかを明 らかにす るものである。本稿ではその一っの試 みとして、疑問

表現の下位類型の中か ら 「ノデハナイカ」 という形式を取 り出 して、その性質 を検討 し

たい ㌔

疑問表現の諸形式 を類型だてた最初 の試みである国立国語研究所(1960)で は、 「ノデ

ハナイカ」 は 「判定要求の表現」に属す ると考え られている。判定要求 とは 「話 し手が、

自己の判断 の成立す るか否かを、相手 の判定にまっ」 という性質を持っ ものである。 し

か しなが ら、仁 田義雄(1991)で も指摘 されているように、 「ノデハナイカ」の重要 な特

徴は疑問 とい う機能 の裏面で 「～ ダロウ」 とい う判断への 「傾 き」が存在 していること

である。例 えば、

(1)彼 、来るん じゃない?

とい う文 の裏 には
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(2)彼 は来 るだろ う

とい う判 断 への 「傾 き」 が存在 して い る とい う ことであ る。 この よ うにあ る判 断へ の

厂傾 き」を持 っ とい うことを考 え る と、 「ノデ ハナ イカ」 を検 討す る際 には、 「確 認要

求 の表現 」 との類 似 ・相違 を見 る必要 が あ ると思 われ る。以 下で は、 まず 、考察 の前提

として、類 似 した形 式 「デハ ナ イカ」 との違 いを見 、次 に、文 の機 能 的な タイプ と して

情報要 求文 と情 報提 供文 とい う二分 類 を導 入 し、 その後 、 「ノデハ ナ イカ」が どち らの

タイ プ と して も働 くことを示 す。最 後 に、確認 ・同意要 求の 「ダ ロウ」 との類 似 と相 違

を検 討す る。

2.「 ノデ ハ ナイ カ」 と 「デ ハナ イカ」

まず 、次 の よ うな例 を参照 され たい 。

(3)a.雨 、降 った ん じゃな い(↑)?

b.雨 、降 った じゃない(↓)

形態 的 には、(3a)と(3b)の 違 い は 「ノ」 の有無 に過 ぎない。 しか し、 この二文 に はそれ

以上 の違 いが あ るこ とは明 らか で ある。 本稿 で は(3a)を 「ノデハ ナイカ」 、(3b)を 「デ

ハナ イ カ」 と呼 んで 区別 す る ことにす る。 本節 で は、以 下 の考 察 に入 る前段階 と して、

「ノデハ ナ イカ」 と形態 的 に類似 した形式 であ る 「デハ ナイ カ」 との比較 を行 い、 この

二 っの形式 の間 に厳 然 た る区別 が存在 す る ことを述 べ る。

この二形 式 の違 い と して最 も顕著 な もの は、 イ ン トネー ション上 の もので あろ う。例

文(3)に 示 した よ うに、 「ノ デハ ナ イカ」 は基本 的 に上昇 のイ ン トネー シ ョンを ζるが、

「デハナイカ」は下降のイ ン トネー ションをとるのが普通である。

機能的に もこの二形式は 「ノ」の有無 という以上 に大 きな異なりを見せ るが、 ここで

,は 納得の形式 「ナンダ」の共起の可能性を見てお く。 「デハナイカ」は 「ナ ンダ」に続

けることによって 自然な談話を構成す るが、 「ノデハナイカ」は非常に不 自然にな って

しま う20
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(4)a.#な んだ、雨が降 っているん じゃないか(↑)?

b.な んだ、雨が降 っている じゃないか(↓)

形態的な面 か ら考 えると、 「デハナイカ」の方が形式 としての固定度が高い とい うこ

とがある。田野村忠温(1990)が 指摘 している 「ノデハナイカ」 と 「デハナイカ」の違い

のうち、一っだけ見てお く。 「ノデハナイカ」の文末は 「カナ」 とい うかたちを取 るこ

とがで きるが、 「デハナイカ」にはこのよ うなかたちは出て こない。

(5)a.来 たん じゃないかな。

b.#来 た じゃないかな。

以上、一見非常に類似 した形態を持っ 「ノデハナイカ」と 「デハナイカ」を区別す る

根拠を、イ ン トネー ション、機能、形態の1頂に見た。以下では、 「デハナイカ」は考察

に入れない。

3.情 報要求文 と情報提供文

3.1。 情報要求か情報提供か

一般 に、情報 のや り取 りに関係す る文の類型 として、平叙文(述 べ立ての文)・ 疑問

文(問 い掛 けの文)と い う区別がなされ る。以下では、平叙文の情報を相手に与え よう

とす る働 き、疑問文 の情報を相手か ら引き出そ うとす る働きに注目して、前者を 「情報

提供文」、後者を 「情報要求文」 と仮に呼ぶことにする。ただ し、疑問文 と情報要求文、

平叙文 と情報提供文 は独立であると考えて おく。情報提供文 として働 く疑問文 も有 り得

るか らである。

ごく簡単 に考 えると、情報提供文は話 し手が聞き手にとって未知の情報を与 える文で

あるか ら、応答 として下降のイン トネー ションを取る 「ソウデスカ」が現れることがで

きる。 「ソウデ スカ」は新 しい情報を受 け取 った ということを示す標識である。
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(6)甲 「阿部君が今度結婚す るんですよ」

乙 「へえ、そ うですか」

これに対 して、情報要求文は相手か ら情報を引 き出そ うとす る文であるか ら、新 しい情

報 の獲得を示す 「ソウデスカ」では応答で きない。

(7)甲 「今 日、山 田先生の授業 、あ りますか?」

乙 「#そ うですか」

以上を踏 まえた上で、 「ノデハナイカ」にっいて次のような ことが指摘できる。まず、

次のよ うな例で、 「ノデハナイカ」の文に対 して 「ソウデスカ」で応答す ることはで き

ない。

(8)甲 「君、疲れているん じゃない?」

乙 「#そ うですか」

この例か ら、 「ソウデスカ」 による応答に関 して、 「ノデハナイカ」は情報提供文 とし

て働いていない とい うことが言 える。

しか し、一方 で、 これ と対立す るような現象 も見 られる。

(9)甲 「山田さん、来 るのかな?」

乙 「来ないん じゃない?」

甲 「そ うですか。 じゃあ、電話 しないといけないな」

例文(9)で は、 「ノデハナイカ」の文 に対する応答 として 「ソウデスカ」を用い ること

がで きる。条件が整 えば、 「ノデハナイカ」が情報提供の文 として働 くことをこれは示

している。

以下 では、 「ノデハナイカ」が情報要求文と認められる根拠 となる言語現象 と、情報

提供文 と認め られる言語現象を観察 し、情報要求文か ら情報提供文への移行 にっいて考

察す ることにす る。
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3.2.情 報要求文 としての 「ノデハナイカ」

ここでは、 「ノデハナイカ」が情報要求文 として働いていることを示す現象を観察す

ることにす る。

まず、 厂ノデハナイカ」が基本的に上昇のイ ントネー ションを取るとい うことが上 げ

られる。 これは、聞 き手 の反応を伺 うという上昇イン トネー ションの機能 から考えて も、

情報要求文 に見 られ る性格である。

次 に、感情形容詞の主体の移行現象を見てみよう。よ く知 られているように、対話に

おいて、平叙文では感情形容詞の感情主体が一人称 に限 られる。

(10)a.私 は寂 しい。

b.*彼 は寂 しい。

次の例 は、 「カモ シレナイ」 のよ うな認識的モダ リティの形式を付けて も聞 き手の現在

の感情 を述べ ることはで きないことを示 している。

(11)*(君 は)寂 しいか もしれないよ。

これに対 して、疑問文では感情主体が移行 し、二入称が許 されるようになる。

(12)(君 は)寂 しい?

「ノデハナイカ」の振 る舞いは次のような例か ら明 らかであろう。

(13)(君 は)寂 しいん じゃない?

二人称 の感情主体を許す ということは、 「ノデハナイカ」が情報要求文 として機能 して

いることを意味 している。
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最後 に、伝聞形 「ソウダ」が 「ノデハナイカ」 と共起 しないということがある。寺村

秀夫(1984)も 指摘す るように、伝聞形は疑 問化 を許 さない。

(14)*彼 が来るそ うですか?

同 じく疑問化 を許 さない認識的モダ リテ ィの諸形式は 「ノダ」疑問文の中には入 ること

ができるのに対 して、伝聞形 は 「ノダ」疑問文 の中にも入れない点で最 も制限が厳 しい

と言 える。

(15)a.??彼 が来 るか もしれませんか?

b.彼 が来 るか もしれないのですか?

(16)*彼 が来 るそ つなのですか?

このように、伝聞形 との共起 の可能性 は情報提供文 と情報要求文の区別に使 うことがで

きると思われ る。

「ノデハナイカ」 について、認識的モダ リテ ィの 「カモシレナイ」 と伝聞形 「ソウダ」

の共起関係 をそれぞれ見 ると次のようになる。

(17)a.??/?彼 が来 るか もしれないん じゃない?

b.*彼 が来 るそ うなんじゃない?

「ノデハナイカ」が 「カモシレナイ」 と共起す る例は文法性の判断が微妙ではっきりし

た結論は出せないが、実例 として は見付か らなか った。一方、伝聞形 「ソウダ」 と共起

す ることはできないa。 この点で も、 「ノデハナイカ」は情報要求文 としての性格 を持

っことが分かる。

3.3.情 報提供文 としての 「ノデハナイカ」

ここでは、 「ノデハナイカ」が情報提供文、特に認識的モダ リテ ィに接近 した文 とし
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て機能 していることを示す現象を見 ることにす る。

まず、第一 に、 「ノデハナイカ」が 「モ シカスル ト」 「ヒョッ トシタラ」などの副詞

と共起する とい うことがある。 「モシカスル ト」類の副詞 は、普通、認識的モダリテ ィ

の中で低い蓋然性を表す 「カモシレナイ」 と共起す る。

(18)a.も しかすると、彼、来ないか もしれない。

b.??も しかす ると、彼、来ないだろう。

このような分布上の特徴 を持っ 「モシカスル ト」類の副詞と 「ノデハナイカ」 は自然 に

共起す ることができる。

(19){も しかす ると/ひ ょっとす ると}彼 、来ないん じゃない?

このような例 は、 「ノデハナイカ」が情報提供文 として機能 していることを示 している

と考 えられる40

第二 に、思考動詞の補文中の生起 とい うことが上げ られる。情報要求文は聞 き手か ら

情報を引 き出そ うとする文であるから、普通、思考動詞の補支 には生起できない。

(20)*彼 は来 るかと思われる。

一方、情報提供文には聞 き手の存在を前提 とす る場合と前提 としない場合がある。認識

的モダ リテ ィの 「カモシレナイ」は聞 き手 の存在を前提 としない形式であるので、 「～

ト思 ワレル」の補文中に生起することがで きる。

(21)彼 は来ないか もしれないと思われる。

「ノデハナイカ」は、しば しば、話 し手の主張を表すようなときに使われ るように思わ

れる。次のような例 を参照のこと。

(22)ケ ンプの舞台姿 は悪 くいえば、聴衆 への媚であり、その温かさも厳 しさの欠
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如か ら生 じる表面的な ものに過 ぎなか ったのではないか と思われる。

(名演)

このよ うな 「ノデハナイカ」 は情報要求文 として考 えることはで きない。

三番目の現象 は、応答 として 「ノデハナイカ」が用い られることがあるとい うことで

ある。応答文 は、先行する文 によって要求 された情報を相手に与 える文であるか ら、そ

れ自体は、情報提供文であることが普通である。 したが って、応答文 として機能 してい

る 「ノデハナイカ」 は、情報提供 とい う機能を果 していると考 えられる。

(23)さ とみ 「来ないのかな?」

万里子 「誰?」

さとみ 「うん 一 三上 くん とか」

万里子 「もう来ないん じゃない?」

さとみ 「そ う一 」(東 京)

以上、 「モシカスル ト」類の副詞の共起 、 「～ ト思 ワレル」の補文中の生起、応答文

としての使用、 とい う三点を指摘 した。これらは、いずれ も、聞 き手か ら情報を引 き出

そうとす る情報要求文か らは期待 されない現象 であり、 「ノデハナイカ」が聞 き手 に情

報を与えるとい う情報提供文 として機能 してい ることを意味 している。

3.4.情 報要求文か ら情報提供文への移行

上での観察か ら、 「ノデハナイカ」疑問文には、情報要求文として機能す る場合 と情

報提供文 として機能する場合があ ることが明 らかになった。以下では、簡単 に、本 来は

情報要求文である 「ノデハナイカ」が どのようにして情報提供文 に移行するのか、 とい

うことについて述べ ることにす る。

認識的モダ リテ ィの形式 と 「ノデハナイカ」 との、最 も大 きな違いはどこにあるであ

ろうか。本稿で はそれを判断の成立 ・不成立 ということに求 められると考えている。森

山卓郎(1990)で 明示的に主張 されてい るように、平叙文 と疑 問文の基本的な相違点は、
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平叙文が何 らかの判断を成立 させてい るのに対 して、疑問文は判断が成立 しなかったこ

とを相手 に示す ということにある。 「カモ シレナイ」は低 い蓋然性であるにして も、話

し手がそのよ うな判断 を下 した とい うことまで含意する。その含意を避 けるために、

「ノデハナイカ」 という 「傾 き」 を持っ疑問文を用 いることによって、判断の不成立 と

ともに事態成立への話 し手 の傾向性 とを同時に伝えるというわけである。 「ノデハナイ

カ」の持っ 「傾 き」がここで決定 的な役割 を果たす。

これを応用的に使 うことによって、ある種の丁寧 さを生 じさせることがで きる。例 え

ば、列車の指定席 に座 ろうとした ところ、 自分 の席に誰かが座 っているという状況を考

えてみよう。

(24)甲 「席をお間違えではありませんか」

乙 「あっ、そ うですか。それは失礼」

「ソウデスカ」 による応答が可能であることか ら、この例の 「ノデハナイカ」は情報提

供文 として働 いている。話 し手(甲)に おいては相手が席を間違えていることは自明で

あるが、

(24)'甲 「?席 をお間違いですよ」

のような文は出て きにくいように思われ る。

4.「 ノデハナイカ」と確認要求の 「ダロウ」

4.1.「 ノデハナイカ」と確認要求の 「ダロウ」との接点

一般 の判定疑問文 は肯定 ・否定 に関す る話 し手の判断が成立 しない ということを表す。

一方、確認要求 と呼ばれる 「ダロウ」は成立 している話 し手 の判断を聞 き手 に問い掛 け

ることによって、その確認を求 めるとい うタイプの疑問文である。

(25)a.君 、昨日、学校 に行 きま したか?
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b.君 、昨 日、学校 に行 った で しょ?

例文(25a)に は 「(聞 き手 が)明 日、学 校 に行 く」 ことについて何 らの判断 も成立 して

い ないが、(25b)に は 「(聞 き手 は)学 校 に行 く」 とい う話 し手 の判断 の確 認 を聞 き手

に求 めて い るので あ る。 この よ うに考 え ると、

(26)君 、 昨 日、学 校 に行 ったん じゃない?

の よ うに、 「学校 に行 った」 とい う判 断 への傾 きを持っ 「ノ デハ ナイ カ」 は確 認要 求 の

「ダ ロウ」 に近 い働 きをす る ことが予 測 され る し、実際 、次 のよ うな例 で は両形式 を置

き換 えて もどち らも自然 な対話 を構成 す る。

(27)「 お母 さん は、私 が旅行 に行 って る って言 ってた{で しょ う/ん じゃな い}

?J

「うん」(哀 し)

この例 で の違 い は、 「ダ ロウ」 の方 が 「言 って いた」 とい う事態 に対 す る確信度 が高 く、

「ノデ ハナ イ カ」 の方 が確信 度 が低 い とい うよ うに説 明で きそ うで あ る。で は、 「ダロ

ウ」 と 「ノデハ ナ イカ」 の違 いは確 信度 にす べて還元 で きるので あろ うか。本 節で は、

以下 、 これ につ いて考 察 を加 え る ことにす る。

4.2.文 脈か らの考察

次 の よ うな状 況 か ら、 まず 、考 えて み よ う。 二人 の人 が部屋 に いる とき、戸 が開 くよ

うな音 が した とす る。 この よ うな状況 で は、

(28)a.何 か物 音 が した ん じゃな い?

b.何 か物 音 が したで しょ?

とい う例 が と もに自然 で あ る。 この例 で は、前 に述 べた よ うに、確信度 とい うことで説
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明で きそ うであ る。

ところで 、同 じ状況 で次 の よ うに発 話す るこ とを考 え てみ る。

(29)a.誰 か 来た ん じゃない?

b.#誰 か 来た で しょ?

この例 で は、 「ノデ ハナ イカ」 は全 く自然 であ るが、 「ダ ロウ」 を使 うこ とはで きない。

物 音 を聞い て下 した 「誰 かが来 た」 とい う判 断 の確 信度 に応 じて 「ノ デハ ナ イカ」 と

「ダ ロウ」 が使 われ て もよい はずで あ る5。 ζの よ うな現象 は、ただ単 に事 態 に対す る

確 信度 の違 い とい うだ けで は説 明 で きない よ うに思 われ る。,

この現象 か ら、次 のような想定が可能 になるだラう。 「ダロウ」は発話以前 に話 し手

の中で成立 していた判断を確認す る形式 、 「ノデハナイカ」 は現場情報か らの推論 をも

含んで、推測 された事態を問い掛 ける形式 と考えられる。 「誰かが来た」 は物音か らの

推論によって導いた事態なので 「ダロウ」で確認することはで きない。また、 「ノデハ

ナイカ」が確信度が低い ことを表す よYに 見えたのは、推論から得 られた情報が話 し手

の直接経験 などか ら得 られた情報 に比 べて弱いということか ら出て くる。

「ノデハナイガ」 と 「ダロゥ」 の違いを考えるために、洋服売 り場での次のようなや

り取 りを観察 してみよ う。ただ し、(乙)が 服を買 うのに友人(甲)が 付 き合 っていると

い う場面であるとす る。

(29)甲 「その服、いい{ん じゃない/#で しょ}?」

乙 「いい{で しょ/#ん じゃない}?」

発言 の意図を考 えると、(甲)の 発言 には 「その服が似合っている」 とい うような 自分

の判断 を(乙)に 伝 えるとい う意図がある。 このため、相手に持 ち掛 け、反応を伺 うと

い う 「ダロウ」 は使 えないのであろう。 「ダロウ」は情報提供文 としての機能を持たな

いのである。

同 じ状況で次のようなや り取 りも可能 であろう。

(30)乙 「ねえ、 この服、いい{ん じゃない/で しょ}?」
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甲 「うん 、い い{ん じゃな い/#で しょ}?」

試着室 か ら出 て きた(乙)は 「ノデハ ナ イカ」 と 「ダロ ウ」 を と もに使 うこ とがで きる

が 、それ に答 え る(甲)の 側 は 「ノデハナ イカ」 しか使 え ない。(29)の 例 と違 って 、 こ

の例 の(乙)の 発言 の意 図 は 「今着 て いる服 が似合 うことを相手 に認 めて もら う」 とい

うことであ る。 ここか ら、情 報要 求文 として二 っ の形式 を どち らも使 うこ とがで きるの

であ る。(甲)は それ に対 す る反 応 と して、 自分 の意 見 を伝 えなければな らな いので 、

情 報提供 文 と して働 く 「ノデ ハナ イカ」 しか使 えない とい うわけであ る。

また、 「ノデハ ナ イカ」が 「ダ ロウ」 と違 う点 に次 の よ うな ことが あ る。

(31)a..水 の音 が聞 こえ るん じゃない?

b.水 の音 が聞 こえ るで しょ?

この例 は と もに 自然 な文 で あ るが 、聞 き手 に注意 を喚起 す る形式 「ホ ラJを 付 ける と、

「ノデハ ナ イ カ」 は言 え な くな る。

(32)a.#嫐 、水 の音 が聞 こえるん じゃな い?

b.ほ ら、水 の音 が聞 こえ るで し ょ?

聞 き手 に注 意 を喚起 す る とい うことは、話 し手 に と って確 定 的であ り、 しか も聞 き手 も

知 って い る と見込 まれ る事態 に注 意 を向 け ることで あ るか ら、 「ホ ラ」を付 け る ことに

よ って 、話 し手 の推測 が割 り込 む余地 が な くな り、 「ノデハナ イカ」が使 えな くな った

と考 え られ る。

4.3.許 可 の形式 「テ モイイ」 との共 起

「ノデ ハナ イ カ」 と 「ダロ ウ」 の違 いが明 らかにな る例 の一っ と して、許 可 の形 式

「㌻ テモ イイ」 と共 起 した場 合の機能 の違 いについて見 てお くことにす る。

次 の例 は、両 形式 と 「テモ イイ」が それ ぞれ共 起 した ときの機 能 の対比 が は っき り し
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て いる よ うに思 う。

(33)a.甲 「窓 を開 けて もいいで しょ?」

乙 「い いです よ。 ど うぞ」

b.甲 「窓 を開 けて もいい ん じゃない?」

乙 、「{#い い です よ/そ うですね}」

(33)で 重要 なの は、動作 の主体 が上 の二文 で違 って いる とい う点 であ る。 「ダ ロウ」 を

用 いた(33a)は 話 し手 が行 お うと して い る行為 の許 可 を聞 き手 に求 める文 にな って い る

が、 「ノデ ハ ナイ カ」 を用 いた(33b)は 聞 き手 の行為 に示 唆 を与 えて い ると解釈 され る。

これ は、(33b)で は 「イイデ ス ヨ」で 応答 で きな い とい うことか らも分 か る。示 唆 を与

え る とい う機能 は、 「ノデハ ナ イカ」 が情報 提供文 と して働 いて い ることを示 して お り、

確か に(33b)の 文 は 「ソ ウデ スカ」 で応答 す るこ とがで きる。

(34)a.甲 「窓 を開 けて もいいで しょ?」

乙 「#そ うです か 」

b.甲 「窓 を開 けて もい いん じゃない?」

乙 厂そ うですか 」

5.お わ りに

本稿 で は主 に次 の二点 にっ いて述 べた 。

1)「 ノデ ハナ イカ」 は 「傾 き」 を持 っ疑 問文 であ る とい うことか ら情報要 求 文 と

して も情報提供 文 と して も機能 す る。

2)「 ノデハ ナ イカ」 は、あ る判 断 への 「傾 き」が存在 す る点 で確 認要求 の 「ダ ロ

ウ」 と類似 した働 きをす る こ とが あるが、確定 的判 断 を聞 き手 に確認 す る 「ダ

ロ ウ」 とは、情 報提 供文 にな らな い とい った点 で異 な ってい る。
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「ノデハナイカ」は真偽疑問文の下位類型の一っでありなが ら、 「カモシレナイ」な

どの認識的モダ リテ ィや 「ダロウ」な どの確認要求 の表現 とも接する形式である。確認

要求の 「ダロウ」 との関係では、

(35)a.私 の こと馬鹿だ と思 っているで しょ?

b.私 のこと馬鹿だ と思 っているん じゃない?

がともに自然な文であるのに対 して、

(36)a.私 の こと馬鹿だ と思 うで しょ?

b.#私 のこと馬鹿だ と思 うん じゃない?

で、 「ノデハナイカ」が不 自然になるということもある。 これら様々な現象が手付かず

になってい る点で、本稿 の考察は不十分なものと言わざるを得ないが、否定疑問文 にお

ける 「傾 き」の問題 も含めて、今後の研究によ って明らかにされ るべきことが らは多 く

残 されている。
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《第3章 の 注 》

※本章 は 「 「傾 き」 を持 っ疑 問文一 情報要 求文 か ら情報提 供文 へ一 」(『 日本語教 育 』

77、1992年)を 改題 し、加 筆 ・修 正 を施 した もの であ る。

1)以 下 で は、 「～ ン ジャナ イ カ?」 「～ ンジ ャナイ?」 の代表形式 と して 、 「ノ デハ

ナ イカ」 を用 い る ことにす る。

2)#は 対 話 の中 で その発 話 が不 自然 であ るこ とを示す 。

3)「 デハ ナ イカ」 は伝 聞形 と共起 す るこ とがで きる。

〈1>草 太 「さ っきの人 、奥 さん だ ソウ{ジ ャナ イカ/*ダ ロ ウ}。 純 たち に

わ ざわ ざ会 いに来た ンだべ」(北 の)

4)工 藤浩(1982)の 調査 によ ると、 「モ シカスル ト」 の全用 例46例 中、30例 が 「カ

モ シレナ イ」 と共起 し、11例 が 「ノデハ ナ イダ ロウカ」 と共起 してい る。 また、

「ヒョッ トスル ト」 は26例 中、16例 が 「カモ シ レナ イ」、7例 が 「ノデハ ナ イ

ダ ロウカ」 と共 起 す る とい う。 なお、 「ノ デハ ナイ ダ ロウカ」 には 「ノデハ ナ イカ」

な どの類 似形 式 が含 まれて い る。

5)実 際 、問題 の状況 で

〈2>あ っ、誰 か来 た。

の よ うに、確言 的 に発言 す る こと もで きる。
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第4章

認 識 的 モ ダ リテ ィと しての ノデハ ナ イ カ

1.は じめに

情報 のや りとりとい う観点か ら文の表現類型を考えるとき、平叙文(述 べ立ての文)

と疑問文(問 いかけの文)は 正反対の機能を持っものとして位置づけられる。相手に情

報を提供す るのが平叙文 の機能であ り、相手に情報の提供を要求するのが疑問文の機能

であることにあえて異論 をはさむ必要 はないよ うに思える。

しか し、平叙文 と疑問文の区別がそれほど厳密なものでもな く、連続的にとらえた方

が言語事実をより忠実 に反映 しているという考 えもある。それを示唆する一っの事実に、

同一の形式が この一見正反対の機能の両方を担 っているとい うことがある。本章で取 り

上げ る 「ノデハナイカ」がそれである1。

まず 、 「ノデハナイカ」が疑問文 を形成する形式であると同時に、平叙文 としか考 え

られない用法 も持っ とい うことを確認 しておこう。 「ノデハナイカ」の基本的 な用法は、

次の例 に見 られ るように、確認要求的な疑問文 としてのそれであろう。

(1)君 、疲れてるん じゃない?

一方 で、 「ノデハナイカ」が平叙文を形成す ることがあると考 える根拠がある。二っ

だけ挙 げてお く。

第一 に、質問 に対す る応答 を搆成す ること。応答 は相手に要求 された情報を与える発

話であるか ら、当然、平叙文が使われるのが普通である。

(2)さ とみ 「来ないのかな?」

万里子 「誰?」

さとみ 「うん 三上 くんとか」
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万里子 「もう来ないん じゃない?」

さとみ 「そう一一」(東 京)

(1)が 聞 き手 にとって応答司能な発話だったのに対 して、(2)は それが期待 されない状況

である。

第二 に、思考動詞の内部 に入 ること。(3)は 「思 ワレル」、(4)は 「心配 スル」の内部

に 「ノデハナイカ」を持っ文が現 れている。

(3)そ れは必ず しも私だけのことではな く、香港 の市民 にして も同 じことだ った

のではないか と思われる。(深 夜)

(4)値 切 った りしたため妙 な部屋に泊め られ るのではないか とちょっぴ り鰍

ていたが、それはまったくの杞憂だ った。(深 夜)

聞き手 の存在を前提 とす る疑問文 は、当然、このよ うな述語の内部 には入 ることができ

ない2。

以上か ら、 「ノデハナイカ」が平叙文を形成することは間違 いないと思われ る。本稿

は平叙文における認識的モダ リティとしての 「ノデハナイカ」の機能の分析を通 して、

疑問文 と平叙文 の交渉 の一端 を探 りたいと思 う。具体的には次の二点が目的である。

1)「 ノデハナイカ」の意味記述

2)「 ノデハナイカ」の日本語の認識的モダリティの類型への位置づけ

本稿 の構成 としては、 まず、次節で類似形式 と 「ノデハナイカ」の違いを以下の考察

の前提事項 として確認 してお く。3節 は、認識 的モダ リテ ィ形式 との共起関係 とモダ リ

ティ副詞の観点 から 「ノデハナイカ」の位置づけを さぐる。4節 では認識的モダ リティ

の代表的な もの として 「ダロウ」 と 「カモ シレナイ」を取 り上げ、 「ノデハナイカ」 と

比較す ることによってその機能上 の特徴 を考える。5節 は副詞 による文末形式 の制限を

手がか りに して考察を試 みる。6節 はまとめである。
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2.「 デハナイカ」と 「ノデハナイカ」

考察 に入 る前に、本稿 での形式 の扱 いを再確認 してお くことにしよ う。 「ノデハナイ

カ」には形態的 に類似す る形式があり、 しば しば混乱 して用 いられているよ うに思 われ

るか らである。

この点にっいては、田野村忠温(1988)が 精密な形態の整理 を行なってお り、本稿で も

基本的にこれに従 うものとす る。 まず、これか ら見 ることにしよ う。

田野村は、否定辞 と疑問助詞をともに持つ このような文の音調的特徴 と形態的特徴 の

検討か ら、以下 のよ うな三っの異 なるタイプが存在す ることを指摘 している。

第1類:発 見 した事態を驚 き等の感情 を込めて表現 した り、ある事柄 を認識す るよう相

手 に求めた りす るもの。

第2類:推 定を表現する。

第3類:「 ない」が否定辞本来の性格 を発揮す る。

それ ぞれの類の例 としては、次のような ものが上げられている。

(5)a.び っくりす るジャナイカ。(第1類)

b.雨 が降 るンジャナイカ。(第2類)

c.本 当にあいっが犯入 じゃないか?(第3類)

田野村 は否定疑問文 という用語 をこれ ら三形式をカバーす ることばとして使 って いる。

しか し、ここで指摘 されている形態の違 いは一っの文の下位分類 という範囲をはるかに

はみだ しているように思 われるので、本稿では、田野村分類の第1類 を 「デハナイカ」、

第2類 を 「ノデハナイカ」、第3類 を否定疑問文 と呼ぶ ことにす る80田 野村 は 「ノデ

ハナイカ」 は 厂推定」の機能を持 つとしているが、前に見たように、認識的モダ リティ

に近 づいている用法の他 に、疑問文を構成する機能 を持 っていることは注意すべきであ

る。また、直接本章 の目的 とは関わ らないので、否定疑問文は以下の議論では触れない

ことにす る。

「ノデハナイカ」の機能 と位置 づけを考える前に、 「デハナイカ」 と 「ノデハナイカ」
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の二 っ め形 式 の違 いを明確 に して おか なければ な らな い。 これ には、次 の三 っ の現象 を

見て お くだ けで十分 で あ ろ う。

まず 、第 一 に文末 の イ ン トネー シ ョンに見 られ る違 いがあ る。 「デハ ナイカ」 は常 に

下降 イ ン トネー ショ ンを取 るが 、 「ノデハ ナイカ」 は上昇 イ ン トネー シ ョンを取 る。

(6)a.や は り来 た じゃな いか(↓)

b.や は り来 た ん じゃな いか(↑)

ここで注 目 され るのは、真偽 疑 問文 の特徴 とも考 え られ る上昇 イ ン トネー ショ ンを 「デ

ハナ イ カ」 が取 らない こ とで あ る。 デハ ナ イカは形態 的 には疑 問助詞 「カ」 を持 っが、

少 な くとも典型 的 な疑 問 文 とは考 えに くい ことを この現象 は示 唆 して い る と考 え られ る。

次 に 、形 式 自体 に テ ンスが分 化 す るか とい うことが あ る。 「デハナ イカ」 は形式 にテ

ンスが分化 す る ことはな いが 、 「ノデハ ナ イカ」で は これが可能 であ る。

(7)a.*さ っき、僕 が そ う言 った じゃなか った か。

b.さ っき、僕 がそ う言 った ん じゃなか ったか。

この現 象 は、 「デハ ナ イ カ」 の形 式化 が かな りの程度進 んで い る ことを示 してい ると考

え られ る。 「ノ デハナ イ カ」 は形態 的 には テ ンスが分化す るわ けで あ るが 、 これ の持っ

意味合 いは今 の段階 で は よ く分 らない。 注意 しなけれ ばな らない のは、(7b)が 想起 の解

釈 を帯 び る ことであ る。 これ は、

(8)今 日は休 みだ った。

の よ うな文 が想 起 の意 味 にな るこ とと同 じ事情 によ ると思わ れ るが、 ここで は結 論 は保

留 した い。

第三 に、形式 に 「ダ ロウ」 や 「カナ」 が分化す るか否か であ る。 「デハ ナイ カ」 には

これ らが分 化 しないが 、 「ノデハ ナ イカ」 には分化 す る。(9)は 厂ダ ロウ」 の例 、(10)

は 「カ ナ」 の例 で あ る。
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(9)a.*雨 が降 って きた じゃないだろうか。

b.雨 が降 って きたん じゃないだろうか。

(10)a.*あ いつならまだ寝ている じゃないかな。

b.あ いつな らまだ寝ているん じゃないかな。

疑問文 に現れ る 「ダロウ」 と 「カナ」は、周知のよ うに、本来聞 き手 目当てであるべ

き疑問文か らその問いかけ性を奪 い、文全体 を聞 き手の存在 を前提 としない 「疑い」の

文 に移行 させる働 きをす る。 「デハナイカ」にこれらの形式が分化 しないのは、 「デハ

ナイカ」の形式化が進んでい ることを示す と同時に、すでに 「デハナイカ」が問いか け

性 を持 っていない ことを も示 している と考えるべきであろう。また、 「ノデハナイカ」

にダロウやカナが分化す ることは、これ らが奪 うだけの問いかけ性を 「ノデハナイカ」

が失 っていないことを意味す る。 と思われる

この点での両形式の違いは、裏返 しの現象 として、 「ヨ」の付加の可能性 にも反映 さ

れる。聞 き手ぺの情報提供 を明示化す る 「ヨ」は 「デハナイカ」 に分化す ることができ

るが、 「ノデハナイカ」 には分化 しないのである。

(11)a.あ いつ もまだ寝ているじゃないかよ。

b.*あ いつ もまだ寝ているん じゃないかよ。

(11)に 見 られる文法性の対照 はここでの分析に保証 を与 えているように思われ る。

以上 、 「デハナイカ」 と 「ノデハナ イカ」の形態面の相違を確認 し、そこか ら両形式

の機能面での相違に簡単 に触れた。上の三 っの現象か らも 「デハナイカ」 と 「ノデハナ

イカ」を同 じ形式の下位分類 とす るよりも、別形式 として扱 った方がよいとい うことは

明らかであるように思われ る。以下の考察では、ここで確認 した ことがらを前提 として、

認識的モダ リティの類型 の申での 「ノデハナイカ」の位置づけを探ることにす る。

3.「 ノデハナイカ」の位置づけ

本稿では、まず、 「ノデハナイカ」 が認識的モダ リティの中で どのように位置づけら

一61一



れるかを考え、その後で、本節での考察を踏まえて、 「ノデハナイカ」の意味をどのよ

うに捉 らえればよいかにっいて考 えるとい う手順を取ることにす る。

3.1.認 識 的モ ダ リテ ィの下 位類 型

ここで認識的モダ リテ ィとす るのは、仁田義雄(1991)に よって 「言表事態めあてのモ

ダ リテ ィ」 と呼ばれてい るものである。考察 に先立 って、この認識的モダ リティを本稿

がどのように考えているかを明 らかに しておかなければな らない。この点 にっいて、新

しい提案が あるわけではないが、本稿 がどのよ うな類型 を仮定 しているかは、以下 の考

察にあた っては必要 な情報で もあろう。

本稿で仮定する認識的モダ リテ ィの類型は、多少の違 いはあるものの、基本的に仁 田

義雄(1991)、 森山卓郎(1989)の 提案に添 った ものである4。 代表的な形式 を簡単に表に

まとめると次 のよ うにな る。なお、認識的モダ リティに関わる形式には、 この表に挙げ

られている他 に も、 「ト思 ウ」、 「ハズダ」などがある5。 これ らの形式はどの類型 に

所属 させて も問題が出て くるので、この表か らは除 いてある。

(12) 推量 ダ ロ ウ

蓋然性判断 カモ シレナ イ、二違 イナイ

証拠性判断 (連 用形)ソ ウダ、 ヨウダ、 ミタ イダ、 ラシイ

伝聞 ソ ウダ

周知 の通 り、 「ダ ロ ウ」 はテ ンスを分化 しない とい う点で他 の形式 とは異 な る。 また、

推量 の意味 で は他 の形式 とは共 起 しな い とい うことか ら も、特別 な位置 づ けを与 えて お

く必要 があ る8。

(13)a.*彼 は来 ない か もしれ ないだ ろ う。

b.*.よ 弖 だ ろ う。

c.*旦 だ ろ う。

蓋然 性判 断 は命題 の成 立 の確 か らしさを表 す モダ リテ ィで あ る。 「カモ シレナ イ」 と
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「二違 イナイ」がこれに属する。

証拠性判断 は話 し手が行 う推論 の根拠がなんらかのかたちで文脈 に存在 していること

を表す類型である。 「(連 用)ソ ウダ」はモダ リテ ィの内側の命題 にテンスが分化 しな

い点でモダ リテ ィ形式の中では異質ではあるが、証拠性判断を特徴づける副詞 「ドウヤ

ラ」 と共起す ることなどか ら、ここに入れてお くのが適当であろ う。

(14)こ の分だ と、会議 にどうや ら間に合いそうだ。

伝聞は情報が話 し手 の判断か ら得 られた ものではな く、第三者によ って もた らされた

ことを示す類型である。話 し手の判断 を表 さないことは、森山(1989)の 「思 ウニ」テス

トから明 らかであろ う。

(15)*思 うに彼 は今 日は来 られないそ うだ。

この点 で、伝聞を認識的モダ リテ ィとすることには問題がないわけではない。

3.2.「 ノデハナイカ」の位置づけの検討

さて、前節で本稿で仮定す る認識的モダ リテ ィの類型を提示 した。以下ではこのよう

な下位類型 を認識的モダ リテ ィの体系 とす ることを前提 に、二っの観点か ら 「ノデハナ

イカ」の位置づけにっいて考察す ることにす る。二っの観点 とは、 さまざまな下位類型

に属す る形式 との共起関係 と認識的モダ リティに関する副詞 との共起関係である。

3.2.1.認 識的モダリテ ィの諸形式との共起関係

まず、第一の観点 として、認識的モダ リティの諸類型の形式 との共起関係を検討す る

ことにす る(森 山(1988)参 照)。 これは、同 じ類型に所属す る形式には共起関係が成立

せず、異な る類型 に属す る形式 には共起関係が成立す るという一般原則か ら導かれ るも

のであ り、妥当な手順であると考 えられる。認識的モダ リテ ィの中での 「ノデハナイカ」

の位置づけを探 るうえで も、まず、 この点 を検討 しなければな らない。
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しか し、 「ノデハナイカ」 と認識的モダ リティの形式が共起 した実例 はほとん どみる

ことがで きず、管見 の限 りでは、わずかに次 の例を見たにす ぎない。

(16)(略)、 こうい うことも、逆に、普通では耐えがたい、何か爭心的拘束を痛

烈に感 じる人間であればこその、それとの闘い、あるいはそれか らの逃避 の

表われ とみるべ きか もしれないのではないか。(世 界)

これは、例 が存在す るということよりもむ しろ、ほ とんど見 ることができない とい うこ

との方 に注意 しなければな らないので はないかと考 える。 「デハナイカ」(田 野村分類

の第1類)と 比較 してみて も、この形式が他の認識的モダリティの形式 と共起する例が

しば しば見 られることとは対照的であ る。(17)は 「デハナイカ」が 「カモ シレナイ」 と、

(18)で は伝聞形 「ソウダ」 と共起 している。

(17)佐 和子 「中学の時で しょ。仕方 ないわよ」

由紀雄 「信 じるか」

佐和子 「え?」

由紀雄 「今の話、 か もしれないじゃないかゴ(さ わ)

(18)担 任 「よ くや ったな。北尾」

実加 「何ですか」

担任 「前野の叔父 さんか ら聞いた。お前の通報のお陰だ弖 弖 じゃないか」

実加 「(吹 っ切れない顔で)… …」(ふ た)

なお、 「デハナイカ」 と認識 的モダ リティとの共起 の現象にっいては該当する章で触れ

ることにす る。

さて、上 に述べた事情で、実例 を手 がか りにすることがで きないので、作例 によって

検討す ることにす る。次 の例 を参照されたい。

(19)a.?彼 女 ぽまだ部屋にいるか もしれないん じゃないか。

b.??彼 女はまだ部屋 にいるようなんじゃないか。

c.??彼 女 はまだ部屋 にいるらしいん じゃないか。
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判断は微妙であるが、いずれの例 もまった く自然であるとは言い難いように思 う。 この

ことが、先 に見たよ うな、実例の少な さに反映 されているとも考 えられる。結論的に言

うと、 この観点 は 「ノデハナイカ」の位置づけに対 して積極的な根拠 を示す ことはで き

ないようである。

3.2.2.モ ダ リテ ィの副詞との共起 関係 、

第二 の観点 は、モダ リティの副詞 との共起関係によるものである。モダリテ ィの副詞

を文末 のモダ リティと直接結びっけて考えることは危険であると思われるが、ある程度

の手がか りを与 えて くれる存在であることは疑いようがないと考 える。また、モダ リテ

ィに関係す る副詞にっいては、いまだ充分な検討がなされているとはいえない状況であ

るが、中右実(1980)な どの研究があ り、最近では、森本1頂子(1994)の ような意欲的な研

究 も見 られるようになった。 ここで考えたい と思 うのは、中右によって 「価値判断 の副

詞」 と名づけ られているものにあたる。

認識的モダ リティの諸類型は、それぞれの意味特性に即 して特徴的なモダ リティの副

詞を持 っている。例えば、次のような例を考えてみよう。

(20)a.ひ ょっとす るとあの店 は今 日はお休みかもしれない。

b.??ひ ょっとす るとあの店 は今 日はお休みのようだ。

(21)a.??ど うや ら彼 は最近疲れているか もしれない。

b.ど うや ら彼 は最近疲れてい るようだ。

「ヒョッ トスル ト」 は蓋然性判断の形式の中で も 「カモシレナイ」とともに使われ るこ

とが多 い副詞 である。 このよ うな副詞 は、 「ラシイ」のような証拠性判断 の形式 とは共

起 しに くい ことが分か る。逆 に、証拠性判断 と共起する 「ドウヤ ラ」は 「ヨウダ」 とは

共起す るが、 「カモ シレナイ」 とは共起 しにくい。この観点 はあ くまで状況証拠的、補

助的な手続 きではあ るが、ある程度の手がか りは与 えて くれると思われる。認識的モダ

リティの類型 にしたがってモダ リティの副詞を簡単に整理すると次のような表にまとめ

られる。
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(22) 推量 タ ブ ン、 オ ソ ラ ク、 キ ッ ト等

蓋然性 ヒ ョ ッ トシ タ ラ、 タ ブ ン、 オ ソ ラク 、

キ ッ ト、 十 中 八 九 等

証拠性 ドウヤ ラ、 ドウモ等

伝聞 聞 ク トコロニ ヨル ト等

それでは、 「ノデハナイカ」と共起す るモダ リティの副詞 を観察す ることに しよう。

認識的モダ リテ ィの類型の中で主 として問題になるのは、推量 と蓋然性判断、証拠性判

断だと思われるので、 これを中心に見ることにする。(23)を 参照 されたい。

(23)a.

b.

C. 騰 ると}　　 　 臨

筆者には(23)の 例はいずれ もそれほど不 自然 とは感 じられない。 この例を見るか ぎり丶

「ソデハナイカ」は問題 になる副詞のすべて と共起することが可能であるように思 われ

る。

「ノデハナイカ」 と共起す るモダリテ ィの副詞についての実例を補 っておこう。まず、

主 として推量 と蓋然性判断 と共起する副詞の例 としては次のようなものがある。

(24)言 い訳 を絶対 にしない陳だが、おそ らく敗因 はそのあた りにあ ったのではな

いか。閉塞 した状況に風穴 を開けるべ く、必死の思いでや って きた挑戦者 と、

その挑戦 に同情の念を禁 じ得ない鉄人。(鉄 人 皿)

(25)そ うい うことが始 まったの は、たぶん野球選手がゼ ッケンをっけは じめた時

代か らではないか とい う気が します。(Jリ)

(26)「(略)そ れが、 もしかした らあの番組に出た ら、暗闇の向 こうになにか、

ほん とに小 さいんだけど、明 るい出口みたいな ものが見っかるん じゃないか、

(略)」(鉄 人 皿)

(27)マ ス ・メディアがそのようなナ ンセ ンスを くりかえ した ことにっいては、ゑ
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よっとしてJリ ーグの 「理念」を正 しく述べると、自分たち(ス ポー ッを利

用 して金儲けを しているマス ・メデ ィア)の 首を締めることにっなが るとい

う自覚か ら、その ことをわ ざとはぐらかすべ くオチャラケた"論 議"を くり

かえ したのではないか、と勘 ぐりた くもなる。(Jリ)

次に、証拠性判断の形式 と共起する副詞 とノデハナイカが共起す る例を挙 げる。

(28)丸 谷 「豆腐 といえば、湯豆腐は実に うまかった。っい うっかり確かめられな

か ったけれ ど、 どうも京都 の豆腐 じゃないか って気が しました。」

(日本)

ここで見たように、 「ノデハナイカ」はさま ざまな類型を特徴づける副詞 と共起する

ことが可能であ る。 「ノデハナイカ」が認識的モダ リティの体系の中で どのような下位

類型に属 しているか ということをモダ リテ ィの副詞 との共起関係を手 がか りに して設定

することはむずか しい と結論づけざるを得ない。

3.2.3.考 察の帰結

以上、二 っの観点か ら 「ノデハナイカ」の位置づけにっいて検討を加えた。簡単 に、

その帰結を考 えてみたい。

この節 の議論で示唆 された ことは次の二点 にまとめられる。

1)「 ノデハナイカ」は認識的モダ リティのどの類型 とも共起 しに くい。

2)「 ノデハナイカ」は認識的モダ リティの類型のそれぞれに対応す るモダ リティ

の副詞 と共起す る。

この二っの示唆 は、 「ノデハナイカ」がこれまで設定 されてきたどの下位類型 にも積

極的に位置づけることがで きない とい うことを示 している。 これをどのよ うに考 えるべ

きであろうか。本節で用 いた二っの観点に手続 きと しての妥当性があ るのであれば、そ

こか ら得 られた帰結 自体 に意味があると考 えることが許 されるのではないか。っま り、
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これまでに考え られて きた下位類型 とは異質な性質を持っ類型を 「ノデハナイカ」を位

置づけるために、設定 しなければな らないのではないか ということである。そのよ うな

可能性を探 るために、 「ノデハナイカ」の機能 を検討 してい く必要がある。次節では副

詞 を手がか りに、そ して5節 では文脈か らの検討を含めて考 えていくことにす る。

4.「 確力」によるモダ リティの統制

前節で 「ノデハナイカ」を認識的モダ リテ ィの類型 の中に位置づけるために、い くっ

かの観点か ら検討を加えた。そこでは、 「ノデハナイカ」をこれまで に設定 されて きた

ような類型の うちのひ とっと して位置づけることはむずか しいということが示唆 された。

本節ではこれを受けて、 「ノデハナイカ」の意味を考える上での一っの視点 としてある

種の副詞に見 られ る現象 にっいて考えてみたい。

モダ リティに関係 を持 つ副詞を代表するものは前節で取 り上げたタイプのものである

が、副詞のなか にはもっとさまざまなかたちで文末 のモダ リティに影響を与えるものが

ある。 ある ものは、その副詞が使われることによって、ある種のモダ リテ ィ(特 に認識

的モダ リテ ィ)の 出現 を不可能 にす るとい ったかたちでの制限を加える。 このような現

象を 「副詞 による文末形式の統制」と呼ぶ ことにしよう 。 この現象に注目す ることの

利点 は、単純 に対話や談話を取 り上げたとき、 とか く曖昧になりやすい 「文脈」をより

明示的 に取 り出すことができるという点である。

「ノデハナイカ」の 特徴 を分析す るにあた って役に立っ副詞として、本章では 「確力」

と 「確 カニ」を取 り上 げて、検討を加 えたい。 これ らが認識的モダリティに加える統制

を観察 し、そこで得 られた知見を 「ノデハナイカ」 に応用す ることによって、 「ノデハ

ナイカ」の意味的な特徴 を明 らかにす ることを試みたい と考える。 「確 力」による文末

形式 の統制 については、本稿の他 の章で も扱 うことがあるので、 ここで一節を さいて、

やや詳 しく議論 してお く。 「確 カニ」 について は、次節で多少その示唆す るところにっ

いて、触れることにする。

4.1.「 確力」 とその統制
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「確 力」が文末形式に及ぼす影響 については、森本順子(1994)と 森山卓郎(1992)に も

指摘がある。以下の議論では、 これらによって得 られた知見 も、適宜参照す ることにし

たい。

「確力」は言及す る命題が話 し手 の記憶 にあることを確認するとい う機能を持 ってい

ると考えることがで きる。文末形式、あるいは認識的モダ リティの下位類型 としては話

し手の記憶の検索 とい う機能を実現す るような専用 の形式は存在 しない。 この点で、

「確力」の機能を考 えることは、文末 に実現 される話 し手の主観性あ るいは 「判断」よ

り細かい特徴づ けを明 らかにすることにつながることが期待 される。

まず、実例を観察す ることか ら始めよう。次 のような例が、 「確 力」の典型的な例で

ある。

(29)シ ューベル トの 「菩提樹」の幹に も、た しか、愛の言葉が彫 られていた。

(天声1988/10/11)

(30)香 織 「坂 口って、里美先生 の担任だ ったんで しょう?」

由布子 「え一、ホ ント?」

香織 「確かそ うですよ」(桜 の)

例文(29)で は、 「シューベル トの 「菩提樹」の幹に愛の言葉が彫 られていた」 とい う命

題を、話 し手 の記憶をた どりなが ら確認 してい ることを表わ しているし、例文(30)で は、

「坂 口先生が現在教師である里美先生の学生時代の担任だった」 とい う命題 を自分の記

憶に照 らし合せて確認 していると考え られる。 これ らの例文が 「確 力」の機能を端的に

示 していると考 えてよい。

それでは、 「確 力」は どのようなかたちで文末形式、特 に本章での関心 にしたがえば

認識的モダ リティに影響を与 えるのであろうか。

「確 力」が文末形式 に対 して及ぼす影響について、森本順子(1994)と 森山卓郎(1992)

が興味深い観察 をしている。 これ らの先行研究によれば、 「確力」は 「ダロウ」が文末

に付加 された文 には現 れにくい。次例 を参照 されたい。

(31)a.勲 私 が入試を受けたのは雪の降 るとても寒い日だった。

b.??確 か私が入試を受けたのは雪の降 るとて も寒い日だ っただろう。
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例文(31a)は 文末が確言形を取 っており、全体 として 自然な文になっている。 これに対
'し て

、文末 に 「ダロウ」が付加された例文(32b)は 容認性が低いと思われる。 しか も、

この現象は、 厂ダロウ」 に限 った ものではなく、大部分 の認識的モダ リティにっいて観

察 されることである。

(32)a.勲 入試の とき僕は君 の隣の席だ った。

b.??確 か入試の とき僕は君の隣の席だ ったか もしれない。

(33)a.確 か火曜日はあの喫茶店 は休みだ。

b.??確 か火曜 日はあの喫茶店 は休みのようだ。

(34)a.勲 今度の研究会は彼が発表する。

b.??確 か今度の研究会は彼が発表する らしい。

例文(32)は 蓋然性判断の例、例文(33)と(34)は 証拠性判断の例である。 どの例 を観察 し

ても、確言形の例はまった く自然であ るのに対 して、認識的モダ リテ ィの形式 が付加 さ

れた例 は不自然 であ る。

証拠性判断 は、なん らかの証拠が存在 し、そ こか ら推論によって 「判断」にいた ると

い う意味を持 ってい る。推論のあ り方 に一定 の特定化が加わっている点で、蓋然性判断

な どと比べて、有標(marked)な 「判断」を表わす類型であると考えることがで きる。

そのような性質か ら、記憶の検索 とい う 「確力」の機能 とは、相容れない ということも

考えられるだろ う。 しか し、そのような考 え方 は、蓋然性判断や推量については当ては

めることはで きない。やはり、 「確 力」は確言形を文末に要求するとい うことで説明す

るのが適当なのだろうか。

この一般化 を支持す ると思われる現象がある。認識的モダリティか らは離れて しまう

が、表現類型 のモダ リテ ィに関 して も、 「確 力」がかなり厳 しい制限を加えていること

を示す現象 として、次 のような対照を挙げることができる。

(35)a.勲 昨 日は彼女 の誕生 日で した。

b.*勲 昨 日は彼女 の誕生 日で した彑?
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例文(35)に 見 られる対照か らも明 らかなように、 「確力」は確言形 によって断定 された

平叙文 には現れ ることができるが、疑問文 には現れることがで きない8。 これ も、 「確

力」がその文末形式 に確言形 あるいは確言形によるモダ リティとしての 「断定」 とい っ

た ものを要求す ると仮定す ることで説 明で きるのである。

しか し、 このような一般化では不十分であることを示す現象を指摘することができる。

「確 力」 は、前 に見 たように、 「ダロウ」や 「カモ シレナイ」といった形式 とは共起す

ることがで きなかったが、共起で きる形式 もある。例えば、伝聞形は 「確 力」 と共起 し

てもそれほど不 自然 にはな らないように思われ る。次例を参照のこと。

(36)勲 太郎 はクリスマスは嫌 いだ と言 ったそうだ。

ただ し、この例 が自然だ としても、 「確 力」が文全体を修飾 しているのか、あ るいは命

題部分だけを修飾 しているのかという問題は残 る。

「確 力」 との共起 において重要 な形式 としては、 「ハズダ」や 「ト思 ウ」が挙げ られ

る。 これ らは、従来の研究 においても指摘 されてきたし、実例で も見ることがで きる。

例文(37)(38)は 「ハ ズダ」の例、例文(39)は 「ト思 ウ」の例である。

(37)ギ ーゼキ ングは一八九五年 の生まれ。た しか ヴィルヘルム ・ケンプ と同年の

はずであ る。(世 界)

(38)梅 津 「いつ頃だったか、東京か らきた男 と一緒 に姿 を消 しちゃって さ……そ

れ っき り」

赤沢 「そ うですか……そうだ ったんですか……」

梅津 「勲 横 田と一緒に写 した写真があった筈だが……」(泣 き)

(39)受 験率ほぼ一倍 というその ときの入学試験 は、実技試験はあ りきた りの石膏

デ ッサンで、学科試験 とい うのはワラバ ン紙 が一枚 くばられて きて、そこに

何か適当な論文 を書 くのだ った。た しか 「芸術にっいて」 とい うような題だ

った と思 う。(父 が)

このよ うな現象 は、先の一般化に修正 の余地があることを示 している。

ここまでの観察をまとめてみると次のようになる。
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1)推 量や蓋然性判断のような認識的モダ リティの諸形式は一般的に 「確 力」 とと

もに用いることはで きない。 「確 力」 は基本的に確言形 とともに使われる。

2)「 確 力」 と共起する形式 としては、 「ハズダ」や 「ト思 ウ」が挙 げられ る。

問題は、 この二っの観察 をどのようにして統合 してい くか とい うところにある。それに

は、 「ハズダ」 と 「ト思 ウ」 の意味的な共通性 にっいて考える必要があると思われる。

この共通性 のために、両形式 は 「確 力」の共起にっいて同様の振 る舞 いを示す。 しか も、

この共通性 は、同時に、推量 や蓋然性判断を排除す るような意味特徴でな くてはな らな

い。 これによって、 このよ うな形式が 「確 力」 とともには用い られないことが説明 され

るのである。

「ハズダ」については、寺村秀夫(1984)に 「説明のムー ド」のひとつとして推論の介

在 とい う観点か らの分析があるほか、仁田義雄(1991)も 推論の様態に関わる形式 として、

位置づけてい る。奥田靖雄(1993)で は、 「私は当然のこととして判断す る」 という意味

が取 り出 されている。また、 厂ト思 ウ」 については、森山卓郎(1993)が 「情報 の個人性

の表示」 という分析を示 している。

これ らを見てみると、 「ハズダ」と 「ト思 ウ」は、確言形の表わす断定 と完全に同一

ではないにせ よ、ある意味で話 し手 の確信を述 べる形式 であるということは想定 してよ
「 いように思われ る

。実際、 「ハ ズダ」には、聞 き手 と共有 されている、あるいは聞 き手

も知 ってい ると見込 んでいる情報 を伝達 し、確認するといった機能があることはよく知

られている。このような情報は、当然、話 し手にとって は確実だ と想定 される。

(40)昨 日、今度遅刻 した ら罰金だ と言 ったはずだ。

例文(40)は 、話 し手 自身の発言 を相手に確認す るのに、 「ハ ズダ」が使われてい る。 こ

の例で、推論を働かせて、そのよ うな帰結を導 いたと考 えることはで きない。

これに対 して、話 し手 自身の発言に言及する場合で も、 「カモ シレナイ」のような蓋

然性判断 の形式ではそれが話 し手 にとっては不確かで、不明なことであるとい う意味を

付 け加えて しまう。
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(41)昨 日、今度遅刻 した ら罰金だと言 ったかもしれない。

このように、蓋然性判断や推量の形式 と 「ハ ズダ」 「ト思 ウ」を分 けるのは、話 し手

にとってその命題が確実であるとい うことが、いずれかのレベルで表示 されているとい

うことであ る。 ここで、ある命題が確実であるとい うのは、確言形による断定を含むが、

そのよ うに直接的に確言形 として実現 されるものだけではない。 この上に、 「ハズダ」

「ト思 ウ」等 の形式 に共有 されている抽象的な意味的概念 としての 「確言性」 とい うも

のが存在 しているとい うことになる。 この意味で、 「確力」 との共起 の問題 は、本稿を

通 して の主題である 「判断」の実現 という問題 に対 して、大 きな意味合いを もって くる

と考え られ るのである。

4.2.「 確力」による統制 と 「ノデハナイカ」

「確 力」の共起 に関 して、文末形式 はその共起を許 さないタイプと許すタイプの二っ

に分 けられた。前者 は、抽象的な意味での 「確言性」を含まない もので、後者 はそれを

含むと想定 され るものである。 ここで 「確 力」の使用条件に、抽象的な レベルとはいえ、

「確言性」が必須であると考 えたわけであるが、これは、記憶中に情報が どのようなか

たちで収納 され るか とい うことに関わ ると思われる。情報は記憶 に収納 されるとき、モ

ダリテ ィが付加 されない、確言の形式で収納 されなければな らない。 「確 力」による文

末形式 の統制 は このような事情を反映 していると考えるのである。

それでは、以上の議論が 「ノデハナイカ」の分析に対 して どのような帰結を もた らす

かを見 ることに しよう。上での議論が正 しいラインで行われているとすれば、 「確 力」

の共起 が可能であるか否 かによって、あるレベルで、仮 に 「確言性」 と呼んでいた よう

な意味特性が取 り出せるかどうかが決 まって くる。

次例 を参照 されたい。

(42)リ カ 「 一 カンチ、どうしてます」

和賀 「あいつ は、勲 外回 りで今 日は戻 らないん じゃないかな」(東 京)

(43)丸 谷 「それに雪国かな らず しも寒 くはないんですね。暑す ぎる くらい。(笑)

た しか日本でいちばん高 い気温 の記録は、山形県が持 ってい るん じゃ
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ないか しら。」(日 本)

(44)開 高 「(略)モ ームは第一次世界大戦のときはジュネーブでスパイを してい

るんだか らね。 『スパイ』 という作品があります。 また、美術館がで

きるくらい印象派の絵 を集めててね、ニースにえらい別荘を構えてて、

それがいまた しか美術館 にな っているん じゃないかな」(美 酒)

これ らの実例か ら明 らかなように、 「ノデハナイカ」は 「確 力」 と共起す ることができ

る。 また、上に挙げている例 は、すべて 「ノデハナイカ」に 「カナ」あるいは 「カシラ」

が付加 されたかたちにな っているが、 これは発話が聞 き手めあてでないことを明示する

機能 を持 ってい ると考え られる。記憶 中の情報 を検索する作業 は、現実 に聞 き手が存在

していることとは無関係に、いったん聞 き手の存在を考えずに独話的に行われることが

多い とい うことであろ うか。いずれにせよ、 「ノデハナイカ」の機能を考えるに当た っ

ては、それほど問題にはな らない。

記憶中の情報検索を表わす副詞 「確 力」 との共起は、 「ノデハナイカ」が意味特性 と

して 「確言性」 を有 していることを示 していると考えられる。本節では、この特性を利

用 して、 「ノデハナイカ」の機能上の一特徴を指摘 した。

5.「 ノデハナイカ」の機能

前節で記憶申の情報検索を表示す る副詞 「確力」 との共起関係から 「ノデハナイカ」

の意味 にっいてひ とっの特徴を指摘 した。 「確力」 との共起関係が成立す るところから、

「ノデハナイカ」は意味特徴 としての 厂確言性」を有 していると考え られる。 この点で、

「ダロウ」や 「カモ シレナイ」といった認識的モダ リティを代表する形式 とは際立 った

異なりを有 していることが明 らか になった。 これ らの形式は、 「確力」 と共起すること

ができず、 したがって、意味特徴 としての 「確言性」を もっていないと考えられるか ら

である。そ して、それが 「概言」(寺 村秀夫(1984))と いう用語 で一括 されて きたゆえ

んであると考 えることもで きるだろう。

しか し、現実の談話 を観察する場合、 「ノデハナイカ」 と 「概言」を表わす諸形式に

は機能的に近い関係が認め られることも事実である。例えば、例文(45)に おいて、 「ノ
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デハ ナ イカ」が用 い られ てい る部 分 に 「カモ シレナ イ」 が使 わ れていて もそれ ほ ど大 き

な意味 的相違 を生 じる とい った こ とは ない し、 また 、例文(46)の 「カモ シ レナ イ」 の代

わ りに 「ノ デハ ナイ カ」 を使 って もほぼ同 じ意 味 を表 わす こ とがで き る。

(45)と い って も、何 も嫌 い にな って しま うことはないだ ろ う。 ただ 、ひ ところの

よ うに好 きで い られ るか どうか は、少 々あや しい。そ うして、今 で さえ、 も

うか って の よ うに しば しば きかな くな って い る上 に、 あ と何年 か した ら、 も

う、 ほ とん どきか な くな って しま うので はないか とい う気 が 、かす かだ が、

す るので あ る。(私 の)

(45)'あ と何年 か した ら、 もうほ とん どきかな くな って しま うか も しれ ない とい う

気 がす るので あ る。

(46)「1略)… あなたな ら、宣伝でないなにかを この映画に加え られるか もしれ

ない。 … これ が、私 があ なた を選 ん だ最大 の理 由 とい え るで しょう。… どう

です 、 この話 を受 けて くれま せんか」(幻 の)

(46)'あ なた な ら、宣 伝 でな いな にかを この映画 に加 え られ るので はない か。 これ

が 、私 が あ なた を選 んだ最 大 の理 由 とい えるで しょう。

これ らの例 か ら明 らか な よ うに、 しば しば蓋然 性が低 い ことを表 わす とい う点 で、 「ノ

デハナ イ カ」 は 「カ モ シ レナ イ」 と類似 した点 を持 って いる と考 え られ る。

で は、 「ノデ ハナ イカ」 と他 の認 識 的 モダ リテ ィの形 式 との意 味 的な相違 は どの よ う

な点 に求 め られ るの だ ろ うか。特 に、そ の中で も、 「カモ シ レナ イ」 との相違 は しば し

ば微 妙 で あ るよ うに思 わ れ る。前 章 や3.2.2.で 見 たモ ダ リティの副詞 との共 起 に

おいて も、工藤 浩(1982)が 指摘 してい るよ うに、 「ノデハナ イカ」 は 「ヒ ョッ トシタ ラ」

「モ シカ スル ト」 とい った副詞 と共起 す る ことが多 か った。 これ らの副詞 は、言 うまで

もな く、主 と して 「カモ シレナイ」 と共 起す る副詞 であ る。 「ノ デハ ナイ カ」 の意 味 ・

機能 を考 え る には、 「カ モ シ レナ イ」 との比較 とい った観点 が有 益で あ る し、それ と同

時 に これ らの違 いを 明 らか にす る よ うなか たちで記述 され なけれ ばな らな いよ うに思わ

れ る。 本節 で は、認識 的 モ ダ リテ ィの典 型 的な形式 と して 「ダロ ウ」の意 味 も参考 に し

なが ら、 これ らとめ比 較 を通 して 、 「ノデハナ イカ」 の意味 的特徴 を明 らか にす る こと

を試 み る。
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さて、 「ノデハナイカ」の機能 がもっとも典型的にあ らわれ、同時に 「カモ シレナイ」

や 「ダ ロウ」などの認識的モダリティの形式 との相違が明 らかになるような状況 とは、

どのような ものであろうか。認識的モダ リティの形式 には置 き換 えに くい 厂ノデハナイ

カ」の例をい くっか観察 してみることに しよう。例文(47)と(48)で 、 「ノデハナイカ」

の代わ りに 「カモシレナイ」を使 うことは難 しいように思われる。

(47)健 一 「そ う。あの、国文科 に牧村房子 さんと」

実 「倉持 さとるさんていますか?」

A「 倉持?」

健一 「そ う。倉持 さん と」

B「 いない{ん じゃないかなあ/#カ モシレナイ}」(林 檎1)

(48)喜 美子 「私、誰か死んだのか と思 っちゃった」

麗子 「私 も…やっぱり、夜、緊急連絡ですとか言 った ら、一瞬思 うよね、誰

か死んだ{ん じゃないか/??カ モ シレナイ}っ て」(桜 の)

(47)は 、以前聞いた大学名を頼 りに人を探 している場面である。尋ね られた学生たちに

は、ま った くその名前に記憶がなく、思い出す手立て もない といった状況であると考え

られ る。(48)も 同様、予想 もしない緊急連絡にあた って、なんの根拠 もな く浮んだ考 え

を話題 に していると考えることができる。 この二例に共通す る特徴 としては、話 し手が

なん らかの判断を下す ということがで きないような状況であるとまとめてよいように思

われる。判断 は、それが断定的な ものであれ、不確かだ といったあり方 のものであれ、

現場的な状況や過去の知識、一般的知識 などか ら推論することによって得 られるもので

あ り、上の例文の状況 にはこのよ うな推論 の根拠が欠けていると考え られるのであ る。

このように、 「ノデハ ナイカ」の機能上 の特徴 を、判断を下すための根拠の欠如 とい

う観点 から捉 らえるとき、 この形式が認識的モダリティの体系の中で持つ意味合いも明

らかになると思われる。 っま り、判断 の成立を前提 とす る認識的 モダ リテ ィが使用 され

たとき、話 し手 にはなん らかの意味での根拠が存在するということが含意 される。 「ノ

デハナイカ」 の使用には、このよ うな含意が生 じるのを避けるといった意味がある と考

え られ る。例 えば、知 り合いが急 ぎ足で どこかに向か っているのを見かけたとす る。確

かなことは分か らないし、推論するための根拠 もないという場合、
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(49)甲 「彼 、 ど こに行 くのか な?」

乙 「さあ、 図書館 に{行 くん じゃな い/#行 くか も しれな い}?」

のよ うに、 「ノデハ ナ イカ」 は使 うこ とが で きるが、 「カモ シ レナイ」 はかな り難 しい。

次例 も同様 、判 断 を下 す だけ の根拠 が欠 如 して い ることを示 すた めに 「ノデハ ナイ カ」

が使 わ れて い る。

(50)山 崎 「長 崎 を歌 う歌謡 曲が た くさん作 られ たのは、 いっか らなんで すか」

丸谷 「戦 後 、昭和 二十年代 の後 半か ら じゃあ りませ んか。(略)」

(日 本)

(51)「 重 症 な んです か」

取 り囲ん だ記者 が聞 く。

「さあ、 それ は。散 弾 を一 っ一 っ摘 出す るのに時 間が かか るんだ と思 い ます」

「まだ、一 、二時 間 は…」

「それ ぐ らい はか か るん じゃな いで すか」(新 聞)

さて 、 「ノデ ハナ イ カ」 の機能 を、判 断 にいた るため の根拠 の欠如 とい うことに求 め

る分 析 を提 示 したが 、 これを支持 す る現 象 を二 っ追加 してお こ う。第一 の現象 と して、

(52)と(53)の 対比 を参 照 された い。(52)は 話 し手 自身 の意志 的行為 にっ いて、(53)は 第

三 者 の行為 につ いて の言 及で あ る。

(52)甲 「君 も行 くの?」

乙 「うん 、暇 があれ ば行 く{??ん じゃないか/か も しれ ない}」

(53)甲 「彼 も行 くの?」 ・

乙 「うん 、暇 があ れば行 く{ん じゃないか/か も しれ ない}」

この対 比 か ら明 らか なよ うに、話 し手 の意 志 に よって コン トロールす ることが可 能 な未

来 の行 為 につ いて言 及す る とき、 「ノデハ ナイ カ」 を使 うこ とは難 しい。 この点 を は っ

きりさせ るため に、実例 を補 って お く。
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(54)雅 子 「(そ の様子 に)野 口さん と何かあったの?」

美代子 「(暗 くな って)… 別れる{か もしれない/#ン ジャナイ}」

雅子 「(本 気 にせず)ま た?」(逢 い)

(55)夏 が過 ぎ、秋 も終わろうとしていた。一 の酉の夜、私は秋子の部屋 にいた。

秋子が不意に言 った。

「わた し、やめる{か もしれない/#ン ジャナイ}」

「なにを?」

「この商売を」(娼 婦)

一般 に話 し手の意志 によってコン トロールできる未来の行為は、話 し手にとっては潜在

的に接近可能な情報 として扱われる。 このため、推論を発動するための根拠の欠如 によ

る判断の不成立を表わす 「ノデハナイカ」 とは適合 しないのだと解釈することがで きよ

う。 この現象 は本章での議論 をサポー トす るものだ と考えられる。

第二の現象 と しては、相手から与え られた情報を受け入れることがで きるか どうかで

ある。 これは特 に 「確 カニ」によるモダ リティの統制によって明 らかにす ることができ

る9。 まず、 「確カニ」が用い られている例か ら観察す ることに しよう。

「確カニ」には情報の確認行為を表 わす 「事実確認」の用法 と相手からの情報の受け

入れ表示を表わす 「命題受容」の用法 がある。(56)が 事実確認、(57)が 命題受容の例で

ある。

(56)甲 「君、本当 に出席 したの?先 週の金曜 日の授業だよ」

乙 「ちょっと待てよ。 うん、確かに出席 した。間違いないよ」 〔事実確認〕

(57) 一大原 「焼 き鮎 のダシってカブによく合うんだね!」

山岡 「確かによく合い ます。だが…ただそれだけです」 〔命題受容〕

(美味)

ここで問題 に したいのは命題受容 の用法である。 この用法のとき、文末 に 「ダロウ」や

「カモシレナイ」は現れ ることが可能である。
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(58)来 日した残留 日本人孤児の代表が 「肉親捜 しは、海の中か ら一本の針を拾い

出す ような ものだ とい っているが、た しかにそ うだろ う。

(天声1985/09/11)

(59)あ るとき、城山三郎さんに言われた。

「それだけ、体に気を使 っているのに、煙草 をやめないのは不思議だね」'

た しかにそうか もしれない。 しかし、歯を磨 くのは、体のため ももちろんあ

るが、私 にとっては、趣味なのである。(趣 味)

一方、 「ノデハナイカ」は 「確カニ」 と共起 しにくい。

(60)確 かにおっしゃるとお り{か もしれ しれません/??な ん じゃないで しょうか}

また、 「確 カニ」の有無にかかわらず、相手の意見の受容 を表わす文脈では 「ノデハ

ナイカ」は使いに くい。(61)は その例である。

(61)「 魚川 さん、や っぱ り、 しつこす ぎたのよ」

咎める声である。

「そ う{か もしれない/#ナ ンジャナイカ}」

彼 は膝の上 に眼を落 とした。そこには、先刻杉子 に押 し戻 された大 きな花束

が横たわ っている。(花 束)

ここで指摘 されている現象をまとめると、相手の意見、判断を受け入れるとい う状況で

は認識的モダリティの 「ダロウ」や 「カモ シレナイ」を使 うことはで きるが、 「ノデハ

ナイカ」を用 いることはで きない と記述することがで きる。 「確 カニ」はこのような文

脈を明示化する働 きを しているのである。

以上 の現象はどのように解釈 されるのであろ うか。 ここでは、命題受容が相手 の判断

を一時的 にせよ受け入れるとい うことを表わす ことに注 目す るべきだ と考 える。つ まり、

相手の判断を受 け入 れるとい う機能と、 「ノデハナイカ」の持っ判断の不成立 とい う機

能が相反す るために容認性が低 くなると考えれば、この現象 も本章での議論に支持 を与

えるもの と言え る。
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このよ うに、話 し手 にとって統制可能な未来の出来事、また相手の判断の(一 時的)

受容 といった二っの状況では認識的モダ リティの形式(特 に 「カモシレナイ」)を 使 う

ことはできるが、 「ノデハナイカ」を用いることは許 されない と考え られる。 この こと

か ら、本節で主張 しているように、 「ノデハナイカ」の機能 として、判断することがで

きない状況で聞 き手 になん らかの示唆 を与 えるとい うことを取 り出す ことがで きる。 と

ころで、 ここで、第1章 で設定 した疑 問文の条件を想起する必要があるだろう。疑問文

の条件 として、本稿では、次の二っの条件を設定 した。

(a)話 し手 には命題内容の真偽判断、あるいはその命題を構成する情報の一部

が欠 けている。

(b)話 し手はそれを聞 き手に問いかけることによって充足す ることを意図す る。

第1章 では、(a)の 条件を不確定性条件、(b)の 条件を問いかけ性条件 と呼んだ。

本節で述べたようなかたちで 「ノデハナイカ」の機能を特定す ることができるな ら、

上の二っの条件 との関連で一っの帰結が得 られ る。っまり、 「ノデハナイカ」は問いか

け性条件を喪失す ることにより疑問文 としての情報要求機能 を失い平叙文 に移行 して も、

不確定性条件は維持 しているということである。話 し手が判断を くだす ことがで きない

状況でなん らかの示唆を聞 き手 に与え ることがで きるのは、 「ノデハナイカ」に不確定

性条件が維持 されていることによって保証 されているのだと考えてよいのではないだろ

うか。 、

この ように考えると、 「ノデハナイカ」が認識的モダリテ ィと同様 に使用 され、話 し

手の主観表現 の一種 として機能するということは、前に述べた、言語形式のス トラテジ

ー的使用の一っ の例であり、 これが定着 された ことによって機能の拡張が生 じたのだと

考えられ る。話 し手が聞 き手 になんらかの判断を伝達 しなければな らない状況 には、判

断を下 せるだけの根拠が得 られている場合だけでなく、このような根拠が得 られない場

合 も存在する。 このような状況 を埋め る形式 として用いられ るのが、 「ノデハナイカ」

だと考 えるのである。

6.否 定疑問文の情報提供機能 との相違
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最後 に、情報提供機能 という観点か ら、 「ノデハナイカ」 と否定疑問文 の相違 にっい

て簡単 に触れてお くことにしたい。

前章で見 たように、 「ノデハナイカ」だけでなく否定疑問文 にも、本来平叙文が果た

す情報提供機能 を持 っと考え られるタイプの文 が存在 した。例えば、次のような例であ

る。

(62)甲 「山田さんはどち らですか?」

乙 「あれ、その部屋 に{い ませんか/い るん じゃありませんか}?」

この例では、 「ノデハナイカ」 と否定疑問文は置き換えてもそれほどの違 いを示 さない。

どちらの例 も、話 し手(乙)が 「山田 さんがその部屋にいる」 という見込 みを相手 に伝

えようとしてい る。

しか し、次 のような応答では両者 のあいだに容認性の違いが出て くる。

(63)甲 「あいつ、 まだ来ないのかな」

乙 「さあ、 もうそろそろ来 るん じゃない?」

上の例で、 「ノデハナイカ」を否定疑問文に置 き換えることはできない。

(63)'甲 「あいっ、まだ来ないのかな」

乙 「??さあ、 もうそろそろ来ない?」

(62)と(63)の 相違 は、 この発話 の話 し手が聞 き手 をどのよ うに評価 しているか という

ことに求め られ る。(62)で は、話 し手 は聞 き手を 「山田がその部屋 にいる」という話 し

手の見込みを確認す ることができる状況にあるもの として評価 している。 これに対 して、

(63)で は、 「話題の人物がまもなく来 る」 とい う話 し手の見込みを確認できない ものと

して聞 き手 は評価 されている。 この違 いが、 「ノデハナイカ」 と否定疑問文の情報提供

機能の違いだと考 えられる。

次 も同様 に説明で きる例である。次例は九州場所後半 に入 って調子が上がって きた横
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綱曙の相撲 について、解説者がアナウンサーにコメントしている場面である。

(64)ア ナ ウンサー 「曙 はいかがですか?」

解説者 「相手がよ く{見 えているん じゃないですか/#見 えていませんか}」

(大相撲ダイジェス ト1992/11/18)

この例 も、 「曙に相手がよ く見えている」 とい うことをアナウンサーに質問 していると

見 ることは難 しい。 これ もやはり解説者 の見込みを伝達する情報提供機能を認 めること

がで きると考 え られ るが、聞 き手であるアナウンサーはこの見込を確認で きる存在 とし

て評価することがで きないので、否定疑問文を用いることはで きないのである。

以上 の議論を、疑問文の成立条件 との関連で整理 し直すと次のようになるだ ろう。

「ノデハナイカ」が情報提供機能を もっ平叙文として用い られるとき、二っの条件の

うち、不確定性条件 は維持 しているものの、問 いかけ性条件 は喪失 していると考 えるこ

とがで きた。 このよ うに判断の不成立 という特徴をス トラテジー的に活用 し、認識的モ

ダ リティの形式 の使用不可能な状況を埋 めるのが 「ノデハナイカ」の談話機能である。

しか し、情報提供機能 を認め ることがで きる否定疑問文においては、さらに問いかけ

性条件を も維持 していると考 えることがで きるのである。話 し手 の伝達 している見込 み

を確認することがで きる存在 として聞 き手が評価 されているということは、問いかけ性

条件の一部を成 していると想定 していたか らである。 しかも、ここで問題 になるのは、

このよ うに考 えることが正 しければ、否定疑問文 による情報提供機能 と情報要求機能の

違 いが第1章 で設定 した疑問文 の条件で は説明できないとい うことである。そ こで、本

節では、上の条件に修正 を施 し、問いかけ性条件を二っの条件に分割す ることを提案 し

たい。修正 を加 えられた疑問文 の条件 は次のよ うなものである。

(a)話 し手 には命題内容 の真偽判断、あるいはその命題 を構成す る情報の一部

が欠 けてい る。

(b1)話 し手 は応答可能な存在 として聞 き手を評価す る。

(b2)話 し手 は聞 き手に問いかけることによって不確定性を解消す ること意図す

る。
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本稿の以下 の議論で、 この条件 に言及す る場合には、(b1)を 「聞き手評価条件」、

(b2)を 「問いかけ性条件」 と呼ぶ ことにする。疑問文の条件をこのように設定す る

ことによって、否定疑問文の情報提供機能 と情報要求機能、 さらに 「ノデハナイカ」の

情報提供機能 の違いを明示的に表示す ることが可能になると思われる。

7.お わ りに

以上 の議論を簡単 にまとめると、次の三点になる。

1)「 確 力」の共起か ら明 らかなように、 「ノデハナイカ」はその命題が話 し手

にとって は確実であるとい うこと(見 込み)を 意味的に含意す る。

2)主 観表現 としての 「ノデハナイカ」の特徴は、判断の不成立 ということを前

提 として話 し手 の見込を伝 えるところにある。この特徴 によって、認識 的モ

ダ リティが生起で きない状況を保管する役割を果たす ことがある。

3)「 ノデハナイカ」 と否定疑 問文の情報提供機能、 さらに情報要求機能 との違

いを表示す るために、第1章 で挙げた疑問文 の条件 は修正を加 える必要があ

る。

最後 に1)と2)の 関係 にっいて触れてお くことにしたい。認識的モダ リテ ィとして

の 「ノデハナイカ」が判断不成立 とい う疑問文の条件を維持 しているとい うことと、こ

こで 「確言性」 と呼んだ意味特徴が両立するとい うことは、一見奇妙な結論であるよう

に思われる。 しか し、 「確言性」 という意味特徴は、違 うことばで言えば、 「見込み」

を持 っているとい うことに他 ならないとすれば両者の関係はおのず と明らかにな るので

はないだろ うか。否定疑問文が見込み(「 傾 き」)を 持ちなが ら聞 き手 に質問す るとい

う機能 を果た していることを考えれば、両者は当然 レベルの異なる存在であ り、両立す

べ きものであると考 えられる。判断の成立 ・不成立にかかわ らず、副詞の共起 によって

取 り出す ことができる意味論的存在 として話 し手 の 「見込み」あるいは 「傾 き」といっ

たものを設定す ることができるわけである。
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《第4章 の 注 》

1)平 叙文 と疑問文 の両方 の用法を持っ形式の代表的な ものとしては 「ノデハナイカ」

の他にダロウが上げ られ る。いわゆる推量 の 「ダロウ」 と確認要求の 「ダロウ」の

関係については奧田靖雄(1984)、 森山卓郎(1990)、 金水敏(1992)を 参照 されたい。

2)否 定疑 問文 は思考動詞の補文内に現れ ることができる。 この点については、前章 で

も指摘 した。安達太郎(1992)も 参照のこと。

3)「 デハナイカ」の前に 「ノダ」が現れることがあることに注意が必要であ る。一見、

「ノデハナイカ」に見え る例 にも、次例のように、 このように分析すべきものがあ

る。(第2章 に も同様 の例を挙げてある。)

〈1>い つ も失敗す るか ら前 もって注意 しておいてあげたム じゃないか。

〈2>暫 くして、 この日、終始無言だった厚田がいった。

「あの人は、ほん ものです」

「厚田家、変な ことい うなよ。だか ら、俺 も良 さん も困っている空 じゃな

いか」(幻 の)

イ ントネー ションの特徴 や 「ダロウ」を分化 し得ない点な どからも、 これ らは 「デ

ハナイカ」 と考えるべきである。

4)認 識的モダ リテ ィの下位類型についての批判的検討に関 しては三宅知宏(1993)、 同

(1994)も 参照のこと。

5)「 ト思 ウ」のモダ リティ的な性格 にっいて は、森山卓郎(1992)が 詳 しい。

6)こ こで蓋然性判断 とした 「カモ シレナイ」が証拠性判断の 「ヨウダ」と共起す る場

合には 「ヨウダ」の内側 に 「カモシレナイ」が現れる。

〈3>彼 は来ないカモシレナイヨウダ。

「ダロウ」 に他の形式を後続 させることがで きないとい う形態論的な理由 も否定で

きないが、 ここでは、 「ダロウ」が最 も基本的な認識的モダ リティであるとい うこ

とに理 由を求めてお く。

7)副 詞 による文末統制 のあ り方 に関す る詳細 は、安達太郎(未 公刊)を参照 されたい。

8)「 傾 き」を持っ否定疑問文 と 「確力」の共起 の可能性にっいては、本論文第5章 を

参照 されたい。また、確認要求の 「ダロウ」 との共起については、第8章 で議論す

る。
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9)「 確 カ ニ」 の文末 形式 の統制 にっ いて、詳 しくは、安 達(未 公刊)を 参照 された い。

なお、 この形式 につ いて は森本順 子(1994)に も議論 があ る。
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第5章

否定疑問文 における 「傾き」について

1.は じめに

聞 き手 にある命題の真偽を問いかける真偽疑問文 において、肯定疑問文 と否定疑問文

は論理的には等価であると考 え られる。例 えば、次のような例 を参照 されたい。

(1)a.疲 れていますか?

b.疲 れていませんか?

「相手が疲れている」とい う命題が真か偽かということを知 るためには、(1a)と(1b)の

どちらを使 って も目的には到達で きるはずである。相手はこの疑問文 に応答することに

よって、一定の情報を伝えることがで きるのである。

しか し、論理的に等価であるとい うことが機能的に等価であることを意味するわけで

はない、ということはよ く知 られてい るとおりである。(1)を 例 にとって考えてみよ う。

(1a)は相手が疲れているか否か ということに関 して判断するだけの根拠を有 していない

場合に使われる。 これが最 も一般的な疑 問文の使用状況 であることはあらためてい うま

で もないだろう。疑問文 は情報が欠如 していることを聞 き手 に伝えて、それを補 うこと

を要請す る手段だか らである。

これに対 して、(1b)が 用いられ る状況は典型的な疑問文の前提 とは異なると考え られ

る。 この文 は談話の現場で観察される様子やそれまでの状況 などか ら、相手が疲れてい

るとい う見込みを持 っている場合 に使われ る。つまり、これは肯定命題(「(相 手が)

疲れている」)と 否定命題(「 疲れていない」)が 状況的に等価でない場合であると考

え られ るのである。 このよ うに、論理的には等価な肯定疑問文 と否定疑問文は、機能的

には等価であるとは言 えない。

否定疑問文の選択 に関す るこのよ うな事情は、有標性(markedness)と いう観点か ら
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捉 らえなおすことが有効であると考 えられる。 この観点 にしたがえば、肯定疑問文は無

標(unmarked)の 疑問文であるのに対 して、否定疑問文 は有標(marked)の 疑問文であ

ると考えることは自然な ことであろう。そ して、ある状況での否定疑問文 の選択は、疑

問文を発話す る場合 における有標性の発現 として捉 らえることができる。

有標 の疑問文 としての否定疑問文の使用 に関 して、(1)の ような例 は 「傾 き(bias)」

と呼ばれ る現象 に関わ るものである ㌔ っまり、ある命題にっいてなんらの判断への

「傾 き」 も持 っていない中立的な状況では、話 し手 は無標の肯定疑問文を使 うのが普通

であるが、ある肯定 の判断への 「傾き」が生 じている状況でな有標の否定疑問文を使 う

と考 え られ る2。

「傾 き」を持つ疑問文の有標性 を実例 に即 して見てみよう。次の例で話 し手 はあ る根

拠か ら相手が 自分に隠 しごとを しているということに気づいている。そしてこれを前提

にした とき、肯定疑問文 は使 うことができないのである。

(2)リ カ 「カンチ、私 に黙 って ること{な い/#ア ル}?」

永尾 「!」(東 京)

このよ うに、問いかける命題の真偽に対 して中立的な態度でないとい うことが有標性 と

いうことである。

さて、否定疑 問文 の持つ 「傾 き」にせまる試みとして は、次の二っのアプローチが可

能であろ う。

1)肯 定疑問文 と否定疑問文の分布上の違 いに注 目す るアプローチ(太 田朗(1980)、

田野村忠温(1991)、 井上優(1994)な ど)

2)関 連す る表現(「 ノデハナイカ」、確認要求の 「ダロウ」な ど)と の機能の対

比に注目するアプローチ

この章では後者のアプローチをとることとし、特に 「ノデバナイカ」 との対比を中心 と

して否定疑問文 における 「傾 き」について考察 していくことにす る。実際、(2)の 否定

疑問文 は 「ノデハナイカ」 と置き換えてもそれほど意味の違 いを生 じない ことに注意 さ

れたい。
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(2)'私 に黙 って る こ とあ るん じゃな い?

前 章 で述 べた よ うに、本 稿で は否定疑 問文 と 「ノデハ ナイ カ」 に 「傾 き」 が介 在 す る

と考えている.本 章での課題1ま・ この両形式の持つ 「傾 き」の違いを浮き彫 りにす るこ

とである。

議論 の構成 としては、次節で もう少 し否定疑問文 の有標性にっいて考える。3節 では

否定疑問文の 「傾 き」が本稿全体 の主題 とどのように関わるかということに触れる。っ

まり、 「傾 き」を疑問文における 「判断」として どのように捉 らえることがで きるか、

ということである。4節 以降で否定疑 問文 の 「傾 き」の特徴 を主 として 「ノデハナイカ」

の機能 との違いに注 目す ることによって論 じることにす る。

2.否 定疑問文の有標性

前節で も述べたように、ある状況で否定疑問文を選択するとい うことは、なん らかの

意味で有標性が関わ ると本稿で は考えている。有標性の発現の一つのあ り方は判断への

「傾 き」であったが、ひとまず これか ら離れて、有標性の他 の発現のあり方にっいて簡

単に見てお くことに したい。否定疑問文 の持っ機能全体を記述 し、その機能を明 らかに

す ることは本稿の関心の範囲をはるか に超える作業ではあるが、 ここでその一端を見て

お くことも無駄ではない と思 うか らである。

さて、有標性 の一っの現れ方 としてはその命題に対す る話 し手の希望、不安 とい った

態度が反映 される場合がある。次の二例 は、その命題の実現 に対する話 し手の希望が有

標性の発動を引 き起 こしている例である。

(3)直 子 「これさあ、直 ンないかな」

靴 を突 き出す。

菊男 「買 ったほうが早いよ」(冬 の)

(4)森 沢 「お願いがあるの。餃子にことに詳 しい人を誰か知 らないか しら」

栗田 「餃子の ことに詳 しい人?」(美 味17)
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(3)の例で、 「靴が直る」 という判断への 「傾 き」を話 し手が有 しているとは考えに く

い。 もちろん、 「ノデハナイカ」で言 い換えることもで きない。

(3)'#こ れ、直 るん じゃないかな?

この状況で否定嶷問文が選択 された理 由は、 「直 ってほ しい」 という希望が裏にあるか

らであると考えるべ きであろう。ある命題への判断の 「傾 き」 とい うだけでな く、その

命題に対す る態度 といった ことが有標性 に関わ ることを、上例は示 しているのである。

次例 は存在文 の否定疑問文である。何か(あ るいは誰か)を 捜 しているとい う文脈 が

前提 とされた場合 には、否定疑問文が現れ るのが普通であるが、 これも前 の例 と同様 に

考えて よいよ うに思 われ る。

(5)幸 輔 どん も、

(やれやれ妙 な男が きた)

とお もいなが ら、納戸の係へゆき、邸内に虫籠はないか、とたずね ると、 さ

いわい一 っあ った。(竜 馬6)

(6)梅 若 「驚いたね。昨 目決めて今 日退学届か」

ひ らり 「そ。だか らサ、何か私 にで きる仕事ない?」

梅若 「急 に言われて もねえ… ま、急 に言われな くても相撲界 ってとこは女 は

い らないか らな ア」(ひ ら1)

ある命題 に対する態度 は、正の方向だけに現れ るわけではない。負の方向への現 れも、

否定疑問文の使用を発動する有標性の一っのかたちであると考えられる。負の方向の態

度 として 目にっ くのは、話 し手がその命題の実現を心配 した り、不安に思 った りす ると

いう状況である。その命題に対す る不安が反映 されている例 としては次のような ものを

挙げることがで きる。

(7)「 グリー ンクラブ」のなかにも、藤井商店の事件が、自分 にも波及 しや しな

いか、 と不安 を募 らせてい る人 もおれば、逆 に、他用途米の不正流用を疑わ
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せるような行為を していることを、行き過 ぎとみて憤慨 している人 もいる。

(AERA1994/01/03-10)

(8)空 港では、例 によって、危険物を持 っていないかどうか、確かめる身体検査

がある。(師 弟)

以上見たように、 「傾 き」 を持っ否定疑問文以外 に、話 し手がその命題の実現を望む

場合とその命題 の実現を望まない場合の二っのケースに有標性の発現 として否定疑問文

が選択 され ると言える。 しか し、 「ノデハナイカ」 との機能の比較を考えた とき、 これ

らの二っのケー スは必ず しも同 じ意味 を持 っていないことが明 らかになる。簡単に見て

お くと、その命題の実現を希望す る場合には 「ノデハナイカ」では置 き換えに くいが、

一方その命題の実現を望 まない場合には しばしば 「ノデハナイカ」が使えるのである。

(6)'#何 か私 にで きる仕事あるん じゃない?

(7)'藤 井商店 の事件が、自分に も波及するのではないか、 と不安を募 らせている

人 もいる。

この事実 は働 きかけの文への移行 と関係があると思われる。働 きかけの文はその命題

の実現 を希望す るということを前提 とす るものであるが、これに合致す る場合には 「ノ

デハナ イカ」 に置 き換え ることはで きないのである。その命題の実現を希望 しない場合

にはこのような移行 が起 きないので、 「ノデハナイカ」を使用 して も大 きな意味の違い

は生 じない。

3.文 法化された 「判断」と しての 「傾き」

この節 では、 「判断」の実現 という側面か ら否定疑問文の 「傾 き」にっいて考 えてみ

たい。 これはことばをかえて言 うと、 「傾 き」 というかたちでの話 し手の 「判断」が疑

問文の中 にどのようにして文法化 されているか、とい うことであると言えよう。

「傾 き」 とはある命題 の真偽を聞き手 に問いかけるとき、話 し手 にどちらかの値 への

見込みが存在す ることである。通常、否定疑問文 には肯定命題への 「傾 き」が存在 して
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いると言われる。例えば、次例を参照 されたい。

(9)○ 「奥 さん とい っしょにご飯食べてて もね、値動 きが気になって、話半分 と

いうことはないですか」

● 「あ ります、あ ります。 どうして もふっと考えて しまうんです。(略)」

(今 を)

この例で、話 し手はそれまでの相手の話か ら 「食事中も仕事のことが気になって奧 さん

との会話に集中で きない(だ ろう)」 ということを推論 してお り、そのような事態の有

無を聞 き手 に問いかけている。 このような 「判断」が話 し手 に存在す ることは直観的に

理解で きるが、 これがどのようなかた ちで、あ るいはどの程度実現 されているかという

ことは明 らかで はない。否定疑問文の 「傾 き」を疑問文 における話 し手の 「判断」の実

現 として捉 らえることによって これにっいての見通 しを得たいと思 う。

3.1.「 確力」の生起

「確 力」 の機能 は、話 し手がある命題を記憶中にあるもの として評価 してい ることを

明示す るものであるとまとめることがで きる。その特徴 として重要であると考え られる

のは、 「確 力」 は記憶における情報の表示のあり方を反映 して、文末形式 に制限を加 え

るとい うことである。

前章で も触れたが、森山卓郎(1992b)、 森本順子(1994)で も指摘 されてい るよ うに、

「確 力」は文末 に概言の形式 が現 れることを許 さない。例えば、 「ダロウ」は推量 の意

味では 「確 力」 の文末 に現れ ることはで きない3。

(10)??勲9月4日 が彼女の誕生 日だろう。

これは記憶中への情報の収納 の方法によるもの と考 えられる。記憶に収め られている命

題 は概言の形式ではな く、確言のかたちを取るのであろう。

同様 のことは疑問文に関 して も言え る。次例 に見 られるように、通常の疑問文 は 「確

力」 と共起することはで きないのである。
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(11)??勲 君 はその とき誰か と一緒 にいましたか?

通常の真偽疑問文は真偽が未確定である命題を提示 してその値を確定することを求める

ものであるか ら、 「確 力」が要求する、確言の形式を取 った命題 としての 「判断」は成

立 していないと考えることは自然であろう。このため、 「確 力」は通常の真偽疑問文 と

は共起 しないのである。

しか し、 ここで問題 になるのは 「傾 き」を持 つ否定疑問文である。 「確 力」が否定疑

問文 とともに使われた次のような例はまった く自然である。

(12)勲 君 はその とき誰か と一緒 にいませんで したか?

このような現象は、(11)と 顕著な対照をなす と考えられる。中立的な疑問文には 「確

力」は共起 し得 ないが、 「傾 き」を持つ否定疑問文にはこの副詞が共起するとい うこと

は、後者 には 「確 力」の生起 に必要な条件が整 ・ているとい うことである・つまり・否

定疑問文が持つ 「傾 き」 は例えば会話の一般原理か ら生 じる一時的な含意 とい った もの

ではな く、また同時 に概言的な命題で もないと考 えられるのである。

ただ し、次 のことには注意 しておかなければならない。 ここで指摘 していることは、

「傾 き」を持っ否定疑問文には常 に 「確 力」が共起することが可能であるとい うことを

意味 してい るわけではない。否定疑問文力・持つ 「傾 き」・すな紡 話 し手が疑問文を発

話す る段階で有す る 「判断」は言 うまで もな くよりさまざまな方法によって得 られ るも

のである。 これ には他 に、一般的な知識(例(13))や 相手の発言からの推論(例(14))

な どが考え られよう。

(13)○ 「いまは捕獲制限で ミンク鯨 しか獲れないんで しょ。的が小 さくて撃 ちに

くくあ りませんか」

● 「平均 でい きます と8メ ー トル半 ぐらい しかないですか らね。(略)」

(凡人)

(14)澤 地 「(略)あ なたはどうやって原稿渡すの?」

向田 「五枚ずっとか、一枚ずっ とか」



澤地 「前に書 いたのわからな くな らない?」

向田 「不思議 にっなが るわね」(向 田)

しか し、ここで注 目したいのは、その一つに話 し手の記憶 によって 「判断」が成立す

るタイプがあるとい うことで ある。次例は 「ソウ言 エバ」の使用からもわかるように、

そのような例 として考え られる否定疑問文の例である。 「ソウ言 エバ」は、話 し手が談

話の中1。その場 で気がっいた話題 を持 ち出す ことを表わす談話職(Di・c・urseMarke「)

であり、多 くは記憶中のことが らの想起を示す ものである。

(15)山 口 「こんどの入院 は検査 のためだ ったんですか?」'

吉行 「検査 と治療 ですね。1そういえば山 口翁 も、七月には入院すると言 って

いなか った?」'(老 イ)

このよ うなタイプが存在す るということから、 「傾 き」が確言的命題 という形式を取 っ

ている と類推す ることはそれ ほど無理 なことではないだろう。

3.2.ガ 格名詞句 の生起

いわゆる問い返 し疑問を除 いて、一般 に真偽疑問文 は主題を持っ文すなわち有題文で

あるとい うことが指摘 されている4。 これ は次例のように典型的な無題文である現象描

写文が疑問化で きないとい う観察に もとついている。

(16)a.??バ スが来 ましたか?

b.??太 郎がいますか?

c.??大 西 さんが走 っていますか?

上 の例 はいずれ も眼前で展開 している事態を話 し手 の主観をまじえることな く報道す る

とい う典型的な現象描写文であると考え られ るが、 これ らは、疑問文にす ることはでき

しか し、ここで問題 となるのは否定疑問文での主題 と格助詞の現れ方である。違 うこ
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とばで言えば、現象描写文 と判断文の どちらが選択 されるのか、 とい うことである。

次のような対話で考えてみよう。次例 でも確認で きるように、通常 の真偽疑問文では

ガ格を用いることはで きず、ハで主題化 して問いかけることが必要である。

(17)山 田 「中沢 さん、 ヨーロッパに行 ってたんです って」

中沢 「うん。 ロン ドンか らパ リ」

山田 「警戒{は/*が}厳 しか った?」

中沢 「戦車が出て るし、パ ンッの申身まで調べられるような もんです よ。

(略)」(フ ァ)

これが通常の真偽疑問文 の例であるが、この例文 を少 しかえてみよう。話 し手(質 問

者)が ヨー ロッパに行 った ことがあ り、最近の警戒の厳 しさを知 っていると仮定 してみ

る。 この場合、 この文の話 し手は 「傾 き」を持っ否定疑問文を使 って問いかけることが

可能であるが、次例に見 られ るように、主題だけでな く、ガ格を使 うこともで きるので

ある。

(17)'警 戒{は/が}厳 しくなか った?

この例 に関 して言えば、主題 を使 った場合 とガ格名詞句 を使 った場合では使用状況 に多

少の違 いが感 じられるよ うに思われる。ガ格名詞句を使 った場合には、前 に述べたよう

に、質問者 が最近 ヨーロッパに行 って、みずか らの体験 として 「警戒が厳 しい」 という

知識 を持 っているが、主題ではより一般的な知識、例えば 「日本に比べるとヨーロッパ

の国々では警戒 は厳 しいものだ」 とい った知識によって傾 きが生 じているとい うような

違 いが存するように思われるのである。

意味の違 いは次節以下 の考察にゆず るとして、 この例文か らも分かるよ うに、否定疑

問文では条件 さえ許せば、主題のかわ りにガ格名詞句を使 うことがで きるので ある。た

だ し、 ガ格名詞句が出るとは言え、その文は眼前の事態を主観をまじえずに報道す ると

いった ものでない ことは言 うまで もな く、これ らを典型的な現象描写文 と考えることは

難 しい と思われる。 しか し、 ガ格名詞句 も生起す ることがで きるという事実 は、通常の

真偽疑問文 とは違 った、 「傾 き」を持 っ否定疑問文の特徴であることは疑 うことはでき
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ない。

次 も同様の例である。

(18)宮 脇 は社の同僚に訊いた。

「ぼ くの留守 に、 どこかか ら電言がかか って こなかったかい」

誰 も知 らないとい うのだ。(不 安)

これを もっと典型 的な現象描写文の例の対照 でも確認 しておこう。次例を参照 された

いo

(19)a.??雨 が降 って る?

b。 雨が降 ってない?

(20)男1厂 ところで……天井の方か らミシミシって鮫 時々、聞 こえませんか?

いやな音だ」

男2「 天井 とい うより、もっと上の方か ら聞 こえませんか?」(キ ー6)

現象描写文が一般に疑問化で きないことは前に見たとおりであるが、やはり否定疑問文

で は疑 問化が可能であると考 えてよい。

この特徴 は否定疑問文 のどのような特徴によって導かれるのであろ うか。ここでは、

十分に説得的な議論をす る用意がないが、一応、次 のように考えてお きたいと思 う。主

題が現われない否定疑問文 は、前に見たように、話 し手の直接的な体験((17)')や 典

型的な現象描写文((19b)、(20))に ついて、その真偽判断を聞 き手に問いかけるとい

う性格 を持 っていた。 これは話 し手の主観が入 る前の命題 といった意昧的 レベルに属す

るものである。一般 の疑問文 はある対象 についての判断の成否を聞 き手 に問 うとい うか

たちで成立す るのであるが、主題が現われない否定疑問文では、話 し手の知識 あるいは

眼前 に展開す る事態 を表わす命題を文が直接 とり、その成否を聞 き手 に確認す るという

かたちで成立す る、 とい うのが現時点での一応 の想定である。

4.「 傾 き」の成立条件
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この節 か らは、 「ノデハナイカ」 との機能 の相違 にも注意 しながら、否定疑問文の持

っ 「傾 き」の性格 にっいて考察をすす めてい くことにする。まず、本節では 「傾 き」が

成立す るためにはどのよ うな条件が必要であ るか、 とい う点について考えてい く。

さて、まず、 「傾 き」を持っ否定疑 問文が どのような ものであるかを、実例 をもとに

して確認することか ら始 める ことに しよう。以下、 「傾 き」を持つ疑問文 の典型例 と考

えられる ものをいくっか挙げる。

(21)梢 「(雄 介 に)彼 女、淋 しが ってませんか?」

雄介 「(そ の目に ドギマギ して)ど うかな」(逢 い)

(22)ひ らり 「ね、お姉 ちゃん、す っごく気に入 って もらえたんだって、向 こうの

親に」

竜太 「そ うだろうなア、みの りちゃんなら」

ひ らり 「後悔 してない?竜 太先生」

竜太 「後悔 はないな。小林の方が彼女 とはうまくい く」(ひ ら4)

(23)桑 田 「旦那 さんが どんな人だ った ら良か ったんですか」

根岸 「そ・…・・それ は……」

桑田 「それは?」

根岸 「それは……」

桑田rあ なたはお父 さん と旦那 さんを比べていませんか?」(家 栽9)

上 の例 はいずれ も、質問者 にとってあ る命題についての真偽判断に関与 しないという

典型的な疑問文の一般条件 をみた してお らず、 「彼女が寂 しがっている」 「後悔 してい

る」 「お父 さんと旦那 さんを比べている」 といった肯定命題へ話 し手が関与 している点

で、 「傾 き」を持っ否定疑問文の例であると考え られる。 これらはすべて 厂ノデハナイ

カ」で言い換えることも可能である。

(21)'彼 女、寂 しがっているん じゃあ りませんか?

(22)'後 悔 してい るん じゃない?

(23)'あ なた はお父 さんと旦那 さんを比べているん じゃありませんか?
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対話参加者すなわち話 し手 と聞 き手の知識 に対する話 し手の想定 に関 して もこれ らは

共通性 を持 っている。(21)は 第三者(彼 女)、(22)(23)は 聞 き手(相 手、応答者)が 否

定疑問文の主語 になっている とい う異な りはあるものの、話 し手の知識 としては真偽は

あくまで不明であり、聞 き手 はその真偽 を知 っていると想定 される存在である。

しか し、 ここで考 えなければな らない問題がある。それは 「傾 き」を持 つ否定疑問文

で疑問化 されている命題 の意 味的特徴である。 これが 「傾 き」を成立 させ る条件 とも密

接 に関わ って くると思われるのである。

命題 の意味は最終的にさまざま要因が関わって決定 されるものではあるが、その中核

になるものが述語であることは疑いようがない。 この点で言えば、上例がすべて 「テイ

ル」の付加 によって状態化 された述語を取 っているという事実に注意することが必要で

あると思われる。 これを手がか りにして考えてみたい。

例えば、次のような文を取 り上げてみよう。

(24)明 日あたり飲みに行 きませんか?

例文(24)は 、意志的な述語を とる文であるが、勧誘文(誘 いかけの文)と して解釈する

ことは完全 に自然である一方 で、話 し手のある判断への 「傾 き」を持 った文 としては解

釈できないと思われる。っまり、 「相手が明日あた り飲みに行 く」 とい う肯定 命題 への

「傾 き」を話 し手が有 し、 これを聞 き手 に問いかけるとい う文 としては(24)は 考 えるこ

とはで きないのである。 このような解釈 は 「ノデハナイカ」であれば自然 に得 ることが

で きる。

(25)明 日あた り飲 みに行 くんじゃありませんか?

仮 に否定疑 問文 の 「傾 き」が生 じるのに何 の条件 もないのであれば、(24)は 勧誘文 とし

ての解釈 と未来の事態に対す る話 し手の 「傾 き」を持っ疑問文 としての解釈の間で少な

くとも多義的になることが予想 されるが、 この予測 は成 り立たないのであ る。

意志 的な述語では否定疑問文の 「傾 き」が得 られないとい うことを見たが、 これは意

志性 の問題 なであろうか、あるいは状態性 ・動作性 とい う観点か ら考 えるべきなのであ
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ろうか。 この点 を検討す るために、意志的でない動作述語を考えてみよう。(26)を 参照

されたい。

(26)明 日は雨が降 りませんか?

これは文 としては自然 に成 り立っ。 しか し、 「傾 き」を持っ疑問文 として解釈 されてい

るのか とい うことは、問題 であると思われる。例えば、同様の例ではあるが、(27)の容

認性 はやや落 ちる。

(27)?明 日は晴れませんか?

「傾 き」を持っ疑問文 として(26)が 解釈 されているとすれば、(27)も 自然な文 として成

り立つはず である。(27)の 容認性が多少落ちる というここでの判断が正 しければ、(26)

が 自然であ る理由はある命題 に対する心配や不安 とい う要因 に求めるべきであるだろう。、

このために、有標の否定疑問文が選択 されてい ると考 えられるのである。類例 としては

次のよ うな例文を挙げることがで きる。

(28)佐 藤首相 は心配 そ うに言 った。

「国会で問題 にな らないか。野党の攻撃 はかわせるのかね」

椎名 は言下 に答えた。

「心配御無用。そんな ことは外務大 臣のわた しに任せて下 さい」(賢 人)

このよ うな例か ら、否定疑問文の 「傾 き」にとって必要 な条件は意志性ではな く、状態

性であ ると考え るべきであることが示唆され る。

この ような考えを支持す るす るものとして次 のよ うな現象が挙げられるであろう。す

なわち、意志的な述語で もそれが特定 の事態を表わすのではな く、一般的な事態や習慣

的な事態、複数的な事態を表わす場合には 「傾 き」が成立すると思われるのである。 こ

れは、 「ノデハナイカ」 と比較す ることによって明 らかになる。次例 の対照を参照のこ

と。
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(29)a.太 郎が来ませんか?

b.太 郎が来 るん じゃあ りませんか?

例文(29)に おいて、否定疑問文 と 「ノデハナイカ」の使用 される状況が異な ってい るこ

とに注意 しなければな らない。 「ノデハナイカ」が 「太郎が来る」という未実現の事態

が起 こることを予測 して聞き手 に問いかける文 として解釈で きるのに対 して、否定疑問

文 はそのよ うには解釈 されない。(29a)は 、例えば、最近 自分のところにも太郎がよ く

来る、とい うようなことが背景 としてある場合、すなわち 「太郎が来る」 とい う事態が

習慣的、複数的 に扱われている場合に成 り立っのである。複数的な事態を状態性 の一種

として扱 うことはそれほど無理な仮定でない。

ここで問題になるのは、む しろ、動作性の述語であって も過去 の事態にっいては 「傾

き」を持っ疑問文 としての解釈が簡単 に得 られることである。次例を参照 されたい。

(30)昨 日、梅田に飲みに行 きませんで したか?

(30)が 「(聞 き手が)昨 日梅田に飲みに行 った」 という命題 への 「傾 き」を持 っている

ことは明 らかであろ う。次 の実例 も過去の事態 に言及す る場合には、動作述語を持 っ否

定疑問文に 「傾 き」の解釈が得 られることを示 している。

(31)泰 子 「お母 さんが梢産んだの丁度27だ わ。今の梢 と同 じ年」

梢 「……去年 もそんな こと言わなか った?」

泰子 「(と ぼけて)お 友達 はみんな結婚 して落ち着いているっているのに」

(ナー)

通常の意味では、 「状態性」 という概念で過去の事態 まで視野におさめることは難 し

いであろう。 しか し、 「状態性」 とい う概念を拡大解釈 して、話 し手の想定 と しての聞

き手の知識状態 を扱 う概念 とすればこれは可能 になるのではないだろうか。違 うことば

で言えば、情報 の性質 として 「状態性」という用語を使 うということと言えるか もしれ

ない。っ まり、聞 き手の知識 としてその情報が安定 し、定着 しているとい う意味で状態

的であ る、 と考えるのである。通常の状態述語で表わされる事態や現在進行的な事態、

-99一



不特定な複数的事態 と同様、過去の事態 も知識状態 としては安定 し、定着 していると想

定で きる。聞き手 のそのような知識状態を前提 としてあ る判断に関与する場合に、否定

疑問文 には 「傾 き」が生 じるのである。

5.「 傾 き」の二つのタイプ

前節では、否定疑問文 の 「傾 き」の成立す る条件 として、情報的な状態性 とい うこと

が挙げ られることを見た。これは、聞 き手の知識の中で定着 していると想定 される情報

に対 して、 「傾 き」を持つ否定疑問文 で言及で きるとい うことである。 ところで、 これ

には一見反例 とも思 える次のような例が存在す る。

(32)太 平 「なあ、太一……腹、へ らないか?」(キ ー1)

(32)は 動作性述語によ って表わ されており、 しか も特定の事態に言及 していると考え ら

れるのに もかかわ らず、 「傾 き」を持 っ疑問文 と考えてよいように思われるのである。

この例 は前節での議論 とどのようにして整合す るのであろうか。

(32)が 通常 の動作性述語の否定疑問文 と異なる点が少なくとも二っあると思われる。

一っはこの命題が未来ではな く現在の状態を指 しているということであ り、もう一っは

この文 を使 うことによって話 し手すなわち質問者は聞き手の知識状態だけでな く話 し手

自身の知識状態 にも言及 していると考 えられる点である。っまり、(32)で は話 し手 自身

も 「腹 がへ っている」 という状態 にあるということに言及 しっっ、聞 き手 もそのような

状態 にあるとい う判断へ関与する疑問文を用いているということである。 これは、(32)

を次の ような例 と対比 させることによって明らかになる。

(33)神 谷 「小枝・・…・」

小枝 「ごめんね……」

神谷 「いいんだよ。そんな ことはどうだ って。腹{減 ってねえか/??減 ラナ

イカ}?奧 へ行って休んでろ」

小枝 「大丈夫」(泣 き)
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(33)は 聞 き手の状態だけが問題にな っている状況であるが、このような場 合には 「テイ

ル」によって述語を状態化 してお くことが必要である。

類例をい くっか追加 してお くことに しよう。(34)(34)は ともに 「思 い出す」を述語 と

する文の例である。

(34)太 平 「ここはお母 さんの思い出に満 ちあふれ とる。あれはよ くで きた女だ っ

た……太一 、よ く母 さんが作 って くれたソバを思い出さないか。新庄

さんの ところの新鮮なワサビで食べると最高だった」

太一 「いやあ、母 さんの料理で一番思い出すのはサマープディングですね。

とって もいい香 りが した」(キ ー1)

(35)「 城山で遊んだ ときのことを思いだ さないか」

「えっ?」

「城山だよ」

「ああ、あれは楽 しか った」(居 酒)

やはりこれ らの文が 自然 に成 り立つためには、話 し手 と聞き手が思い出を共有する場合

に限 られ るであろう。

ここでの観察 は 「傾 き」を持つ否定疑問文に二っのタイプが存在す るということを意

味 していると考えられ る。

一つ は前節で考察 を加えた タイプであ る。このタイプでは、話 し手の状態 には関係な

く、話 し手の関与す る命題が疑問化 され ると考 え られる。この場合、聞 き手の知識の中

に定着 していると想定 され る事態であることが必要である。っま り前節で状態性 と呼ん

だ条件 が課せ られ るのである。

一方、 もう一っのタイプは、話 し手がそうであり、また聞 き手 もそうであろ うと見込

まれる事態を疑問化す るものである。 この場合には、先の状態性の条件 は課せ られない

とい うことになる。

このよ うなタイプを仮 に同意要求型 の否定疑問文 と呼ぶ ことに しよう。 このようなタ

イプが同意要求型であることを明 らかにするためには、主に終助詞 「ネ」に関 して、鄭

相哲(1992)が 指摘 している現象を使 うことがで きる。鄭 は確認要求 と同意要求で応答詞
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「ソウデスネ」 の使用の可否が異なることを指摘 している。(36)は 確認要求の例、(37)

は同意要求の例である。

(36)「 あなたは山田さんですね」

#「 そ うですね」

(37)「 いい天気ですね」

「そ うですね」

あ くまで聞 き手 に情報的な優越性がある確認要求では 「ソウデスネ」で応答す ることは

許 されないが、話 し手 と聞 き手が情報的に同等の立場であると考えられる同意要求では、

「ソウデスネ」が使えるのである。

否定疑問文に関 しては、実例 として次のような文を挙 げることがで きる。

(38)糸 井 「(略)相 聞歌系統の手紙でい うと、相手がいようがいまいが、まず密

室好 きとい うのがあって、部屋の中の自分だけの世界楽 しんでいると

ころあ りません?」

俵 「鍵 、きっとそうですね。短歌を作 るときで もそ うです し、自

分を ジー ッと見ている自分を感 じますね。だか ら、失恋 して もわ りあ

い平然 と自分を見ていた り……」(魔 法)

もっと単純な対照で示す とすれば、例えば、次 のよ うな例で明 らかであろう。(39a)は

通常 の疑 問文の例、(39b)は 否定疑問文の例であ る。

(39)a.「 ここに来 ると、楽 しか った子供の ころを思い出しますか?」

??「 ええ、そ うですね」

b.「 ここに来 ると、楽 しかった子供 のころを思い出 しませんか?」

「ええ、そ うですね」

この節 の最後 に、同意要求型の否定疑問文が どのような種類の述語か ら形成 され るか

という点 に触れてお くことにしよ う。 このタイプの否定疑問文は、すべての述語 か ら無
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制限に形成できるわけではな く、一定の述語の意味制限があるように思われる。(32)の

「腹がへる」、(34)(35)の 「思い出す」はともに動作主(agent)主 語 をとる述語では

な く、経験者(experiencer)主 語をとるものである。(38)の 「ある」 もこの例では経

験者主語を とると考 えて よいだろう。経験者主語を とる最 も代表的な述語 「思 う」に関

して も同様の現象が見 られ る。

(40)「 年々歳々か。……お前、1年 がだんだんに短 くなった と思わないか」

「短 くなって きたね」 〈居酒)

(41)梅 若 「大 きな声では言えませんが、女 の方が楽だ と思いませんか」

洋一 「(我 が意を得た りと)思 います」(ひ ら4)

「ノデハナイカ」 との対比で問題 になるのは、同意要求型の否定疑問文 は 「ノデハナ

イカ」 に置 き換 えることはできないとい うことである。

(40)'#お 前、1年 がだんだんに短 くなった と思 うん じゃないか?

(41)'#大 きな声で は言えませんが、女の方が楽だと思 うん じゃあ りませんか?

「思 ウ」を状態化す ることによって、話 し手の知識状態 とは無関係に話 し手がそうのよ

うな見込みを持 っている情報について聞 き手 に問いかける場合には 「ノデハナイカ」が

使える ことと対照的である。

(42)桑 田 「お母 さんに捨てられた、そう思 ってるんじゃないですか?」

久保 「悪いかよ」(家 栽4)

これは 「ノデハナイカ」が話 し手に とって不明のことが らに対 して用いられ る形式であ

るとい うことか ら導 かれ るのではないだろうか。同 じ 「思 う」の文でも、主語が聞 き手

ではな く一般 の人 をとるような場合には状態化す る必要がないことか らも分か る。

(43)「 だけど、七月八 日で鮎釣 りは終 りだろう。素人の場合はね。鮎釣 りの好 き

な人 は一年 が終 っちまうように思 うん じゃないかな」
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兆治 は、有田 も岩下 も似たよ うなことを言 うと思 った。(居 酒)

6.推 論の非現場性

本章では、話 し手があ る命題の真偽 に対 して予断 を持 っていない場合には通常の疑問

文が選択 され、肯定命題への予断 を持 っている場合には否定疑問文を選択するとい うこ

とを前提 として、その 「傾 き」の性質 に考察を加えてきた。 しか し、実際の対話 におい

て、どのよ うな場合 に話 し手がある判断への 「傾 き」を持ち、どのような場合 には持た

ないのか、 とい うことは自明のことであるとは必ず しも言えないように思われる。最後

に、不十分なが ら、 この点について考えておくことに したい。

例 えば、次 のような例 を考 えてみたい。久 しぶりに恋人に会えることになった聞 き手

(美代子)に 対 して、話 し手(中 西)は 聞 き手 の表情か らなにかがあった ことを感 じ取

っている。

(44)、 中西 「遅 くなって ゴメン」

美代子 「いえ……」

中西 「(そ の笑顔 に)い い こと、{あ った/??ナ カッタ}?」

美代子 「会えるんです。久 し振 りに。十四日、 じゃな くて十三 日の夜に……」

(逢い)

この例 は本来、通常疑問文が使われている例であるが、 「傾 き」を持っ否定疑 問文で置

き換 えることは難 しいように思われる。 「ノデハナイカ」であれば、使 うことがで きる

だろう。 『

(44)'い いこと、あ ったん じゃない?

次 も同様の例である。相手(中 西)が 無言で酒を飲んでいる様子か ら話 し手(千 秋)

は相手 に何かがあったことを感 じている。 この場合 も、話 し手 は 「相手 に何かがあ った」

とい う肯定命題 に対す る見込 みを持 っていると考え られ るが、否定疑問文を用 いるこど
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はできないのである。

(45)中 西戛無言で飲んでい る。

千秋 「……何か{あ った/??ナ カッタ/ア ッタンジャナイ}?」

中西 「…… どうして」

千秋 「長 い付 き合いだ もの。それ くらい判 る」(逢 い)

しか し、当然のことなが ら、上のよ うな文が文法的に不適格というわけではない。状

況 さえ整えば、 ごく自然 に使 うことがで きるのである。例えば、次のような状況を設定

してみよう。前 日、誰かが対話の相手にプ レゼ ントをす るという話を聞いて きた とす る。

つまり、前 もってそのよ うな知識を持 っている というような状況では、うれ しそうな様

子の相手 に対 して、話 し手 は 「何か、なか った?」 のような否定疑問文で尋ね ることが

できると思われ る。

このような否定疑問文の使用状況の違いの原因は、どのような点に求められ るのであ

ろうか。 ここでは、質問する場合に話 し手が持っ予断、すなわち 「傾 き」がどのような

ことを根拠 として得 られているか、とい うことに帰す ことがで きると考えておきたい。

っまり、(44)(45)は ともに対話の現場に存在す る根拠か らその場で推論 して得 られてい

る。 このような現場的な推論 によって導かれる見込みは 「傾 き」 として否定疑 問文 によ

って実現す ることはで きない と考えるのである。

これは次の例 によって も支持 されると思われ る。(46)は 評価的な述語の場合であ るが、

確認要求の 「ダロウ」、 「ノデハナイカ」、否定疑問文 のいずれを使 って もよい。

(46)和 彦 「お母 さん一」

都 「うん?」

和彦 「いっ頃 まで煙草す ってた?」

都 「お父 さん と一緒 になる頃かな」

和彦 「お酒 も?」

都 「お酒はいまでものむ じゃない」

和彦 「で も、ち ょっとでしょ。昔 は、{す ごかったんでしホ/ス ゴカッタン

ジャナイ/ス ゴクナカッタ}?」
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都 「やあねえ。おばあちゃんは、 よくそういったけど」(早 春)

しか し、 この状況ですべての形式が使えるとはいって も、前提 となることが らがかな

り異なっていることに注意す る必要がある。確認要求の 「ダロウ」は話 し手の評価 を相

手に持 ちかけている。 「ノダロウ」 とい うかたちを とっているために、 この評価が他の

人(お ばあちゃん)か らもた らされた ことが表わされている。 「ノデハナイカ」は話 し

手 自身がなんらかの根拠 に基づいて推論 しているとい うニュアンスが感 じ取 られるであ

ろう。 しか し、否定疑問文にはこのような解釈 はない。否定疑問文を使 うことがで きる

状況 としては、話 し手(和 彦)が 自分の記憶 に基づいてある見込みを持 ち、これを確認

しているとい った印象があると考 えられるのである。 ここか らも、対話の現場 における

推論によって得 られ る見込 み(判 断)は 否定疑問文の 「傾 き」 とはな り得ないというこ

とが分か る。

7.お わ りに

本章では以下 のことを述べた。

1)否 定疑 問文 の 「傾 き」は含意 といった ものではなく、話 し手の 「判断」の発現

として文法化 されている。

2)「 傾 き」を持つ否定疑問文には二つの タイプがあ り、話 し手 の知識状態 に無関

係 に聞 き手の知識に言及するタイプで は情報の性質 として状態的であることが

必要である。

3)も う一っのタイプ(同 意要求型)で は、話 し手 と聞 き手が同様 の知識状態 にあ

ると見込 まれることを聞 き手に問いかける。 このタイプが成立す るのは、経験

者主語を とるような述語に限 られる。

4)対 話の現場での推論 によって得 られた見込みは、 「傾 き」とはな り得ない。
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《第5章 の 注 》

1)英 語の否定疑問文が帯び る 「傾き」 については、Lyons(1977)、 太 田朗(1980)が 詳

しい。 日本語 については、仁 田義雄(1986)、 鄭相哲(1994)に 記述がある。

2)こ の章では否定疑問文が持つ 「傾 き」だけを考察の対象 にす るが、 これは否定疑問

文だけが 「傾 き」を持っ とい うことを意味するわけではない。肯定疑問文が否定 の

事態に対す る 「傾 き」を持つ場合 も存在す る。

3)確 認要求の 「ダロウ」は 「確 力」 と共起することがで きる。これ に関連する例文 と

議論 は第8章 を参照 されたい。

4)仁 田義雄(1986)、 安達太郎(1988)な ど参照のこと。なお、この一般化をふまえて、

仁田義雄(1987)で は通常 の真偽疑問文を 「判断 の問いかけ」 と呼んでいる。判断文

と現象描写文 における 「ハ」 と 「ガ」 の問題 にっいては丹羽哲也(1988)も 参照 され

たい。

5)「 ソウデスネ」 には応答詞 としてではな く、相手の発話に対 して応答するまでの一

時的な保留 を表わす ことがある。 このため、 ここでは応答詞 として しか解釈できな

いよ うにす るために 「エエ」を付加 して使 っている。

-107一



第6章

確認要求と疑問文の条件

1.は じめに

日本語の疑問文 には、通常 の疑問文に見 られ る特徴のいくっかが欠如す ることによっ

て特徴づ けられるタイプの ものがある。その中のLっ であり、疑問文における 「判断」

の実現 のあ りかたを探 るとい う本稿 の目的か ら非常に興味深いものに、国立国語研究所

(1960)に よって 「確認要求の表現」 と呼ばれている類型がある(以 下では、確認要求 と

呼ぶ)。 次のような対話 にお ける 「ダロウ」 「デハナイカ」のような形式がそれである。

(1)甲 「同 じ学年 に田中っていた{だ ろう/じ ゃないか}。 」

乙 「ああ、あいっ、どうか したの」

甲 「昨 日、梅田で ばったり会 ったんだよ。」

本章 と次章 の二章を立てて、 「判断」の実現 という観点から、確認要求の特性 を探 って

いきたいと思 う。

本章では、機能に踏み込むための予備的考察 として、文類型論的な観点から 「ダロウ」

と 「デハナイカ」の特徴 を見てい くことにする。確認要求 とい うことばが使われるとき、

暗黙の うちに、これ らの形式が疑問文 に所属 していることが含意 されていることが多い

と考え られるが、 これには問題があると思われ るか らである。 これまでの研究では、ど

のような形式が疑問文 として機能 し、 どのような形式が機能 しないのか(言 い換えると

平叙文 として機能 しているか)、 またそ もそも疑問文 とはどのような機能 を果たす もの

で、どのような特徴 によ って取 り出す ことがで きるものなのか、 といった点にっいては

充分 な検討が行われてい るとは言 えない と考え られるのである。

さて、 日本語の文類型(sentencetype)に っいてはこれまでにも様 々な観点か らの

提案があったが、 これ らによって文の形式 と機能の相関 に対する理解が深 まるに したが
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って、平叙文(述 べ立ての文)と 疑問文(問 いかけの文)が 従来考えられていたほど截

然 と分 け られるものではない とい う考えが提出 されている(Tsuchibashi(1983)、 益 岡

隆志(1987)等)。 本論文 でもこれ らの研究 と同様に、文類型をプロ トタイプ的に捉 らえ

るとい う立場 に立っ。この立場では文類型は、例えば、典型的な平叙文 と典型的な疑問

文 を両端 として、これが連続的にっなが っているというように捉 らえ られることになる。

文の類型 に対するより深 い理解を得 るためには、それぞれの類型の典型的な表現だけ

ではな く、周辺 に位置す ると考えられ る表現を検討 し、 この連続層の中に位置づけると

いう作業が必要であると思われる。本章 はこのような作業の一っ として位置づけたい。

特に、疑問文 との条件 とのかかわ りで確認要求 について考える。

確認要求では具体 的にどのようなことが らが問題 になるのであろうか。例文(1)で は、

二っの形式は交換 して もそれほど大 きな意味の違いを生 じないように見えるが、どの程

度 まで二っの形式 の機能が類似 し、どのよ うな点で相違が見 られ るのかは充分 に明 らか

にな っていないように思われ る。基本 的な現象 の整理を初めとして、使用条件、談話機

能など様々な角度か ら検討 してい く必要がある。

例えば、本章では次のような適格性の違いを問題 にしたいと思 う。

(2)草 太 「お じさんす こしひどい ンでないかい?」

五郎 「一一」

草太 「さっきの人、奥 さんだそ う{じ ゃないか/*ダ ロウ}。 純たちにわざ

わざ会 いに来た ンだべ」(北 の)

この例は、伝聞形 「ソウダ」が 「デハナイカ」 とは共起す るが、 「ダロウ」 とは共起で

きない ことを示 している。 このよ うな相違 はどのように説明され るのであろうか。

確認要求 にっいての全般的な議論は次章 にゆずることとし、本章では、 「デハナイカ」

を中心 と して、これと 「ダロウ」の文法的な振 る舞い(grammaticalbehavior)の 違い

を比較す ることによ って、確認要求と分類 される 「デハナイカ」 と 「ダロウ」の性質に

っいて一っの帰結を導 きたい と考 える。なお、確認要求 に属するとされている形式 には、

当然、他 に 「ネ」 「ヨネ」のような終助詞の系統 も含まれる。 「確認表現」といった機

能的な分析か らは これ らも扱わなければならないと考えるが、 ここではその準備はない。

本稿の考察か らはこれ らを除 くことをあらか じめお断 りしなければな らない。
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2.確 認要求の特徴

確認要求 の特徴 を考え るに当た って、まず、典型的な疑問文が備えている条件を明ら

かにしてお く必要 がある。本稿では、暫定的で はあるが、典型的な問いか けの文 は次の

二っの条件 で特徴づけることがで きると考 えて おいた。 ここでその条件を繰 り返 してお

くことにす る。

(a)話 し手には命題内容 の真偽判断、あるいはその命題を構成す る情報の一部

が欠 けている。

(b)話 し手 はそれを聞 き手に問いかけることによって充足す ることを意図する。

以下では便宜のために、(a)の 条件を命題内容の不確定性条件、(b)の 条件を(聞

き手への)問 いかけ性条件 と呼ぶ ことにす る。

このような特徴を持っ典型 的な疑問文に対 して、確認要求の疑問表現は命題内容 の不

確定性 の条件が欠 けた ものであると考 えられる。話 し手 にとって命題内容 は確定的なも

のであ り、聞 き手に問いかけることによってその命題内容に対する確認を要求するわけ

である。

確認要求の疑問表現が確定性の条件を欠いていることは、二っの事実 によって確かめ

ることがで きる。

まず第一 に、益岡隆志 ・田窪行則(1989)も 指摘するように、いわゆる確認要求の疑問

表現の 「ダロウ」には補充疑問文が存在 しない1。

(3)*誰 が来 るだろ う?(↑)

「デハナイカ」 も同様で ある。

(4)*誰 が来 るじゃないか。
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命題内に疑問詞 を含むことによって、その命題 には話 し手の判断が成立せず、不確定的

になる。疑問詞疑問文が存在 しないことか ら、確認要求の疑問表現の命題内容 は確定的

であると考 えることがで きる。

第二 に、認識的モダ リティの形式 との共起が上げ られる。典型的な問いかけの文は

「カモ シレナイ」のような認識的モダ リティの形式 と共起することはできないが、確認

要求 の形式 は共起す ることが可能であ る。

(5)??雨 が降 るか もしれませんか?

(6)雨 が降るか もしれない{だ ろう/じ ゃないか}?

(7)陽 子 「なんなの?鈴 木なんてい うか ら、誰かと思 ったわ」

健一 「岩田 じゃ、出て来ないか もしれないだろう」

(林檎1)

森山卓郎(1989)に よれば、例文(5)の 不適格性 は 「内容判断一貫性の原則」 によって説

明 される。疑問文は判断 の不成立を表す(判 断の不確定性)が 、一方で、認識的モダリ

ティの形式 はその事態が確かではない とい う判断の成立 を表す。一っの文中で判断の成

立 ・不成立が衝突 してはならない とす るのが、森山の 「内容判断一貫性の原則」で ある。

これに従 えば、例文(6)(7)が 全 く自然な文であることは、確認要求の形式が命題内容の

不確定性の条件を欠いていることを示す と考え られる。

3.「 デハナイカ」 ・ 「ダロウ」 についての従来の研究

本節では、 「デハナイカ」 と 「ダロウ」 にっいての従来の研究を概観す ることにする。

田野村忠温(1988)は 「ジャナイカ」 という語形を持っ形式 の形態論的な整理 を行 って

いる。すでに見たよ うに、 これによれば、 「ジャナイカ」には少な くとも次の三っを区

別す ることが必要であると考 えられる。
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第一類:発 見 した事態を驚 きなどの感情を込めて表現 した り、あることが らを認識

す るよう相手 に求めた りするもの。体言 ・用言 にっ く。

何をす るんだ。危ないジャナイカ。

第二類:推 定を表現する。体言のみにつ く。

(空模様を見て)雨 で も降 るん ジャナイカ?

第三類:否 定的な疑問。体言 のみにっ く。

(鯨が魚ではないと君 は言 うが得心で きない)

本当に鯨 は魚 ジャナイカ?

ここで問題 に している 「デハナイカ」は田野村 の言 う第一類のものであると考 えられる

ので、以下 では他の類 との混同を避 けるために、用言 にっ く場合を中心的に考察す るこ

とにす る。 「ノ(ダ)」 がっいて、 「～ノジャナイカ」 となった場合 も除 く2。

田野村 の研究 は主に形態的な側面に関心を寄せた ものであるが、談話的機能、話 し手

による情報 の取 り扱い とい うことに関心を持 った研究に森山卓郎(1989)が ある。森山 は

この中で、聞 き手が当該発話 に対する情報 を持 っていると話 し手が仮定 しているか否か

によって、文を区別す るとい う考えを提案 している。この 「聞 き手情報配慮 ・非配慮の

理論」 によると、典型的な平叙文(述 べ立ての文)は 聞 き手 に情報が存在 しないと仮定

して発話 される文(聞 き手情報非配慮の文)、 典型的な疑問文(問 いかけの文)は 聞 き

手に情報が存在 していると仮定 して発話 される文(聞 き手情報配慮の文)と い うことに

なる。

森山では、田野村 による 厂ジャナイカ」の第一類 ・第二類の区別、すなわち本稿で

「デハナイカ」 と 「ノデハナイカ」 と呼ぶ形式 の違いを聞 き手情報配慮か、非配慮か と

い う違いであると捉 らえてい る。っま り、 「デハナイカ」が聞き手情報配慮の文、 「ノ

デハナイカ」が聞 き手情報非配慮の文 とい うことになる。この根拠 としては、 「ボラ」

のように聞 き手 に情報 があると想定 して使われる、聞 き手情報配慮的な形式が 「デハナ

イカ」 とは共起す るが、 「ノデハナイカ」 とは共起できないことが挙げられている%

例文(8)の 対照 を参照 されたい。

(8)a.嫐 、彼は来た じゃないか(↓)。

b.*ほ ら、雨が降 るん じゃないか(↑)。
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「デハナイカ」が 「ホラ」 と共起 した実例 を挙 げておく。

(9)治 子 「実加。 まさかお父 さん と一緒に出張に…」

雄一 「(何 かいいかける)… 」

実加 「(遮 って)マ コとテス トの勉強。勲 、言 った じゃない」

治子 「あ、そ うだ ったわね。遅 くまで ご迷惑かけちゃだめよ」(ふ た)

次に、確認要求の 厂ダロウ」を見てみよう。森山によれば、確認要求の 「ダロウ」は

聞 き手が知識を持 っていると想定 して発話 され る点で典型か らずれる平叙文であると考

え られている。 これを確認す るためには、先 ほど観察 した 「ボラ」との共起 を見ればよ

い。実際、 「デハナイカ」の場合 と同様、 「ホラ」は 「ダロウ」 とも共起することがで

きるのである。

(10)ほ ら、(僕 が言 った通 り)彼 は来ただろ う(↑)。

(11)里 美 「それ と、城丸 さん」

香織 「はい」

里美 「昨 日のゲネプロでも、二幕目の……勲 、あの照明が遅れたで しょ、

あれ、解決 したの?」

香織 「あれは、堀 口さんが悪いん じゃな くて…… スイッチが時々おか しくな

るらしいんですよ」(桜 の)

(12)お っさん 「タキさんどうしたんだい」

社長 「それがね、水戸街道でオカマ掘 られちまって、ムチ打ちにな っちゃっ

たんです」

おっさん 「あ りゃ」

哲夫 「大丈夫 ですか」

社長 「一週間 も休 めばいいんだけど、嫐 、替わ りの運転手 ったっていない

で しょう、今時。 もう大変です よ」(息 子)

「ボラ」の共起か ら、確認要求 の 「ダロウ」が聞き手に当該情報が存在す ることを仮定
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する形式であることは明 らかであると思われる。 しか し、このような 「ダロウ」を、典

型か らずれるとは言え、平叙文 と考えてよいか どうかには問題があるように思われ る。

この点 を明確にするためにも、 「ダロウ」と 「デハナイカ」の分析 には疑問文 の条件を

観点 に入れることが必須であると考 えられる。

森山によれば、 「ダロウ」 と 「デハナイカ」の違いは次のように整理 されている。

ダロウ:話 し手 と聞 き手が初 めか ら同一意見 と見込まれない場合。

デハナイカ:話 し手が聞 き手 と違 った意見であるとい う意味のうえに、 さらに、話

し手の方が正 しいという意味を持っ。

この規定が 「ダロウ」 と 「デハナイカ」のニュアンス的な意味の違いを捉えていること

は否定できないが、例えば例文(2)に 見 られた戛両形式の伝聞形との共起可能性の違 い

を説明することはで きない。 「ダロウ」 と 「デハナイカ」の相違は 「話 し手の方が正 し

い とい う意味」の有無 より大 きなものであ り、両者はよ り基本的なところで違いが存在

しているよ うに思われる。

4.問 いかげ性条件 と 「ダロウ」 ・ 「デハナイカ」

本節では、 「ダロウ」 と 「デハナイカ」の分布の違いを もた らす最 も大 きな要因がど

のような点 に求 められるのかを考えてみたい。

次のよ うな例 において、 「ダロウ」 と 「デハナイカ」は微妙なニュア ンス的な違いを

除 けば、互いに置 き換えても大 きな意味の違いを生 じないように思われる。

(13)だ か ら、 さっきか らそ う言 っている{だ ろう/じ ゃないか}

(14)甲 「昨 日の夜、 どうしてた?」

乙 「何、言 って るんだ。一緒 にいた{だ ろう/じ ゃないか}」

(15)勝 「なんだ、吉岡、お前なんで こんなところに来てんだ」

多佳子 「絵を見 に来てるに決 まって る{で しょ/ジ ャナイ}。 そっちこそ何?

野球で もしに来たの?」 .(恋 す)
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このよ うな例を観察す ると、 厂ダロウ」 と 「デハナイカ」の二っの形式が類似 した談話

的な機能を有す ることは確かであろう。以下では、両形式が置き換えにくいような場合、

あるいは置 き換 えられないよ うな場合を観察することによって、 この二っの形式の違い

を明確に し、また、それによって、どのような点で両形式の談話的機能が接近 し、置 き

換 えて も大 きな意味の違いを生 じないような例が出て くるのかを考えてみる。

例文(16)は 、 「デハナイカ」だけが適切 になるような ものである。 「ダロウ」で置 き

換 えると、自然 な談話を構成 しない。

(16)突 き当た りの扉が開いたか と思 うと、いきな り東が姿を現 した。

「珍 しい{じ ゃないか/*ダ ロウ}、 君がや って来るなどとは、何か急 な用

事かね」(白 い)

この例か ら、 「珍 しい」 のような述語 が、ある事態に対する話 し手の評価 を表す文 とし

て用い られた場合には、 「ダロウ」は用い られないとい うことが分か る。 これは、 「ダ

ロウ」を用 いた場合、評価を下 してい る主体が聞 き手 に移 って しまうためであると思わ

れる。 これは、相手 の同意を求めるような状況 では 「珍 しい」のような述語 とも 「ダロ

ウ」と共起す ることが可能 になることか ら確かめ られる。

(17)甲 「どうだ、珍 しい{だ ろ う/*じ ゃないか}?日 本 に何枚か しかない切

手なんだぜ」

乙 「それはす ごいや」

また、 「デハナイカ」が持っ特徴の一っ はこれが必ず しも聞き手の存在を要求 しない

とい うことである。 このことを確認す るために、次 のような状況を考 えてみよう。観客

が口々に見終わった ばか りの芝居の評判を しなが ら劇場を出て くるところを、その芝居

の作者 の友人が一人で見ているとす る。 このとき、 「デハナイカ」を用いた文は自然で

あるが、 「ダロウ」を用 いることはで きない。

(18)あ いっの芝居、なかなか評判 いい{じ ゃないか/*だ ろう}。
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同様 に、次 の文 において、聞 き手の存在 に関係 なく、話 し手 自身が窓の外 を見ていると

いう状況で 「ダロウ」 は用い られない。

(19)あ れ、雪が降 っている{じ ゃないか/*だ ろ う}。

「デハナイカ」が聞 き手 の存在を前提 としない とい うことは、この形式が疑問文を成立

させ る条件の うちの問いふけ性条件に抵触するのではないかと疑わせる。

一方、 「ダロウ」を用いた ときは自然な談話 を構成す るのに、 「デハナイカ」を用い

た ときには不 自然にな る例には次のような ものがある。

(20)甲 「君、明日の講義 には出席す る{だ ろう/*じ ゃないか}?」

乙 「ああ、必ず出席す るよ」

乙 「じゃあ、頼まれていた コピー、それまでに用意 してお くよ」

(21)甲 「あいつがいな くなって寂 しい{だ ろ う/??じ ゃないか}?」

乙 「そんなことないよ」

(20)は 聞 き手の予定 に関す る情報を確認す る文であり、聞 き手の方が明らかに情報量が

多いと認 められるような場合である。 このとき、 「デハナイカ」を用いた文は非常 に不

自然 になるように思われ る。感情形容詞 を用いた例文(21)も 同様 である。

ところで、(20)(21)で 見 られるような 「デハナイカ」の不適格性 と全 く同様の現象が

典型的な述べ立ての文に も見 られ ることは注意すべ きであろう。(22)(23)を 参照。

(22)??君 は明 日の会議 に出席 します よ。

(23)??君 はあいっがいなくなって寂 しいよ。

これは、一般 に、述べ立ての文は相手(聞 き手)の 方が情報量が少ない と認め られ ると

きに発話 され、問いかけの文 は相手の方が情報量が多いと認 められるような場合に発話

されるとい う条件による。(22)(23)は 情報内容か ら考えて、明らかに聞 き手側に情報量

が多い と認め られ るに もかかわらず、述べ立ての文を用 いているために不 自然 になって
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い るので あ る(仁 田義雄(1989a)を 参照 の こと)。 この よ うに考 え る と、上 で観 察 した

よ うな 「ダ ロウ」 と 「デ ハナ イカ」 の振 る舞 い の違 い は、 「ダロ ウ」 には問 いか け性 が

あ り、 「デハナ イ カ」 にはな い と考 え る ことによ って説 明で きる。

「ダ ロ ウ」 に は問 いか け性 が あるが 「デハ ナイ カ」 にはな い とい う ことを支持 す る現

象 と して 、 こ こで は次 の三っ の現象 を挙 げて お くこ とに しよ う。

まず 、第 一 に、判 断主 体 の遷移性 に関 す る現 象で あ る。 ここで判断主体 の遷移 性 と呼

ん でい るの は、次 の例 に見 られ るよ うに、平叙 文 において主体 が一人称 に制 限 され るよ

うな述語 で 、疑 問文 で は二 人称 に主体 が遷移 す るとい う現象 であ る ㌔

(24)a.(私 は)コ ー ヒーが飲 みた い。

b.(君 は)コ ー ヒーが飲 み たい?

「ダロ ウ」 と 「デハ ナ イカ」 にっ いて これ を考 えてみ る と、 「ダ ロウ」 には遷 移性 が認

め られ るが 「デハナ イ カ」 に は認 め られ ない。

(25)a.(君 は)コ ー ヒーが飲 みた いだ ろ う?

b.(僕 は)コ ー ヒー が飲 み たい じゃな いか。

遷移 性 の有無 は問い か け性 に密接 に結 び付 いた現象 で あ ると考 え られ る60

両形 式 と共 起 した場 合 の 「～ テモイ イ」 とい う形 式 の解釈 の違 い も同様 に扱 うこ とが

で きる。

(26)君 の ところ にお邪 魔 して もい いだろ う?

(27)君 の ところ にお邪 魔 して もい い じゃないか。

「ダ ロ ウ」 を用 い た(26)で は、聞 き手 の許 可 を求 め るよ うな解釈 が可能 で あるが、 「デ

ハナ イカ」 を用 いた(27)で は一方 的 に話 し手 の主張 を述 べて い るとい う解 釈 しかで きな

いo

また 、第二 に、 「ナ ンダ」 の よ うな形 式 との共起 に見 られ る相違 が ある%次 の例で、

「ダ ロ ウ」 と 「デ ハ ナイ カ」 は、一見 、互 換性 があ るよ うに思わ れ る。
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(28)会 議、 もう、始 まっている{だ ろう'/じ ゃないか}。

しか し、この文 に 「ナンダ」 という形式を加えると適格性に違いが生 じて くる。(29)を

参照 されたい。

(29)a.*な んだ、会議、始ま ってるだろう?

b.な んだ、会議、始 まってる じゃないか。

'

「ナ ンダ」のように納得 を表す形式 は、それが付加 された発話を話 し手限 りの ものにす

るという機能を持っ。っまり、 「ナ ンダ」はそれに続 く発話を独話化すると考 えてよい。

(29)の場合、 「ナ ンダ」が付加 されたためにこの発話 は独話化 され、話 し手限 りの もの

にな って しまうので、問いかけ性 を持っ 「ダロウ」を用いると不適格 になるが、問いか

け性を持たない 「デハナイカ」とは自然 に共起すると考え られる。これは、問いかけに

は応答者が必須であるということから自然 に導かれる。この現象 も、 「ダロウ」が問い

かけ性 を有 しているのに対 して、 「デハナイカ」が有 していないことを示 している。な

お、典型的な平叙文 と典型的な疑問文で も、それぞれ 「デハナイカ」 と 「ダロゥ」 に対

応する判断が得 られ ることを確認 してお きたい。

(30)a.*な んだ、会議、始 まっているか?

b。 なんだ、会議、始 まっているよ。

第三の現象 は、終助詞の付加に関す るものであるが、 これは 「デハナイカ」が平叙文

として機能することの根拠 と考え られるものである。確認要求の 「ダロウ」は終助詞の

付加を許 さないので、 この現象 に関 しては、触れることがで きない。

さて、第2章 第6節 で簡単 に触れた現象を思い出 していただきたい。そ こは、 「デハ

ナイカ」 と 「ノデハナイカ」の違 いを明 らかにするとい う文脈だ ったために二っの形式

を比較対照するというかたちを取 っていたが、 ここでは 「デハナイカ」にっいて、終助

詞 の付加を観察 し、それが どのような ことを含意するのかを考えてい くことにしよ う。

まず、終助詞 「ヨ」は 「デハナイカ」 に後続することがで きる。
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(31)驚 いた じ ゃな いか.よ。

(32)会 議 が始 ま った じ ゃないか丞 。

両例 と も、聞 き手 を非難 す るニ ュア ンスが 強 く感 じられ る ことが特徴 と して指 摘 で き る。

「驚 く」 のよ うな心理述 語 に 「デハ ナイ カ」が付 いた場合 は、 「ヨ」 の有無 にか かわ ら

ず相 手 を非難 す るよ うな ニ ュア ンスが感 じ取 られやす いのは事 実 だが、(32)の よ うな例

は 「ヨ」が な けれ ば非難 の ニ ュア ンス は必 ず しも必 須的 ではな い と思 われ る。次 の よ う

な実例 も参照 の こと。

(33)ソ ノ コ 「ア ンタは、私 が好 きな のよ!い っ もそ う言 って た じゃない!い

っ もそ う言 った じ ゃな い圭!」(バ タ)

(34)永 尾 「あ一 一 去年 の ワール ドカ ップ見た?」

松下 「え?い いや」'

永尾r何 で、 メキ シコ大 会 ん時 は毎 晩 テ レ ビ見て 、一 緒 に盛 り上 が って たL"

やない かよ 」(東 京)

(35)永 尾 「あ の人 、奥 さん も子供 もい るんだぞ」

リカ 「知 って る」

永 尾 「不倫 じゃな いか丞 」(東 京)

これ に対 して、終 助詞 「ネ」 は 「デハ ナ イカ」 に付加す るこ とがで きない。

(36)*驚 いた じゃな いか塾 。

(37)*会 議 が始 ま った じゃないか塾 。

この よ うに、 日本語 に よ る情 報伝達 で最 も基 本的 な二 つ の終助詞 「ヨ」 と 「ネ」 の付 加

に関 して、 「デハ ナイ カ」 に は明確 な違 いが指摘 で きるのであ る。

このよ うな終助 詞 の付加 可能性 の違 いは どの よ うな意味 を持 ってい るのだろ うか。 こ

れ には、疑 問文 へ の終 助詞 の付加 が どのよ うに行 われ るかを確認す る ことが役 に立 っ と

思わ れ る。 一般 的 に、疑 問文 に は 「ネ」 は付加 され る ことが あ る。(38)は 真 偽疑 問文 の
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例、(39)は 補充疑問文の例 である。

(38)「 で もその人の死んだあとに、その人の幸せなんてあ りますかねえ」

「あ ると思 うなあ。死ぬ ことは人生にはどうして も必要な もので、死に方の

幸せ ってや はりあると思 う」(父 が)

(39)「 色合い もそ うだ し、光 り具合 も・∴・・」

「うん、光ね。輝 きが似て るんだよ、広告の輝 き具合が三っとも似てるんだ

よ。妙 なもんだね」

「何 ですかね」

「そうだね。 こういう電車 の中の広告 って、必要な人に向って輝 くんだけど、

その輝 き方の配合が同 じなんだねえ、三っ とも」(父 が)

一方 、疑問文への 「ヨ」の付加の実態 はやや複雑であるように思われるが、 これを明

らかにす るのが 目的で はないので詳 しい検討 は別の機会 を期す こととして、あえて単純

なかた ちに整理す ると、質問の機能を果たす場合には 「ヨ」の付加は困難であると言え

る。次のよ うな例 を参照 されたい。

(40)a.昨 日、講義 に出たか?

b.??昨 日、講義 に出たかよ?

(41)a.晩 飯 には何を食べる?

b.*晩 飯 には何を食べるかよ?

(40)は 真偽疑問文、(41)は 補充疑問文 の例であるが、 ともに 「ヨ」が付加 した例 は通常

の質問の文 としては不適格である。

しか し、 これは疑問文に 「ヨ」が付加で きないということを意味す るわけではない。

質問 とい う機能か ら逸脱 した疑問文には 「ヨ」は付加することが可能であ る。例えば、

いわゆる反語の解釈では、(42b)(43b)は 文法的な文 になる。

(42)a.こ んな ところに来るか?

b.こ んなところに来 るかよ。
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(43)a.誰 が来 る?

b.誰 が来 るかよ。

反語 とは、周知 のように、疑問文の形式を とりながら機能的には平叙文と同様 の情報伝

達をす るものである。(42b)は 「こんなところには来ない」、(43b)は 「誰 も来ない」 と

い った情報を伝達す ると考 えられる。 このように、疑問文 に対す る 「ヨ」の付加 は、そ

の文が疑問文の持っ情報要求機能 を果た しているかいないかに関係を持っのである。

「ヨ」の付加を許容す る 「デハナイカ」 は、 このような文脈で、機能 としてはすで に平

叙文 として働いてい ると考え られ る。

ここで、両形式の類似点 と相違点 を整理 してお くことにしよう。両者は聞き手 に情報

が存在すると話 し手が想定 しているという性格を共有 している。 「ダロウ」は当該命題

が確定的であるとい う点で典型的な問いかけの文 とは異なっているが、聞 き手 に問いか

けるという疑問表現 の条件の一つを保 っている。一方で、 「デハナイカ」は更 に問いか

け性の条件 さえ も失 っているのであるか ら、既に述べ立ての文に踏み込んだものと考え

るべ きであろ う。 「デハナイカ」 は、聞 き手 に情報が存在す ると想定する点で典型 的な

述べ立ての文 とは異なるが、聞 き手に対 して問いかけるとい う性格を持 っていない点で

「ダロウ」 とも異なっている。

「デハナイカ」 は聞 き手が情報を持 っていると想定 して述べ立てる文であると考 えた。

これをもう少 し詳 しく検討 してみる必要があるだろ う。 このような性質を持 った平叙文

は談話 において どのような機能を帯びるのであろ うか。

ここでは、 「デハナイカ」 とい う形式の談話機能にっいて十分な検討を加える用意が

ないが、一っだけ指摘 しておきたい。聞 き手 には既に情報が存在 しているのであるか ら、

「デハナイカ」の文は単に情報を伝達す るとい うことか らは離れている。そこで、談話

において聞 き手が知 っていると予測 される情報に基づいて、話 し手が話題を展開 させた

いとい う場合や、その談話 の場面 で聞 き手 が忘れていると考 えられる情報 に言及する場

合に 「デハナイカ」が使われることがあると考 えられる。っまり、聞 き手が当該情報を

持 ってはい るものの、それが談話 の現場 において活性化 されていないわけであ り、本稿

ではこれを仮 に 「聞 き手 の知識の活性化」 の現象 と呼んでおきたい。(44)、(45)は この

例である。
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(44)多 佳子 「前 にこうや って三人で野点 の会やったの、いっだったか しら」

汀子 「一年の秋 に兼六園でや った じゃない」

緑子 「そ うだ。(思 い出 し笑 い)あ の時、どこかの子供が ヨタ ヨタと毛氈の

上 に上が ってきた よね」(恋 す)

(45)「 さあ、 どうかな、よ く覚 えてないわ」 と彼女は言 って微かに笑 った。

「昔 のことだ もの」

「で もさ、 とって も綺麗な ピカ ピカの机だ ったじゃない。覚えてない?」

と僕 は訊ねた。(中 国)

このような例では 「デハナイカ」 と 「ダロウ」が交換可能であることが多い。 この点に

ついて は、次章 でさらに検討 を加 えることにす る。

5.関 連する現象

前節では、 「ダロウ」 と 「デハナイカ」が どのような点で類似 した振 る舞いを示 し、

どのよ うな点で異な っているのか、ということにっいて考察を加 えた。その結果、 「ダ

ロウ」 と 「デハナイカ」は命題内容が確定的であるとい うことと、聞 き手に当該情報が

存在す ると想定 して発話 されるという二 つの特徴を共有 しているが、問いかけ性に関 し

て相違 していると考えた。前節で見た、 「ダロウ」 と 「デハナイカ」が異なった使用上

の分布 を示すよ うな例は、問いかけ性 の条件を 「ダロウ」は持 っているが、 「デハナイ

カ」は持 っていない ことを示 している。本節では、 「ダロウ」と 「デハナイカ」が異な

った振 る舞いを示す現象を更 に二っ観察 し、上の特徴づけによってこれ らが説明 される

ことを示 したいと思 う。

5.1.様 態の 「ソ ウダ」 との共起

最初の現象 は、いわゆる 「様態」のソウダと 「ダロウ」 ・ 「デハナイカ」両形式 の共

起の可能性 に見 られる相違である。次の例 を参照されたい。
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(46)や あ、一 そうじゃないか。

(47)*や あ、元気 堂 だろう。 冖

(46)は全 く自然 な文であるが、(47)の ように 「ダロウ」を用いた文は不適格な文になる。

い くっか実例を補 っておこう。

(48)健 一 「元気堂 じゃない」

夏恵 「うん」

健一 「もっと落込んでるか と思 った」(林 檎 皿)

(49)雅 子 「(千 秋 に)ホ ントは どうなのよ、中西 さん」

千秋 「ホ ン トに何 もないの」

雅子 「結構鼬 じゃない」

千秋 「深入 りしてないか らね」(逢 い)

いわゆ る 「様態」の ソウダについて は、

(50)今 にも、雨が降 り出 しそ うだ。

にみ られ るようなアスペク ト的な意味 もあることが従来指摘 されているが、 「元気 ソウ

ダ」のように状態性の述語に付 く 「ソウダ」は、外部か らの観察 によって元気であると

判断 され るとい うよ うな、モダリテ ィ的、特にその中で も証拠性判断的な意味 と考えて

よいと思われる7。 ここから、当然、

(51)*僕 は元気そ うだ。

とは言 えない。判断主体 が自分自身の状況をなん らかの証拠をもとに して判断するとい

うことは、非常 に不 自然であ るか らである。

(46)と(47)に 見 られる適格性の差 も同様 に説明で きる。(47)は 、 「ダロウ」が問いか

け性を持 っているために、 「元気ソウダ」 と判断す る主体が聞 き手に遷移 して しまい、

不適格 になる。一方 で、 「デハナイカ」には問いか け性がないので、判断主体が遷移す
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ることはな く、問題 は生 じないのである。 したがって、(46)(47)の 適格性 の違いは、問

いかけ性の有無 とい うことか ら導かれ るということがで きるのである。

5.2.伝 聞形 「ソウダ」との共起

次に取 り上げ る現象は、伝聞の 「ソウダ」(以 下では伝聞形 と呼ぶ)と の共起の可能

性に見 られ る相違である。例文(2)で も見 たように、 「デハナイカ」は伝聞形 と共起す

ることがで きるが、 「ダロウ」は共起で きない。(2)を(52)と して再掲することにする。

(52)草 太 「お じさんす こしひどいンでないかい?」

五郎 「 」

草太 「さっきの人、奧 さんだ塁{じ ゃないか/*ダ ロウ}。 純たちにわ ざ

わ ざ会いに来た ンだべ」

(53)謙 造 「馬鹿馬鹿 しい。朝 っぱらか ら何を言 うかと思えば、第一、居所 も知 ら

ない人間」

重光 「大阪の 『っる川』とい う料亭で、仲居頭をしとる塁{じ ゃないか/

*ダ ロゥ}。 知 らんことあるまい」(家 族)

また、 「ラシイ」 にも伝聞情報を表示する機能が認められるが、やはり確認要求的な

「ダロウ」 とは共起 しに くいように思われ る。

(54)北 尾 「足田… ご馳走になっておきながら、 こんなことを言 って はなんだけど、

最近、よくない評判が広が っているよ。お前、ずいぶん派手 に金 を遣

っているらしい{じ ゃないか/??ダ ロゥ}?」

足田 「おいおい、説教はよせよ」(美 味17)

以下で は代表的な伝聞形 として 「ソウダ」に限 って議論することにするが、同様の議論

は伝聞的な 「ラシイ」にっいて も成 り立っと考える。

伝聞形をめ ぐる両形式 のこのような振 る舞いの違いは、両形式がともに認識的モダ リ

ティを表す 「カモ シレナイ」等の形式 とは共起 できるという事実 と比べてみると、その
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相違がはっきりす る。(55)は 「デハナイカ」の例、(56)は 「ダロウ」の例である。

(55)「 ホン トに高原 さんのこと好 きな ら、延期なんか しないはずで しょ。誰かに

とられちゃうかもしれない じゃない」(思 い)

(56)良 雄 「ぼ くはね、女がいないわけじゃないよ」

愛子 「あ ら、そ う」

良雄 「で もいまつき合 う女性 ってのは、結婚 に結びつ くか もしれないで しょ

立 」

愛子 「そりゃそうよ」 ・(林 檎 皿)

本章第2節 で は、森山卓郎(1989)の 「内容判断一貫性の原則」に基づいて、両形式の命

題内容が確定的であるということによって認識的モダリティの形式 との共起を説明 した

のであるが、伝聞形にはこれ と同 じ説明をすることはで きない。 「ダロウ」 と 「デハナ

イカ」が同様の振る舞いをす ると予測 して しまうか らである。伝聞形 に関 してはこれと

全 く別 の説明が必要 になる。

このよ うな違 いを考えるためには、認識的モダ リティの形式 と伝聞形の性質の違いを

検討す る必要があるだろう。以下ではこれまでに寺村秀夫(1984)、 森山卓郎(1989)等 で

指摘 されて きた四っの点で認識的モダ リテdの 形式 と伝聞形 との相違を見てみることに

しよう。

第一 に、形式 自身のテ ンスの対立の有無である。寺村(1984)が 指摘 しているよ うに、

カモシレナイ等の認識的モダ リテ ィの形式にはテンスの対立が存在す るが、伝聞形のソ

ウダには対立が存在 しない。(57)と(58)の 対照を参照の こと。

(57)雨 が降 るか もしれなか った。

(58)*雨 が降るそうだった。

第二 に、 これ も寺村(1984)が 既 に指摘 していることであるが、連体修飾節の内部 に現

れ得るか否か ということに関する違いである。(59)と(60)に よって示 されてい るよ うに、

認識のモダ リティの形式 は連体修飾節の内部に現れ ることが可能であるが、伝聞形は現

れることがで きない8。 マ
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(59)明 日の会議で使用するか もしれない書類を準備 しておいて くだ さい。

(60)*明 日の会議で使用す るそうな書類 を準備 しておいて ください。

この二っの現象 は、伝聞形が発話の現場 に非常 に強 く束縛 されている形式であることを

示 しているよ うに思われ る。

第三の現象 は、森山卓郎(1989)が 指摘 している副詞 「思 ウニ」 との共起の問題である。

「思 ウニ」 は後続す る文内容が話 し手が下 した判断であることを明示す る副詞であ ると

考えられ るが、 これは認識的モダ リテ ィの形式 とは共起することがで きるが、伝聞形 と

は共起す ることがで きない。

(61)思 うに、そろそろ、中東問題 も好転するか もしれない。

(62)*思 うに、そろそろ、中東問題 も好転するそうだ。

第四 に、森山(1989)が 「談話的キャンセル」 と呼んでいる現象がある。認識的モダ リ

ティの形式 は後続す る談話でその判断 自体 を否定することはで きないが、伝聞形 はこれ

が可能である。 これは 「私はそ うは思わない」 とい うような文を後続 させることによっ

て確かめることがで きる。

(63)*太 郎 は嘘つ きか もしれないが、私はそうは思わない。

(64)太 郎 は嘘っ きだそ うだが、私 はそうは思わない。

「思 ウニ」 との共起 と談話的キャンセルの二つの現象は、認識的モダ リティの形式が話

し手の判断 を表すのに対 して、伝聞形が話 し手の判断を表 さないとい うことを示唆 して

いるよ うに思われ る。

以上か ら伝聞形が非常 に制限の厳 しい形式であることは明 らかであるが、伝聞形 との

共起 をめ ぐる 「ダロウ」 ど 厂デハナイカ」の振 る舞いを考える上で更 に重要な ことは、

問いかけの文に見 られ る認識的モダ リティの形式 と伝聞形 との相違である。前 にも触れ

たように、両形式 とも疑問文 にそのままの形で現れることはできない。
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(65)a.??年 棒が一億 円を越えたか もしれません彑?

b.??年 棒が一億 円を越えたそ うです塑?

差が出て くるのは 「ノ(ダ)」 を用いた疑 問文の場合である。 このとき、認識的モダ リ

ティの形式が現れた文は容認可能 になるが、伝聞形の現れた文の容認可能性は非常 に低

いと思 われ る。

(66)a.年 棒が一億 円を越えたか もしれない雌?

b.??年 棒 が一億円を越えたそ うな雌?

ここか ら、疑問文 との共起が不自然であることが 「内容判断一貫性の原則」によって説

明され る認識的モダ リテ ィの形式 と違 って、伝聞形の場合はそれが問いかけ性 と相入れ

ない性格を持 ってい ることに由来することを窺 わせる。 これが正 しい方向性を持 ってい

れば、伝聞形が 「デハナイカ∫ と共起す るにもかかわ らず、 「ダロウ」 とは共起 しない

という現象 は 「デハナイカ」 と 「ダロウ」が問いかけ性 とい う点で大 きく異 なっている

ということを示唆 していると考え ることがで きる。

6.お わ りに

本章では、いわゆる疑問表現の中で確認 を要求するものとして特徴 づけ られ ることが

ある類型を取 り上げ、その中の 「ダロウ」 と 「デハナイカ」の二つの形式 を検討す るこ

とによって疑問文 と平叙文のインター フェイスとも言える表現 にっいて考察を加えて き

た。

これ ら二っの形式が異なった振 る舞いを示すような様々の現象は、 「ダロウ」には問

いかけ性があり、 「デハナイカ」にはない という特徴づけによって説明す ることができ

た。 この点 で確認要求の 「ダロウ」は周辺 的なが ら疑問文 と呼ぶことができるのに対 し

て、 「デハナイカ」は既 に疑問文 としての性格を失 って、平叙文 に踏み込んだ形式であ

ると考え られる。また、 「デハナイカ」は相手(聞 き手)に 情報が存在すると仮定 して

述べ立て るところか ら、聞き手が持 っているにもかかわ らず、談話の現場で活性化 して
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いない情報 に言及す るときに使われることがあ り、このようなとき二っの形式 の用法が

接近す る。

この章で は、疑問文の条件 とい う観点をとることによって、二っの形式 の相違が どの

ように見えて くるか ということに関心 を寄 せた。このためそれぞれの形式 の談話的機能

の検討、 「デハナイカ」 における 「カ」の有無の意味9、 いわゆる推量の 「ダロウ」 と

確認要求の 「ダロウ」 との関係1° 、 「ネ」 「ヨネ」など終助詞系の確認要求の形式 の

機能 といった問題 にっいては十分 に考えることがで きなか った。本章で議論で きなか っ

たい くっかの問題 について は、次章で取 り上げて、検討す ることにす る。
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《第6章 の 注 》

※本章は 「いわゆる 「確認要求の疑問表現」について」(『 日本学報』第10号 、1991年)

を改題 し、加筆 ・修正 した ものである。

1)下 降の イン トネーションを取 る場合には例文(3)は 自然な文 になる。

〈1>誰 が来るだろ う(↓)

これは 「疑いの文」の形式 「ダロウカ」の 「カ」が落ちた ものと考えるべ きであり、

ここで言 う 「確認要求」 とは考え られない。

2)国 立国語研究所(1960)で は、 「ンジャナイ(カ)」(本 稿では 「ノデハナイカ」)

を独立の形式 としてあげ、 「判定要求の表現」 に分類 している。確認要求 タイプの

疑問文 と 「ノデハナイカ」の違いにっいて は、第7章 で議論する。

3)「 ボラ」の共起 には、聞 き手に当該情報が存在す るか否かとい うだけでは説明でき

ない問題がある。例 えば、典型的な疑問文 は聞 き手に情報が存在すると想定 される

が、 これには 「ホラ」は共起で きない。

〈2>*ほ ら、彼 は来ますか?

また、逆 に、聞 き手 に情報が存在 しないと想定 される典型的な平叙文 とは共起でき

る。

〈3>(来 るか来ないかで意見が分れていた人が来て)

ほら、来た。

これは、 「私が言 った通 り」が補われ ることからも分か るように、 「ホラ」が話 し

手の発話を前提 としていることによると思われる。

4)判 断主体の遷移性 とい う用語 は森山卓郎(1988)に よる。

5)確 認要求の 「ダロウ」が特別なイソ トネー ションを伴 って用い られるとき、判断主
'体

の遷移性 の現象が見 られない場合がある。

〈4>何 をするんだ、痛 いだろう!

このような 「ダ ロウ」には問いかけ性が認め られず、表出的な平叙文 に近づいてい

るよ うに思われ る。 これは森山卓郎(1992)の 「押 し付け型」の 「ダロウ」 にあたる。

この場合、ほとんど 「デハナイカ」 と同様に用い られることも注 目すべ きであろう。

〈5>何 をするんだ、痛い じゃないか!
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6)「 ナ ンダ」 と 「デハ ナ イカ」、 「ダ ロウ」 の共 起可能性 の違 い にっ いて は仁 田義雄

(1987)に も指摘 が あ る。

7)い わ ゆ る様 態 の 「ソ ウダ」 の意 味 ・用 法 にっい ては寺 村秀夫(1984)、 益岡隆志 ・田

窪 行 則(1989)等 を参 照 の こと。 なお、証拠 性判断 につ いて は森山 卓郎(1989)、 三宅

知宏(1994)も 参照 された い。

8)〈6>明 日の会議 で使用 す るとい う書類

に見 られ るよ うに、 「トイ ウ」を使 うことによ って伝聞 的な意味 を表 す こ とは可 能

で あ る。 ここで は、 「トイ ウ」 はあ くまで引用形式 で あ り、本来 の伝 聞形 で あ る と

は考 えて いな い。文末 に現 れた ときの 「トイウ」 の伝聞 的機能 にっ いては井上 和子

(1983)を 参 照 。

9)本 稿 で は 「ジャナ イ」 を 「デハナ イ カ」 の変異形 の一っ と して扱 ったが、幾 っ か の

現象 にお いて この二 っの形式 が異 な った振 る舞 いを示す ことがあ るよ うに思 う。例

え ば、動詞 の勧誘 形 と共起 す る場 合 、

〈7>君 も行 こ うじゃな いか。

は言 え るが 、

〈8>??君 も行 こ う じゃな い。

は不 自然 に な る(平 尾得子 氏 の指 摘 に よる)。 話 し手 の意志 を表す文 で は、

〈9>よ し、 や ってや ろ う{じ ゃない/じ ゃないか}

の よ うに適格 性 の差 は認 め られ ない。

10)推 量 の 「ダ ロ ウ」 と確認要求 、念 押 し的 な 「ダ ロウ」 が連続 的に位置 づけ られ る こ

とにっ いては 、奧 田靖雄(1984)を 参照 。 なお、第7章 も参照 された い。
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